
 

重 点 事 業 調 書  

担当部局・課名 

子ども・福祉部子ども未来課、縁むすび応援室 

総務部人事課、財産活用課 

県民生活部人権・男女共同参画課 

保健医療部健康推進課、医療推進課、疾病感染症対策課 

重点事業の名称 少子化対策総合推進事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅰ 結婚・子育ての希望がかなう社会の実現 戦略プログラム 

１ 出会い・結婚応援プログラム 
２ 妊娠・出産・子育て支援プログラム 
３ 子育てと仕事の両立支援プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 

・本県の令和６(2024)年の合計特殊出生率は1.27、出生数は10,926人と過去最低となり、これまでの対策を上回る勢いで少子化が進行している。 

・一方で、平成24(2012)年から令和６(2024)年までの13年間の出生数の減少率は、中四国９県の中で最も低く、令和６(2024)年の出生率（人口千人当たり出生数）は中四国
１位である。 

・一組の夫婦が持つ子どもの数（完結出生児数)は、昭和47(1972)年から平成14(2002)年までの30年間は2.2人前後で推移し、令和３(2021)年時点では1.9人と、合計特殊
出生率や出生数が大幅に低下したことと比較すると、それほど減っていない。一方、結婚の状況をみると、本県の50歳時未婚率（生涯未婚率)は、令和2(2020)年時点で、男
性26.0％、女性16.6％と、昭和45(1970)年と比較すると男性は約18倍、女性は約7倍と、未婚化が大きく進み、また、同時に晩婚化も進んでいる。 

・令和７(2025)年度県民満足度調査において、「若い世代の出会いや結婚の希望がかなう環境になっている」の項目は、24ある調査項目の中で満足度が22位であり、また、「安
心して妊娠、出産、子育てができる環境になっている」の項目は、満足度が16位である一方、重要度は１位である。 

・令和５(2023)年度県民意識調査では、男女とも７割以上が「仕事も家庭も両立したい」と回答しているものの、実際には、男性の３割が「仕事を優先」、女性の３割が「家庭生
活を優先」しているとの回答である。 

・県内の男性育休取得率が13.4%(令和２(2020)年度)から60.1%(令和６(2024)年度)と増加傾向にあるが、国が令和５(2023)年度に策定した「こども未来戦略」においては、
令和12(2030)年に85％とする目標が掲げられている。 

【課題・必要性】 

・結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえ、出生率を向上させるため、「男女ともに安心して子育てと仕事を両立できる職場環境づくり」、「出産・子育ての前段階となる結婚へ
の支援」、「結婚・子育てに対する社会全体の空気感の醸成」に、特に注力して進め、令和 7(2025)年度からは「結婚支援」の一層の強化を図っているものの、これまでの対策
を上回る勢いで少子化が進行していることから、企業や市町村、大学等と連携したアプローチを強化しながら、危機感を共有し、社会全体で少子化対策に取り組む必要がある。 

・少子化の主な要因として、「未婚化の進行」、「生まれる子どもの数の減少」などが挙げられる。 

・「未婚化の進行」については、令和５(2023)年度県民意識調査では、未婚者の８割以上が結婚の希望や意向があるものの、3割を超える人が「結婚できそうにない」としており、
その理由として「相手に出会いそうにない」が最も多いことから、希望や理想の実現に向けた出会い・結婚支援を重点的に進める必要がある。 

・「生まれる子どもの数の減少」については、背景に身体面（不妊、年齢）、心理面（家族が非協力、不安）、経済面、環境面（子育て環境が整っていない等）での課題があること
から、妊娠・出産、子育てのライフステージに応じた切れ目のない支援を行うとともに、男女ともに安心して子育てと仕事を両立できる職場環境づくりを推進するほか、社会全
体で子育てを応援する気運の醸成を図る必要がある。 

・こども基本法において、子どもの多様な社会活動に参加する機会や意見表明する機会の確保が掲げられており、子どもに関する事業実施に当たっては、子どもが意見表明しや
すい環境づくりと気運の醸成に取り組む必要がある。 
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事
業
内
容 

Ⅰ 企業との連携 
 

【出会い・恋愛支援】 
１ 拡充官民連携結婚応援イニシアチブ事業《29,979千円》 終期：R8 

   恋活や婚活に関する事業を実施している民間事業者等と連携を図り、それぞれの強みを生かした取組を展開するとともに、若年世代をターゲットにした情報発信や、恋活・婚活イ

ベントの実施等により、結婚気運の醸成を促進する。あわせて、若年世代のニーズ等を適切に把握するため、大学生等との意見交換の場を新たに設置する。 
 

【結婚支援】 
２ 新規企業タイアップマッチングイベント事業《6,456千円》 終期：R10  

商工会等と連携し、企業間でのマッチングイベントなどを実施し、新たな出会いの機会を提供する。 

３ 新規縁むすび応援企業事業《7,075千円》 終期：R10  
おかやま縁むすびネットやマッチングイベント、結びすと制度などを従業員に周知する「縁むすび応援企業（仮称）」制度を創設し、縁むすびネットの認知度向上や、企業が従業員

の出会い・結婚を応援する気運を醸成する。 
 
【子育て支援】 
４ 拡充ももっこカード利用促進事業《13,741千円》 終期：R10 

   子育て応援パスポート「ももっこカード」をアプリで運用し、利用者ニーズ等を踏まえた拡張を行うとともに、協賛店登録拡大に向けたＰＲ活動等を実施する。 

５ 拡充おかやま子育て応援宣言企業活性化事業《13,537千円》 終期：R10 

   おかやま子育て応援宣言企業制度のさらなる活性化に向け、登録企業の訪問指導、アドバンス企業の更新調査、ロゴマークの周知等により制度の魅力や認知度の強化を図る。 

６ 働きやすい・安心して子育てできる職場づくり応援事業《22,916千円》 
(１)経営者等の意識醸成推進事業《9,099千円》 終期：R8 

    経営者等が子育て支援に、より前向きに取り組む意識を醸成するため、エリアセミナーを実施（産業労働部と共同）する。 

(２)拡充企業版子育て支援情報展開事業《8,427千円》 終期：R8  

    子育て支援の取組が進んでいない企業を後押しするため、ポータルサイト「ハレまる。」の情報発信力や魅力、認知度の強化、優良事例集の作成（産業労働部と共同）により、国や

自治体の支援制度の情報提供や、優良事例の横展開を図る。 

(３)子育て応援宣言企業等取組推進事業《5,390千円》 終期：R8  

   子育て支援に取り組んでいる企業のさらなる取組推進のため、アドバンス企業のメリットの拡充や情報発信の強化を図る。 

７ 拡充従業員の子育て支援応援事業《14,856千円》 終期：R9 

子育てと仕事の両立支援に取り組む企業をバックアップするため、従業員の子育て支援の取組を行う企業に対し、助成金を交付する。また、従業員の仕事と家庭の両立支援に特に

積極的なアドバンス企業への、補助上限額の拡大を行う。（先着約100社）  

（補助率）1/2、（補助上限）10万円/企業、20万円/アドバンス企業 

８ “男性育休が当たり前な社会へ”男性育児休業取得等促進事業《119,809千円》 終期：R8（県民生活部） 
   企業等に対し、男性の育休取得期間に応じた奨励金を支給するとともに、男女ともに育休を取得しやすい組織風土となるよう経営層や管理職等向けの意識啓発セミナーを実施する。

また、子育てと仕事の両立支援や女性活躍推進に、特に積極的に取り組む企業への奨励金加算を行う。 
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Ⅱ 市町村との連携 

９ 新規少子化分析市町村支援事業（活用編）《3,318千円》 終期：R9  
    少子化要因「見える化」ツールを活用し、効果的な少子化対策の施策形成・実施に主体的に取り組む市町村に対し、2年間にわたり人的、財政的に伴走支援を行う。 
10 少子化対策に挑戦する市町村バックアップ事業《25,268千円》 終期：R8 

    各地域の実情に応じたオーダーメイド型での効果的な少子化対策を推進するため、国の少子化対策地域評価ツールを活用して、市町村の現状分析から課題の把握、対策の検討、事

業実施まで、２年間にわたり人的、財政的に伴走支援を行う。（３クールで実施） 
 

Ⅲ 大学等との連携 
 

11 拡充若い世代の将来設計支援事業《22,073千円》 終期：R9 
    学生等の若い世代が自身の望む将来設計を描けるよう、子育て中の方とのワークショップ等を取り入れた講座や、県内事業所で活躍する女性との交流会を、より多くの学生等に提

供できるよう開催回数を拡大して実施（県民生活部と共同）する。また、県庁若手職員向け研修の中で、ライフデザイン支援を実施する。 

     ・結婚・子育てライフデザイン講座  ・学生のキャリアデザイン講座  ・県庁職員向けライフデザイン研修 等 

12 拡充「子育て家庭留学プログラム」事業《6,245千円》 終期：R8 

    将来の結婚や子育て、仕事との両立に関心や不安のある若い世代を対象に子育て体験等を行うほか、先輩ママパパ交流会では、大学での開催を新たに加え、将来設計支援の充実を

図る。また、県庁職員が同僚職員の育児の状況を直接体験する事業を、企業への横展開を見据え、モデル事業として実施する。   

  ・子育て家庭留学  ・先輩ママパパ交流会（大学出張版、一般向け） ・県庁職員版！一緒に帰ろう子育て家庭留学 等 
 

Ⅳ 全 般 
 

【出会い・恋愛支援】 
13 同窓会等開催支援事業《10,000千円》 終期：R8 

    同窓会や出会いイベントの開催経費の補助を行う市町村に対して、経費の一部を支援する。あわせて、首都圏において、岡山にゆかりがある若者同士の多様な出会いを創出し、若

者同士のつながりを促進するための交流イベントを実施する。 

     ・市町村への支援  同窓会開催支援：補助率1/2   出会いイベント開催支援：補助率1/4～1/3 
 
【結婚支援】 
14 拡充おかやま出会い・結婚サポートセンター事業《145,883千円》 終期：R8  

    おかやま出会い・結婚サポートセンターを拠点に、結婚支援システム「おかやま縁むすびネット」を運営する。縁むすびネットの利便性向上のためのシステム改修を行うとともに、

登録無料キャンペーンを展開する。 

15 おかやま結婚応援・気運醸成プロジェクト事業《16,871千円》  
(１)戦略的広報活動事業《13,584千円》 終期：R8 

「おかやま縁むすびネット」のＰＲ動画作成のほか、インターネットや新聞を活用した広告等、多様な媒体を活用して、縁むすびネットの会員加入促進及び結婚気運の醸成に向けた 

効果的な周知・広報を行う。 

(２)新規「結びすと」魅力発信キャンペーン《3,287千円》 終期：R8 

企業等を通じた周知や新聞を活用した広告を行い、結びすと制度の魅力を広く伝えることで、結びすとの増員を図り、お引き合わせ数や婚姻数の増加につなげる。 
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16 結婚新生活支援パワーアップ事業《12,000千円》 終期：R9 
   結婚に伴う新生活をスタートする上で必要となる“住まい”に係る費用の補助を行う市町村に対して、経費の一部を支援する。 

      ・国交付金対象外となる独自の結婚新生活支援を行う市町村の負担軽減  （補助率）1/2、（補助上限） 5～10万円/世帯 

17 結婚応援パスポート事業《7,398千円》 終期：R8 
   新婚夫婦や結婚を希望するカップルが、協賛店に提示することで特典を受けられる「おかやま結婚応援パスポート」をアプリで運用するとともに、利用促進イベントを実施する。 
 
【妊娠・出産支援】 
18 風しん抗体検査助成事業《7,845千円》 終期：R9（保健医療部） 

   主として先天性風しん症候群の予防のため、予防接種が必要である者を効率的に抽出するための抗体検査を医療機関で実施し、検査費用を助成するとともに、事業周知や風しんに

関する正しい知識の普及啓発を行う。（岡山市、倉敷市は事業を別途実施） 

19 おかやまママ安心サポート事業（再掲）（保健医療部） 
医療、母子保健、福祉等の関係者が協働し、保健医療の諸課題の改善に取り組み、妊娠・出産、子育てを「オールおかやま」で支える仕組みを整備することにより、安心して産み育

てられる魅力ある地域づくりを進める。 

 ・拡充プレコンセプションケア推進事業 終期：R10 

  ・新規卵子凍結による妊孕性温存等に係る課題検証モデル事業 終期：R9 

 ・不妊治療費助成事業 終期：R9 

 ・拡充不妊治療対策事業 終期：R10 

 ・小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業 終期：R9 

 ・拡充おかやま妊娠・出産サポートセンター事業 終期：R9 

    ・拡充妊産婦等に対する遠方の産科医療機関等への交通費支援事業 終期：R8 

       ・妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業 終期：R8 

    ・拡充産後ケア事業の体制強化事業 終期：R8 

       ・新生児聴覚検査機器購入補助事業 終期：R8 

    ・新生児マススクリーニング検査補助事業 終期：R9 

    ・新規乳幼児健診推進事業 終期：R10 

    ・小児救急電話相談（＃8000）及び家庭の看護力強化事業 終期：なし 

・おかやまママ安心サポート協議会運営事業 終期：R8 

・少子化社会に対応する妊娠・出産・子育て地域モデル構築事業 終期：R8 
 

【子育て支援】 

20 結婚、出産、子育て応援キャンペーン事業《10,926千円》 終期：R8 

   結婚、出産、子育てを後押しするため、「こどもまんなかマナーアップ県民運動」を実施し、社会全体で子育てを応援する気運を醸成する。 

21 拡充とも育て応援事業《2,773千円》 終期：R10 

   男女ともに協力して子育てをする「共育て」を推進するため、子育て応援ＢＯＯＫ（パパ編、グランパ・グランマ編）のほか、新たに家事・育児シェアシートを作成・配布する。 

22 新規県庁内保育施設整備・運営事業（再掲） 終期：R10（総務部） 

   県庁内保育施設の設置に向けて、施設整備等を行うとともに、運営については、実績のある民間業者を公募により選定し委託により実施する。 
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Ⅴ 子どもの意見の反映 

 

23 子どもが主役プロジェクト《550千円》 終期：R8 

   子どもの意見を、子どもに関する事業実施に生かすため、子どもを対象としたアンケート等を実施する。 

事
業
効
果 

・企業等と結婚支援の取組の連携を強化し、縁むすび応援企業事業や企業タイアップマッチングイベントなどを実施することで、県単独で事業を実施した場合と比べて、これまでアプロー

チできていなかった層の結婚等の希望や理想の実現に向けた出会いの機会等を提供するとともに、社会全体で結婚を応援する意識の醸成が進み、婚姻率の向上につながる。 

・少子化要因「見える化」ツールを活用した、より効果的な施策の形成や実施を行う市町村の主体的な取組に対して、人的・財政的サポートを行うことで、市町村が単独で少子化対策に取

り組む場合と比べて、よりロジカルで効果的な施策形成が行われ、県全体の合計特殊出生率及び出生数の底上げにつながる。 

・若い世代に対し、妊娠・出産を含むプレコンセプションケアに関する正しい知識の普及啓発を行うことで、妊娠と年齢の関係について正しく知っている県民の割合の向上につながる。 

・おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」のメリット強化による認定の促進や、企業版子育て支援ポータルサイト「ハレまる。」の認知度拡大・活性化等に取り組むことで、各事業

を実施しない場合と比べて、男女ともに安心して子育てと仕事を両立できる職場環境づくりが推進され、「アドバンス企業」認定数の増加につながり、従業員の子育て支援に取り組む企業

が増える。 

・企業等に対し、男性の育休取得期間に応じた奨励金の支給、男女ともに育休を取得しやすい組織風土となるよう経営層や管理職等の意識啓発を図るセミナーの実施等を行うことで、14日

以上の男性の育児休業取得率の向上につながる。 

・ももっこカードの利用促進を企業等との協働で行うなど、社会全体で子育てを応援する気運の醸成に取り組むことで、ももっこカードの新規協賛店数の増加につながる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1～3、13～17、20 生き活き婚姻率 3.8(R6) 3.9(R10) 0.1 

3、14、15 生き活きおかやま出会い・結婚サポートセンターが関わった成婚数  628組(R6) 1,000組(R10) 372組 

9、10、20 生き活き合計特殊出生率 1.27(R6) 1.37(R10) 0.10 

9、10、20 生き活き出生数 10,926人(R6) 12,238人(R10) 1,312人 

19 生き活き妊娠と年齢の関係について正しく知っている県民の割合 61.6％(R6) 70.0％(R10) 8.4％ 

5～8 生き活きおかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」認定数 213社(R6) 440社(R10) 227社 

8、21 生き活き14日以上の男性の育児休業取得率 43.5％(R6) 50.4%(R10) 6.9% 

4 
ももっこカードの新規協賛店数（岡山いきいき子ども・若者プラ
ン2025） 

年166店舗(R6) 年100店舗(R10) 
▲66店舗 

（達成済） 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費( 単位：千円) 445,909 499,519 90,060 26,417  

財
源
内
訳 

国 庫 140,390 177,123 31,552 11,131  

起 債      

そ の 他 特 定 財 源      

一 般 財 源 305,519 322,396 58,508 15,286  
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企業等と連携したアプローチの強化

少子化対策総合推進事業

R6(2024)～

企業とのタイアップ
結婚の“壁”対策
空気感の醸成

結
婚
・
子
育
て
の
希
望
が
か
な
う
社
会
の
実
現

R7(2025)～

「結婚支援」の
一層の強化

これまでの対策を

上回る勢いで

少子化が進行

R8(2026)～

危機感を共有し、

社会全体で少子化対策

に取り組むことが必要！

企業タイアップマッチ
ングイベント事業

新 縁むすび応援企業事業

・男性育児休業取得等
促進事業

企業版子育て支援情報
展開事業

拡

ももっこカード
利用促進事業

新

拡

拡

拡

少子化分析市町村支援事業（活用編）

若い世代の将来設計支援事業     

企

業

全

般

・同窓会等開催支援事業

官民連携結婚応援
イニシアチブ事業

おかやま出会い・結婚
サポートセンター事業

子育て家庭留学

大
学
等

市
町
村

とも育て応援事業

拡

新

拡

・こどもまんなか
マナーアップ県民運動・結婚新生活支援パワー

アップ事業

拡

子育て支援結婚支援 妊娠・出産支援出会い・恋愛支援

不妊治療対策事業拡

卵子凍結による妊孕
性温存等に係る課題
検証モデル事業

おかやま妊娠・出産
サポートセンター
事業

拡

 妊産婦等に対する
 遠方の産科医療機
 関等への交通費
 支援事業

産後ケア事業の体制
強化事業

プレコンセプション
ケア推進事業

拡

拡

拡

（少子化要因「見える化」ツールを活用した市町村の施策形成を伴走支援）

（商工会等と連携した出会いの場の創出）

（「縁むすび応援企業」制度による従業
員の結婚を応援する気運の醸成）

＜予算要求額：499,519千円＞

◆ 職員向けライフデザイン研修

◆ 職員版！子育て家庭留学

県自らの＼新たな／取組

（家事・育児シェアシートの作成）

おかやま子育て応援
宣言企業活性化事業

拡

◆ 県庁内保育施設の設置

・結婚応援パスポート事業

（再掲）

※再掲は除く

（再掲）

（再掲）

（再掲）

（再掲）

（再掲）

（再掲）

新

666
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3,170

838

27,823

105,700

6,452

1,124

AYA 8,137

3,159

278

8,641

3,981

2,471

1,305

46,903

68,301

1,503

#8000 23,300
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 総務部人事課・財産活用課、子ども・福祉部子ども未来課 

重点事業の名称 県庁内保育施設整備・運営事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅰ 結婚・子育ての希望がかなう社会の実現 戦略プログラム ３ 子育てと仕事の両立支援プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・厚生労働省「令和４年度仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業（労働者調査）」によると、「妊娠・出産、子の育児等を理由とした具体的な離職理由」につ

いて、「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立が難しかったため」と答えた割合が、正社員（女性）は45.8%、非正社員（女性）も30.0%で、いずれも最も高い。 
・同調査で、「利用すれば仕事を続けられたと思う支援・サービス」をみると、「安心して子供を預けられる預け先（保育園、託児所、ベビーシッター、学童保育等）」と答えた割

合が、正社員（女性）は44.8%、非正社員（女性）は43.2%となっている。 
・厚生労働省「令和６年度雇用均等基本調査」によれば、事業者の74.5％が、育児のための所定労働時間の短縮措置等の従業員の子育て支援制度を導入しており、支援内容につ

いては、「事業所内保育施設」が4.4％となっている。 

【課題・必要性】 
・子どもを産み育てやすい環境づくりや、優秀な人材の雇用・定着を図るためには、事業主自らが、仕事と子育てを両立できる職場環境の整備に取り組むことが求められる。 
・県においても、職員の人材確保や離職防止が大きな課題となっており、仕事と子育ての両立支援や職場の理解・雰囲気づくりの取組を、さらに進めていく必要がある。 
・また、県自ら率先して県民の目に見える形で進めることで、県内の民間事業所におけるこれらの取組を後押しし、子育てに対する社会の雰囲気や流れを変えていく必要がある。 

事
業
内
容 

新規県庁内保育施設整備・運営事業《57,650千円》 終期：R10 
(１) 県庁内保育施設の整備 
   西庁舎２階において、保育施設開所に向けて必要となる施設整備及び備品等の調達を行う。 

    ・保育室、調理・調乳室、事務室、トイレ等施設整備 

    ・保育施設運営に必要となる備品等の調達 

 
(２) 県庁内保育施設の運営 
   保育施設の運営について、運営実績のある民間業者を公募により選定し、委託により実施する。 

    ・開所時期：令和９年１月（予定） 

    ・対象児童：０～５歳児（就学前まで） 

    ・定  員：19人 

    ・開設時間：月～金（祝日年末年始除く）週５日 

          8:00～18:00（10時間） 

    ・利用状況等を踏まえ、継続的な運営へ 
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事
業
効
果 

・事業所内（庁内）に保育施設を設置することにより、子育て中の職員が働きやすい職場環境を整えるとともに、これから子育てを行う職員の不安払拭や、子育て中の職員に対する職場の

理解・配慮の促進につながる。 

・県自らが職員向け保育施設を設置することにより、県内企業などの民間事業者や、これから結婚、出産を考える県民に対し、子育てと仕事の両立を率先して支援する県の姿勢が伝わり、

民間事業者の子育て社員に対する理解と支援が広がることにつながる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

     

     

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円)  57,650 25,056 25,056  

財
源
内
訳 

国 庫      

起 債  37,000    

その他特定財源  1,078 4,312 4,312  

一 般 財 源  19,572 20,744 20,744  
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 子ども・福祉部子ども未来課 

重点事業の名称 子ども・子育て支援環境の充実（保育人材の確保） 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅰ 結婚・子育ての希望がかなう社会の実現 戦略プログラム ３ 子育てと仕事の両立支援プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・保育所等の保育施設における待機児童数は年々減少しているものの、解消には至っていない。また、特定の保育所等を希望するなどの理由で、国が定める待機児童の定義には該

当せず、待機児童として計上されていない児童も依然として多数存在する。 
・県内の保育士養成校において所定の課程を修了後、保育士登録を行い、保育施設へ就職する人の割合は、約６割（県内保育施設への就職率は約４割）にとどまっている。 
・医療的ケア児や発達障害のある子どもなど、特別な支援を必要とする子どもの受入れのほか、保護者の就労を要件としない、国の「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制

度）」が令和８(2026)年度から全自治体で実施となるなど、保育ニーズが多様化しており、保育人材の確保・定着が不可欠である。 
 

【課題・必要性】 
・待機児童が発生している市町村によると、待機児童解消に向けた最大の課題は保育士確保であり、特に県北エリア、県西エリアにおいては、保育士確保が非常に困難な状況にあ

る。 
・不適切保育に関する報道や、保護者対応への不安等から保育士になることをためらうケースもある中、養成校の学生に対して保育現場の現状を正確に理解する機会を提供する

必要がある。 
・医療的ケア児や発達障害をはじめとする障害のある子どもの保育所等への受入れや、こども誰でも通園制度などの国の新たな制度創設など、保育施設に多様な保育ニーズへの

対応が迫られている中、保育士確保・定着と並行して、保育の質や専門性の向上も図っていく必要がある。 
・保育士不足の解消には、賃金面の処遇改善だけでなく、ＩＣＴ導入や保育士をサポートする人材の配置などにより、業務の負担軽減を図る必要がある。また、潜在保育士の就職

支援や、県内養成校卒業生の県内保育施設への就職促進、さらに現任保育士の離職防止のための就業継続支援が必要である。 
・子どもの人権への配慮など、保育の質や専門性の向上を目指すための研修により、さらなる人材育成に取り組む必要がある。 
 

事
業
内
容 

１ 県保育士・保育所支援センターによる保育人材確保対策の強化《17,305千円》 終期：R10 
(１)就職支援 

  〇潜在保育士 

   ・掘り起こし、マッチング 

   ・園への見学同行支援 

   ・市町村就職相談会等において、登録・相談会を実施 

   ・拡充保育士・保育所支援センターへの登録促進 

     センターの紹介、登録促進を資格取得後の学生に拡充 

  〇新規就職者 

   ・拡充市町村と保育士養成校との連携支援 

     市町村が養成校の学生へ直接働きかける場の調整支援について拡充 
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(２)就業継続支援 

  ・拡充管理職等向け職場改善セミナー 

    働きやすい職場づくりのためのセミナーを実施 

    新たに、セミナーの内容を基にした職場づくりのヒントを、セミナーに参加していない管理職等へも広く情報発信 

  ・拡充保育士交流会 

    交流会に加え、ミニ座談会を新たに実施 

  ・相談支援を通じ現任保育士のフォロー 

    コーディネーターによる相談支援 

 

(３)情報発信 

  ・拡充ＳＮＳ等を用いた情報発信 

    新たなツールを使い、魅力的な取組を行う保育施設を紹介し、広く情報発信 

  ・拡充保育の魅力発信 

    働きやすい職場や保育実践の例と現場の声等を、内容・頻度・方法を拡充して発信 

  ・関係団体の取組を発信 

    養成校、市町村が行うリカレント教育や、県が行う研修等を発信 

・市町村の保育士等募集情報の一括発信 

 

２ 就職支援及び就業継続支援による保育人材確保対策《93,448千円》  

(１)就職支援《53,888千円》 

・拡充広域エリアでの保育の魅力発見フェア（仮称）《14,860千円》 終期：R10 

    養成校へ進学希望の高校生に対象者を拡大し、大規模な「保育の魅力発見フェア（仮称）」を開催する。 

・保育士修学資金貸付《23,875千円》 

     養成校へ進学希望の高校生にＰＲし、保育士という職業の選択、県内保育施設への就職促進を図る。 

     岡山県社会福祉協議会が実施主体として貸付業務を行う。 

      （貸付額）1人当たり最大1,600千円（2年間分） 

      ・修学資金   50千円/月・人 

      ・入学準備金  200千円/人 

      ・就職準備金  200千円/人 

・新規「地域限定保育士」制度の導入《14,337千円》 終期：R8 

国の地域限定保育士制度の全国展開に合わせ、地域限定保育士試験を実施し、さらなる保育士確保を図る。 

       県が実施する地域限定保育士試験の合格者に対し、試験手数料を全額補助し、県内保育施設への就職を促進する。 

・市町村との連携体制の強化（「県・市町村子育て支援施策推進会議」の開催）《816千円》 終期：R10 
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(２)就業継続支援（職場環境改善）《39,560千円》 

  ・ＩＣＴ機器導入支援《1,011千円》 終期：R8 

    見本市を開催し、保育業務支援システムを体験（登降園管理、保育計画作成、保護者連絡、キャッシュレス機能等） 

・拡充個別実地相談指導《4,149千円》 終期：R10 

    これまでのＩＣＴに加え、各保育現場に応じた環境改善の支援を拡充 

・保育支援者の配置支援《34,400千円》 終期：R8 

    国の補助対象外である公立保育園等への保育支援者（保育の周辺業務を行う無資格者）の配置に対する支援 

 

３ 保育対策総合支援事業費補助金《88,397千円》 終期：R8 

   国の保育対策総合支援事業費補助金を活用し、保育士の負担軽減や保育体制の整備等に取り組む市町村を支援する。 

    ・保育体制強化事業     【国1/2 県1/4 市町村1/4】 

        ・保育補助者雇上強化事業  【国2/3 県1/6 市町村1/6】 

    ・医療的ケア児保育支援事業 【国1/2 県1/4 市町村1/4】 

    ・保育環境改善等事業    【国1/3 県1/3 市町村1/3】 

 

４ 保育士等キャリアアップ研修事業《16,472千円》 終期：R９ 
   技能・経験に応じた処遇改善の加算要件となる保育士等キャリアアップ研修の充実を図るため、集合研修及びeラーニングによる研修を実施する。 
 
５ 放課後児童支援員等研修事業《8,851千円》 終期：R9 
   放課後児童クラブに従事する職員等に対して必要となる知識や技能を修得するための研修を実施する。 
 
６拡充子育て支援員研修事業《5,891千円》 終期：R９ 
   子育て支援の担い手となる人材確保・育成のため、子育て支援の各事業に従事することを希望する者に対して必要となる知識や技能を修得するための研修を実施する。 

      乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の保育従事者を養成するコースを新たに追加する。 

 

事
業
効
果 

・市町村や養成校との連携の下、保育士・保育所支援センターに登録する保育士や保育施設の増加を目指すとともに、よりきめ細かい人材マッチングを行うことにより、県内保育施設への

就職促進を図る。 

・保育士修学資金の貸付により、養成校卒業生の県内保育施設への就職を促す。 

・保育現場におけるリーダー的職員を育成する研修を実施し、保育士の専門性の向上と処遇改善が図られることにより、保育人材の確保・定着につなげる。 

・地域の実情に応じた多様な保育ニーズに対応するため、保育対策総合支援事業費補助金を活用することにより、市町村における保育施設の体制整備につなげる。 

・地域限定保育士制度を導入し、試験合格者の試験手数料を全額補助することにより、さらなる保育士確保につなげる。 

・市町村と養成校との連携強化により、学生に地域に愛着を持ってもらい、新卒者の県内就職につなげる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 
生き活き保育士・保育所支援センターが関わった保育所等へ
の就職者数 

503人(R6) 820人(R10) 317人 
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事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 218,860 230,364 92,219 61,005  

財
源
内
訳 

国 庫 82,304 86,766 48,820 33,214  

起 債      

その他特定財源 376 376    

一 般 財 源 136,180 143,222 43,399 27,791  
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保育人材の確保

＜なり手を増やす！＞ ＜就業継続を応援！＞県保育士・保育所支援センター

＜現状・課題＞
・待機児童の解消、こども誰でも通園制度の本格実施、保育ニーズ多様化への対応、質の高い保育の実現
・保育士養成校卒業生の保育施設への就職は６割、離職も一定程度発生

＜就職支援＞

潜在保育士

〇 潜在保育士の掘り起こし、マッチング 
〇 園への見学同行支援
〇 出張登録・相談会

市町村就職相談会等参加
〇拡センターへの登録促進

保育士・保育所支援センターの紹介・登録
 の促進を資格取得後の学生に拡充

新規就職者

〇拡市町村と保育士養成校との連携支援
市町村が養成校学生へ直接働きかける場の

 調整支援について拡充

＜モチベーションアップ＞

〇拡管理職等向け職場改善セミナー
     働きやすい職場づくりのためのセミナー実施

 新たにセミナーの内容を基にした職場づくり
 のヒントを参加していない管理職等へも情報発信

〇拡保育士交流会
交流会に加え、ミニ座談会を新たに実施

〇  相談支援を通じ現任保育士のフォロー

        

◆拡広域エリアでの保育の魅力発見フェア（仮称）
養成校へ進学希望の高校生に対象者を拡大し、大規模な保育の魅力

 発見フェア(仮称)を開催

◆  保育士修学資金貸付
養成校へ進学希望の高校生にＰＲし、保育士という職業の選択、

県内保育施設への就職促進

◆新「地域限定保育士」制度の導入
地域限定保育士制度を導入し、試験合格者の試験手数料を全額補助

〇拡ＳＮＳ等を用いた情報発信
保育園留学等の魅力的な取組を行う保育

施設の紹介等

〇拡保育の魅力発信
働きやすい職場や保育実践の例と現場の声

 について、内容・頻度・方法を拡充して発信

〇関係団体の取組を発信
 ・養成校、市町村が行うリカレント教育
 ・県が行う研修

＜情報発信＞

◆ ＩＣＴ機器導入支援
見本市を開催し、保育業務支援システムを体験

   （登降園管理、保育計画作成、保護者連絡、キャッシュレス機能）

◆拡個別実地相談指導
    ＩＣＴに加え、各保育現場に応じた環境改善全般支援に拡充

◆ 保育支援者の配置支援
国の補助対象外である公立保育園への保育支援者配置に対する支援

・コーディネーター（３人）

・マッチングシステム､ＨＰ保守管理 等

＜予算要求額：230,364千円＞

19



 

重 点 事 業 調 書  
担当部局・課名 総務部総務学事課 

重点事業の名称 私立学校の安定的な経営のための私学助成拡充 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅱ 夢を育む教育県岡山の推進 戦略プログラム １ 学ぶ力育成プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
１ 私立学校は、独自の建学の精神と教育方針の下、社会ニーズに即応した特色ある教育を行い、公教育の一翼を担っていることから、経常費を補助することにより、運営費の支

援や、生徒が学ぶ教育環境の充実を促進している。 
２ 特別な支援が必要な幼児が、適切な教育が受けられない事態を未然に防ぐとともに、幼児期の子育て支援の充実の観点から、私立幼稚園等における障害児の受入れを支援し

ている。 
３ 専修学校（高等課程）では、後期中等教育段階の職業教育機関として、多様な個性・特性を持つ生徒を幅広く受け入れる「学びのセーフティネット」としての役割を果たして

きている。 
４ 私立高校生等のいる世帯に対して、授業料に充てるために就学支援金を支給することにより、世帯の授業料負担を軽減している。 
５ 保護者が生活保護世帯又は市町村民税非課税である世帯等に対して、奨学のための給付金を支給することにより、授業料以外の教育費の負担を軽減している。 
 
 

【課題・必要性】 
１ 私立学校において、安全な学校施設の整備や快適な学習環境の確保など、私立学校の児童生徒が学ぶ教育環境を更に充実させる必要がある。 
２ 一人一人の教育的ニーズに応じた支援を実施するため、特別な支援が必要な幼児の受入れを行う私立幼稚園等に対し、受入れに対する支援を充実する必要がある。 
３ 特別の支援を要する生徒（発達障害のある生徒等）や不登校の生徒を多く受け入れている専修学校（高等課程）では、相談体制の整備や教員研修の実施など、そうした生徒を

支援する取組を進めている。専修学校（高等課程）が学びのセーフティネットとして安定的な教育活動を行うことができるよう、国の財政支援制度新設も踏まえ、支援の充実を
図る必要がある。 

４ 国の制度改正に合わせ、私立高等学校に通う生徒の保護者の授業料の負担をさらに軽減する必要がある。 
５ 国の制度改正に合わせ、家庭の経済状況にかかわらず、全ての意志のある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、授業料以外の家庭の教育費負担の軽減を図る

必要がある。 
 
 

事
業
内
容 

１ 拡充経常費補助金（教育環境充実枠）の継続等《7,003,889千円》 終期：R10 

   令和10 年度まで教育環境充実枠を継続するとともに、不登校児童生徒等に対する遠隔授業の環境整備に係る取組への補助を追加し、私立高等学校における教育環境の一層の充実を

促進する。 

 

２ 拡充教育改革等推進補助金（障害児就園対策）の拡充《308,796千円》 

   特別な支援が必要な幼児が就園している私立幼稚園等に対し、障害児１人当たりの補助上限を拡充する。 

   補助単価障害児１人当たり 392千円 → 784千円 

 

３ 拡充私立専修学校設備整備費等補助金の拡充《22,000千円》 
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専修学校（高等課程）が特別の支援を要する生徒（発達障害のある生徒等）や不登校の生徒への支援のため、スクールカウンセラー等の相談体制の整備など、追加的に必要となる経

費の一部を補助する。 

 

４ 拡充私立高等学校等就学支援金の拡充《9,216,043千円》 

   国の制度拡充に合わせ、私立高校生の保護者に対して、収入要件を撤廃するとともに、就学支援金の支援上限額を引き上げる。（国庫3/4） 

   〇収入要件 約910万円未満世帯 → 収入要件撤廃 

   〇上限額 396,000円 → 457,200円 

    

５ 拡充私立高校生等奨学給付金の拡充《551,464千円》 

   国の制度拡充に合わせ、支給対象世帯を拡大し、私立高校等の授業料以外の教育費に充てるために奨学給付金を支給することで、家庭の教育費負担の軽減を図る。（国庫1/2） 

   〇対象範囲の拡大 生活保護世帯・非課税世帯 → 中所得世帯（約490万円未満世帯） 

    

※ その他《1,764,236千円》 
高等教育の修学支援事業、私立高等学校納付金減免補助金、日本私立学校振興・共済事業団補助金などについては引き続き支援する。 

事
業
効
果 

１ 私立高等学校に対し、経常費の教育環境加算の内容を拡充することにより、より安全で快適な環境で、生徒が学ぶことができるようになる。 

２ 特別な支援が必要な幼児が就園している私立幼稚園等に対し、支援を拡充することで、特別な支援が必要な幼児への早期支援が図られる。 

３ 特別な支援が必要な生徒等が在籍している専修学校（高等課程）に対し、支援を拡充することで、安定的な教育活動が図られる。 

４ 私立高等学校に通う生徒の保護者に対し、就学支援金を充実させることで、保護者の教育費の負担が軽減される。 

５ 私立高等学校に通う生徒の保護者に対し、奨学給付金を充実させることで、意志のある生徒が家庭の経済状況にかかわらず安心して教育を受けることができる。 

 

※重点事業全体の効果がわかりやすく説明できるよう、主なものについて記載 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

     

     

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 14,617,739 18,866,428 18,866,428 18,866,428 18,450,927 

財
源
内
訳 

国 庫 6,957,744 8,966,170 8,966,170 8,966,170 8,909,058 

起 債 50,400 50,400 50,400 50,400  

その他特定財源      

一 般 財 源 7,609,595 9,849,858 9,849,858 9,849,858 9,541,869 
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7,003,889千円（うち拡充額334,101千円）

　私立高等学校の生徒が学ぶ教育環境を充実させるための加算を継続し内容を充実

308,796千円（うち拡充額68,208千円）

  私立幼稚園等に通う障害児の就園の支援に係る補助を拡充

22,000千円（うち拡充額2,000千円）

  特別の支援を要する生徒等を受け入れている私立専修学校（高等課程）への補助を実施

9,216,043千円（うち拡充額3,889,469千円）

　私立高等学校の生徒の保護者の授業料負担を軽減するため、就学支援金を支給

551,464千円（うち拡充額241,318千円）

  私立高等学校における授業料以外の教育費負担を軽減するため、奨学給付金を支給

対
応

・教育環境充実枠の継続
・不登校の児童生徒等に対する遠隔授業の体制整備に取り組んでいる
場合に補助を追加

私立高等学校に通う生徒のいる世帯に対して教育費負担を軽減
するため、国の制度改正に合わせ、給付額の引上げと給付対象
の拡充に対応する必要がある。

課
題

対
応

・就学支援金の支援上限額の増額
  396,000円→457,200円
・収入要件年収約910万円未満を撤廃　　＜財源＞国3/4

・特別な支援が必要な幼児が就園している私立幼稚園等に対する補助
上限を拡大
  補助単価障害児１人当たり392千円→784千円

 教育改革等推進補助金（障害児就園対策）の拡充

課
題

私立幼稚園等における特別な支援が必要な幼児の受入れを支援
するため補助を充実する必要がある。

対
応

対
応

保
護
者
の
負
担
軽
減

私立学校の安定的な経営のための私学助成拡充

 私立高校生等奨学給付金の拡充

課
題

 私立高等学校等就学支援金の拡充（授業料無償化）

 経常費補助金（教育環境充実枠）の継続等

私立高等学校に通う生徒のいる世帯に対して教育費負担を軽減
するため、国の制度改正に合わせ、給付対象の拡充に対応する
必要がある。

対
応

・対象世帯の拡充
  中所得世帯（年収約490万未満世帯）
・支給金額（全日制）
  年収約270万円以上380万円未満　50,670円
　年収約380万円以上490万円未満　38,000円　　＜財源＞国1/2

教
育
の
質
の
向
上
・
経
営
の
安
定

 私立専修学校施設整備費等補助金の拡充

課
題

特別の支援を要する生徒等を多く受け入れている私立専修学校
（高等課程）が学びのセーフティーネットとして安定的な教育
活動を行うことができるよう、支援の充実を図る必要がある。

課
題

私立高等学校における安全な学校施設の整備や快適な学習環境
の確保など、教育環境の充実を促進する必要がある。

・発達障害のある生徒や不登校の生徒等への支援のため、相談体制の
整備など追加的に必要となる経費を対象に補助を実施
  限度額1,000千円／１校
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 教育庁義務教育課 

重点事業の名称 学ぶ⼒の育成事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅱ 夢を育む教育県岡山の推進 戦略プログラム １ 学ぶ⼒育成プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・令和7年度に実施した全国学⼒・学習状況調査の結果は、全国平均と比較して小学校－２、中学校 ±０であり、特に小学校算数に課題が⾒られた。 
・現在、前学年までの学習内容の定着状況を確認するため、小学校3〜5年生、中学校1、2年生において、全国学⼒・学習状況調査と同⽇に県独⾃の学⼒・学習状況調査を実施

している。 
・全国学⼒・学習状況調査は令和9年度から全教科CBT（コンピュータによる試験）化される。 
・「学習した内容について、分かった点や、よく分からなかった点を⾒直し、次の学習につなげている（⾃⼰調整⼒）」への肯定的回答率は全国平均よりも低い状況が続いている。 
・全国平均と比較して、英語を「書くこと」より「読むこと」、「読むこと」より「聞くこと」に関する問題の正答率が低い。 
 
【課題・必要性】 
・現⾏の岡山県学⼒・学習状況調査は４月に紙媒体により実施しており、出題範囲が前年度までの学習内容であることに加え、集計・分析に時間を要するため、当該年度の学習内

容と連動させた改善サイクルにつながりにくいことから、学校現場での改善が迅速に進められるよう、より早期に結果を還元できる実施⽅法への⾒直しが必要である。 
・４月実施のため、前年度の取組の評価にとどまり、当該年度の学校経営アクションプランの検証や学⼒向上策の計画に⼗分に生かしにくいことから、当該年度の教育活動を的

確に検証・改善できるよう、調査結果を次の取組計画に反映しやすい時期・形式への転換が望まれる。 
・令和９年度から全国学⼒・学習状況調査がCBT形式に移⾏することを踏まえ、児童生徒がCBT特有の操作や問題形式に慣れておく必要がある。 
・⾃⼰調整⼒を⾼める取組が必要である。 
・英語の会話練習量の増加や動機付けの強化を図る必要がある。 
・英語４技能をバランス良く⾝に付ける⾔語活動を充実させる必要がある。 
 

事
業
内
容 

１ 拡充岡⼭県学⼒・学習状況調査《66,393千円》 終期︓R10  
  ・これまでの実施⽅法から、対象を小学校４〜６年生、中学校１、２年生とし、CBT形式での秋冬（11月〜12月）の期間実施とする。 
  ・CBT形式での実施により、結果が早く返却され、当該学年の課題を迅速に把握・分析し、年度内のつまずきの解消の取組が可能となる。 
  ・児童生徒の個別データが蓄積され、端末上で個の解答結果に応じた復習問題に取り組むことができ、補充学習にも活⽤できる。 
 
２ 新規次世代英語コミュニケーション⼒向上事業《4,709千円》 終期︓R9  
  ・対象を中学校１〜２年生の２年間とし、生成AIを活⽤した学びを充実させるため、モデル校５校にＡＩアプリを導入し英語４技能の向上を図る。 
  ・生成ＡＩを活⽤した授業実践を⾏うとともに、目的や場面を明確にした⾔語活動と、生徒がアプリを活⽤して学習を⾃⼰調整する仕組みを組み合わせた単元づくりを研究する。 

・各校にＡＩ英語活⽤リーダーを置き、実践の強化とともに、取組の共有・普及を図る。 
・海外の中学生等とオンライン交流会を実施し学習意欲を⾼める。 
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事
業
効
果 

１について 
 ・実施時期を変更することで当該学年の学習内容の定着状況を把握し、年度内に授業及び取組の改善を進めることができる。 
 ・学⼒状況の把握や同⼀集団の経年変化の分析を通して、授業改善や個に応じたきめ細かな指導につなげる。 

・CBT形式での実施により、各学校での作業時間が削減され、学校における働き⽅改革にも資することができる。 
・定着状況把握後の復習・補充学習が充実し、学習内容の確実な定着につながる。 

２について 
 ・生成AIの活⽤により、個に応じた学習を主体的に実施できる。 

・学習意欲の⾼まりが期待でき、グローバル人材の育成につながる。 
・英語４技能やコミュニケーション⼒の習得・向上につながる。 

 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 生き活き全国学⼒・学習状況調査の全国平均正答率との差 
小6︓-2 
中3︓ 0 
（R6） 

小6︓+1 
中3︓+1 
（R10） 

小6︓3 
中3︓1 

2 
生き活き「学習した内容について、分かった点や、よく分か
らなかった点を⾒直し、次の学習につなげている」と回答
した児童生徒の割合 

小6︓78.1％ 
中3︓72.7％ 

（R6） 

小6︓84.0％ 
中3︓80.0％ 

(R10) 

小6︓5.9％ 
中3︓7.3％ 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 
事業費(単位︓千円) 68,109 71,102 71,102 66,393  

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源      
⼀ 般 財 源 68,109 71,102 71,102 66,393  
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・全国学⼒・学習状況調査
・岡⼭県学⼒・学習状況調査
・英検ＩＢＡを活用した授業改善推進事業

学⼒の定着状況の確認

学ぶ⼒の育成
確かな学⼒の育成・学ぶ意欲の向上に向けた取組

小４

国算 国算 国算 国数英

国数(英)

国数英

英検

小５ 小６ 中１ 中２ 中３

・主体的な学びの基盤づくり事業
放課後をはじめ、朝学習や休憩時間等における補充学習へ支援員等を配置

・生成ＡＩを活用した学びのサイクル実証事業
モデル校において生成ＡＩ・学習アシスタントアプリを活用し、生徒の家庭学習における個に応じた学びを支援
保護者や有識者からなる協議会で有効な家庭学習や授業との連動について協議

・１人１台端末の活用による個に応じた学習支援の充実
新たな岡⼭県学⼒・学習状況調査に付随するアプリやMEXCBTを活用し、個⼈の習熟段階に応じた復習・補充学習を支援

主体的な学びの支援・充実

・次世代英語コミュニケーション⼒向上事業
ＡＩアプリを活用し、英語４技能の習得・向上を支援
英語ＡＩ活用リーダーをモデル校に置き、取組の共有・普及を図る
オンライン国際交流でコミュニケーション⼒の向上を図る
事業実施前と後で４技能の成果を測り、定着状況を確認

・算数指導資料の活用
典型的な誤答例やつまずきやすいポイントを中⼼に「現状→課題→解決策」を提示し、
県内全域の授業改善に向けた取組を支援

教員の指導⼒向上
・授業改革推進チームの配置

優れた教育実践を⾏う教員を地域に配置
・Waku×2算数推進事業

算数の課題に対応した問題のさらなる充実
・多層的支援システム構築事業

対象を明確化した算数の指導・支援体制の構築
・教科指導支援事業

小学校算数に特化したメニューを新設

対象学年、実施期間、
実施⽅法を変更し、
年度内につまずきの
解消を図ることがで
きるPDCAサイクル
を確⽴する

国算
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 教育庁教職員課、教育情報化推進室、保健体育課、生涯学習課 

重点事業の名称 学校における働き方改革推進事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅱ 夢を育む教育県岡山の推進 戦略プログラム １ 学ぶ⼒育成プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・「令和７〜１０年度 学校における働き方改革 重点取組」を策定し、全ての教員の月当たりの時間外在校等時間を45時間以内とすることを目標として掲げている。 
・教員が子どもに向き合える時間を確保するため、外部人材の活用を進めており、教師業務アシスタントや部活動指導員の配置をしている。 
・子どもの学びの充実や教員の働き方改革等に向けて、国は「教育DXに係る当面のKPI」として、令和８年度までに「クラウド環境を活用した校務DXを積極的に推進している

学校」を100％、令和11年度までに「次世代の校務⽀援システムを導⼊済みの⾃治体の割合」を100％、とする方針を示している。 
【課題・必要性】 
・令和７年度に実施した教職員の勤務実態調査では、中学校と⾼等学校において、月当たりの時間外在校等時間の平均が45時間を超過したほか、各校種において月当たり80時

間超の教員がおり、引き続き、よりよい教育の実現のため、学校における働き方改革を進める必要がある。 
・教員は１人２台の端末により業務を⾏っており、ファイル浄化システムを用いた端末間のデータ移動に負担を感じている教員が多くいるほか、1 人１台端末から生み出される

データを利活用したきめ細かい指導、⽀援の観点などから、データ連携を容易にする基盤づくりが必要である。 

事
業
内
容 

１ 教師業務アシスタント配置事業《345,846千円》 終期︓R10  
・全ての小・中学校に教師業務アシスタントを配置する。 

  ・アシスタントが教員が⾏う業務の補助を⾏うことで、教員の勤務負担の軽減を図る。 
   
２ 部活動指導員配置事業《99,260千円》 終期︓R10  
  ・教員の勤務負担軽減と中学校の休日部活動の地域連携の推進を図るため、地域人材等を部活動指導員として配置する。 

・休日分については休日部活動の地域展開を進めるため、配置人数を⾒直す。 
 
３ 新規県⽴学校次世代ネットワーク環境整備事業《805,236千円》 終期︓なし 
  ・クラウドを活用したネットワーク環境を整備し、教員端末を１台化することで業務削減につなげるほか、きめ細かな指導が可能になるなど教育の質の向上を図る。 
  ・令和８年度はモデル校２校で先⾏実施しながら全校のネットワーク環境の整備を進め、令和９年度には全県⽴学校で実施する。 

事
業
効
果 

１について 
・教員が子どもに向き合う時間の確保につながる。 

 ・事務作業等を教員の代わりにアシスタントが担うことで、教員の時間外在校等時間の縮減が期待できる。 
２について 
 ・単独指導・単独引率を認める部活動指導員を配置することにより、部活動指導に対する教員の負担が軽減され、教員の時間外在校等時間の縮減が期待できる。 

・指導員の配置による休日の学校部活動の地域連携を進めることで、休日の部活動の地域展開の推進につながる。 
３について 
 ・教員端末を１台化することで、業務削減が⾒込め、教員の時間外在校等時間の縮減が期待できる。 
 ・職員室以外の教室や出張先からもデータにアクセスできる環境を整備することで柔軟な働き方が実現するほか、データ連携が容易になり、教育の質の向上につながる。 
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事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1、２、３ 月当たりの時間外在校等時間が45時間以内となっている教
員の割合（第４次岡山県教育振興基本計画） 

小学校︓58.6％ 
中学校︓58.6％ 

⾼等学校︓47.8％ 
特別⽀援学校︓92.6％ 

（R6） 

小学校︓100％ 
中学校︓100％ 

⾼等学校︓100％ 
特別⽀援学校︓100％ 

（R10） 

⼩学校︓41.4％ 
中学校︓41.4％ 

⾼等学校︓52.2％ 
特別⽀援学校︓7.4％ 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 
事業費(単位︓千円) 417,822 1,250,342 1,138,676 646,676 201,570 

財
源
内
訳 

国 庫 135,616 144,931 144,931 144,931  
起 債  634,400 442,700   
その他特定財源      
一 般 財 源 282,206 471,011 551,045 501,745 201,570 

27



学校における働き方改革のさらなる推進

月当たりの時間外在校等時間が45時間以内となっている教員の割合を100%にするための主な重点取組

誰もが通いたくなる
魅⼒ある学校づくり

教職員の心身の健康の
維持と教職人生の充実

働き方
改 革

教育の質の維持・向上

教職の魅⼒向上による人材確保
全ての子どもたちへの
より良い教育の実現

校務ＤＸの推進
・県⽴学校次世代ネットワーク環境整備事業
・デジタル採点システムの活用

・保護者連絡システムの活用

・県⽴⾼校入試のＤＸ化促進

部活動指導に関わる負担の軽減
・部活動指導員配置事業
・ガイドライン等を遵守した部活動実施の徹底

外部人材の活用
・教師業務アシスタント配置事業
・保護者・地域向けの情報発信・理解促進働きかけ

部活動指導員を配置
し、教員の勤務負担
軽減を図る
あわせて、中学校に
おける休日部活動の
地域連携・地域展開
を進める

意識改革
・在校等時間の把握・公表・指導 ・働き方改革の目的及び取組の共有

業務等の⾒直し
・録音告知機能付通話録音装置の導入

・事業・研修のスクラップ＆ビルド

・登下校時刻の⾒直し

・学校⾏事等の精選・重点化・省⼒化

小・中学校に教師
業務アシスタント
を配置することで、
教員が子どもに向
き合う時間の確保
につなげる
引き続き、全校に
アシスタントを配
置する

クラウドを活用し
たネットワーク環
境を整備し、教員
端末を１台化する
ことで、業務削減
やきめ細かな指導
が可能になる
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 教育庁保健体育課 

重点事業の名称 令和８年度全国中学校体育⼤会開催事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅱ 夢を育む教育県岡山の推進 戦略プログラム 2 徳育・体育推進プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・令和８年８⽉、全国中学校体育⼤会(全中)が、中国ブロックで開催予定であり、本県では以下の４競技を開催予定である。 
  ■ハンドボール︓倉敷市・総社市   ■卓球︓総社市 
  ■ソフトボール︓倉敷市      ■柔道︓岡山市 
 ・令和６年度に令和８年度全国中学校体育⼤会選⼿育成事業を実施し、出場選⼿育成に向けた活動を⽀援している。 
 ・令和７年度に実⾏委員会を設⽴した。 
 
【課題・必要性】 
・⼤会開催年度である令和８年度には、開催市実⾏委員会との調整や、審判員・競技役員・補助員等の養成について最終準備を進め、⼤会の円滑な開催・運営を成功させる必要が

ある。 
・⼤会の成功に向け、次の３つの取組を重点的に進めていく必要がある。 

１ 「円滑な⼤会運営」に向けた取組 
２  「審判員・生徒補助員等の養成」に向けた取組 
３  「県内開催競技に係る選⼿育成」に向けた取組 

事
業
内
容 

１ 拡充令和８年度全国中学校体育⼤会開催事業《32,444千円》 終期︓R8  
   令和８年度全国中学校体育⼤会の開催に当たり、「県内開催競技に係る選⼿育成」、「円滑な⼤会運営」、「審判員・生徒補助員等の養成」に向けた準備・取組を計画的に進める。 
   ・県内開催競技に係る選⼿育成 
    県内開催４競技に係る県中学校体育連盟専門部による選⼿育成のための補助 
   ・円滑な⼤会運営 
    ⼤会の準備・運営を推進する組織の設置・運営 

 広報活動の実施 
   ・審判員・生徒補助員等の養成 
    講習会の開催・⼤会等への参加 

事
業
効
果 

・⼤会に向けての取組や⼤会の開催を通して、子どもたちの運動やスポーツに対する興味・関心の向上を図り、本県の学校体育・スポーツの活性化につなげる。 
・運動やスポーツをすることが好きな子どもが増え、子どもたち⾃らが主体的かつ⾃主的に体を動かすようになり、体⼒の向上や心⾝の健康の保持増進が図られるとともに、子どもた 

の豊かなスポーツライフの実現に資する。 
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事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 生き活き「運動やスポーツをすることが好き」と回答した児
童生徒の割合 

小5男子︓72.5％ 
小5⼥子︓54.7％ 
中2男子︓67.7％ 
中2⼥子︓45.9％ 

（R6） 

小5男子︓74.0％ 
小5⼥子︓56.0％ 
中2男子︓66.0％ 
中2⼥子︓47.0％ 

（R10） 

小5男⼦︓1.5％ 
小5⼥⼦︓1.3％ 

中2男⼦︓▲1.7％ 
中2⼥⼦︓1.1％ 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 
事業費(単位︓千円) 5,767 32,444    

財
源
内
訳 

国 庫  4,000    
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源 5,767 28,444    

30



令和８年度全国中学校体育⼤会開催事業

R8

(開催年度)

R7

(開催１年前)

R6

(開催２年前)
具体的な取組内容⼤会成功に向けての

３つの取組

実⾏委員会
（開催市へ運営費補助）

実⾏委員会
⼤会の準備・運営を推進する組織の設置
本県において開催される競技の実施に関し必要な準備及び
運営を推進するため、実⾏委員会を設置する。

「円滑な⼤会運営」に向けた
取組

審判員、競技役員・補助員の養成
各専門部が⾏う、各競技における講習会や⼤会等を活⽤し
た審判員、競技役員・補助員等の養成への取組に対し補助
を⾏う。

「審判員・生徒補助員等の養
成」に向けた取組

ターゲット
中３
中２
中１

ターゲット
中２
中１

ターゲット
中１

県内開催４競技に係る県中学校体育連盟専門部による選手
育成
各専門部が⾏う、合同練習会・遠征、医科学サポート、
トップコーチ招聘といった取組に対し補助を⾏う。「県内開催競技に係る選手育

成」に向けた取組

九州⼤会視察北信越⼤会視察

専門的な知⾒を有する者による選手育成への⽀援
県スポーツ協会職員等、専門的な知⾒を有する者を先催県
へ派遣し、県外強豪チームの分析を⾏い、分析結果を踏ま
えた指導法を専門部等と共有し、選手育成に効果的な支援
を⾏う。

講習会・⼤会等への参加

開催期日 令和８年８⽉１７日〜８⽉２５日
本県開催競技 ハンドボール（倉敷市・総社市）

卓球（総社市）
ソフトボール（倉敷市）
柔道（岡山市）

⼤会の成功（岡山県選手の活躍・好成績）
↓

岡山県の学校体育・スポーツの活性化
↓

「運動やスポーツをすることが好き」な子どもの増加

⼤会概要 取組による効果
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部国際課 

重点事業の名称 世界とつながる︕国際交流強化推進事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅱ 夢を育む教育県岡山の推進 
Ⅲ 地域を支える産業の振興 戦略プログラム ４ グローバル人材育成プログラム 

５ 働く人応援プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・本県では、４か国（５地域）と友好提携を締結しており、また、ブラジルなどの海外県人会とも友好関係を有しているが、こうした友好提携先等とは、定期的に、友好訪問団の

派遣や受入れといった記念事業を実施するほか、周年事業を実施しない年度は、高校⽣などを対象とした⻘少年交流を中⼼に交流を深めている。 
・特に令和７（2025）年度は、⼤阪・関⻄万博を舞台とした⾏政レベル、高校⽣レベルの交流事業を実施しており、国際交流の機運が高まっている。 
・令和7（2025）年6月時点では、県内在住外国人はベトナム人が最も多く12,665人となっており、県全体40,130人に対して３割超となっている。また、インドネシア、フ

ィリピンなどの他のASEAN諸国からの外国人も近年増加しており、その多くが技能実習⽣や特定技能であることから、今後、さらに増加する可能性がある。 
・令和５（2023）年度に友好提携締結30周年を記念した訪問団の派遣を契機に、県⽴高校と南オーストラリア州の高校との間で交流が盛んになっている。 
・令和７（2025）年10月に、米国・ハワイ州を知事が訪問し、現地高校の視察や県人会との交流会を実施したほか、ハワイ州知事とも交流に関する意⾒交換を⾏った。 

【課題・必要性】 
・令和７（2025）年１月に、韓国・慶尚南道と友好交流の強化に関する協定を締結し、また、６月には中国・江⻄省と⻘少年交流に関する覚書を締結しており、引き続き、高校

⽣など⻘少年の交流事業を推進する必要がある。 
・⼤阪・関⻄万博での交流の成果を⽣かすとともに、友好提携先等との交流を維持・強化するため、引き続き、ハイレベル交流を含む周年記念事業を実施する必要がある。 
・県内在住のベトナム人をはじめとした東南アジア諸国からの外国人が安⼼して⽣活できるよう、⺟国との友好関係を強化する必要がある。 
・現在、友好提携を締結している国のうち、英語圏はオーストラリア・南オーストラリア州のみとなっており、国際的に活躍できるグローバル人材の育成につながるよう、アメリ

カ・ハワイ州など、海外留学先として人気の高い英語圏の国との交流を拡⼤する必要がある。 

事
業
内
容 

１ 中国との交流事業《4,236千円》  
(１)新規中国江⻄省友好提携締結35 周年関連事業《3,261千円》 終期︓R8 

 令和９（2027）年度の中国・江⻄省との友好提携３５周年に向け、両県・省の友好交流を強化するため、記念事業の⼀環として県内高校⽣を対象とした⻘少年の相互交流事業を⾏う
もので、令和８（2026）年度は県内高校⽣を江⻄省に派遣し、現地高校等での各種レクリエーションを通じた交流や観光施設等を⾒学するとともに、現地高校⽣の⾃宅におけるホーム
ステイを⾏う。 

 
(２)新規吉備真備公園記念碑建⽴40 周年記念事業《975千円》 終期︓R8 

 中国・⻄安市に建⽴された吉備真備公記念碑が令和８（2026）年度に建⽴ 40 周年を迎え、現地で記念式典が予定されていることから、県内の中国友好団体とも連携し、記念訪問団
を派遣する。 

 
２ 新規インド・プネ市等友好提携締結20 周年関連事業《12,076千円》 終期︓R8 
   令和８（2026）年１月に、インド・マハーラーシュトラ州のプネ市等との友好提携締結20周年を迎えることから、令和８年度中に友好提携締結関連事業として、マハーラーシュト

ラ州地域との友好交流を強化するため、現地への訪問も視野に交流事業を推進する。 
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３ 新規交流基礎調査事業《17,534千円》 終期︓R8 
   ベトナムをはじめとしたASEAN諸国や米国・ハワイ州との交流を強化するため、現地での政府機関や⽇本語教育機関等への訪問も視野に、交流強化に向けた関係構築を推進する。 

 

事
業
効
果 

・周年事業など定期的な交流事業を継続することで、友好提携先との関係が維持・強化される。 
・高校⽣の相互訪問などの⻘少年交流事業を通じて、異⽂化に触れることにより、将来の海外留学への関⼼を高め、グローバル人材の育成につなげる。 
・県内在住外国人の⺟国と関係を強化することで、国際交流を推進するとともに、県内での多⽂化共⽣社会の推進に向けた意識醸成を図る。 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 
1、2、3 ⽣き活き県内⼤学等及び高校からの海外留学者数(⼤学等) 997人/年(R6) 1,420人/年(R10) 423人/年 
     

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円)  33,846    

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源      
⼀ 般 財 源  33,846    
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世界とつながる！国際交流強化推進事業［新規］

現状・課題・必要性 事業の意図・効果

〇定期的なハイレベル交流と、青少年
交流などにより、各友好提携先との
友好関係を強化

〇青少年交流を中心とした交流事業に
より、異文化理解を促すとともに、留学
への関心を高め、グローバル人材の育
成につなげる

県内大学等からの海外留学者数を、R10（2028）年度
までに、1,420人／年にする。
（参考 R6実績：997人）

生き活き指標
（４次プラン）

R7（2025）区分 R8（2026） R9（2027） R10（2028） R11（2029）提携締結等

事業内容

★35周年
・35周年関連事業（青少年交流）・青少年交流

・万博での交流
H4(1992).6.1中国（江西省）

★建立40周年事業（訪問団派遣）
・事前調査S61(1986)建立

中国（西安市）
※吉備真備公記念碑

★35周年・万博での交流H5(1993).5.7オーストラリア（ＳＡ州）

・20周年関連事業
★20周年
・万博での交流

H18(2006)1.19,20,21
インド（プネ市、ピンプリ・チンチ
ワッド市・ヤシャダ）

★20周年
・万博での青少年交流
・道庁職員受入

H21(2009).10.17韓国（慶尚南道）

★ブラジル県人移民115周年
・南米次世代交流推進事業

－南米県人会

・ベトナム等、ハワイ州友好強化・駐日ベトナム大使館訪問
・県人会交流、州知事訪問

－その他国際交流

3,261千円

975千円

12,076千円

33,846千円
17,534千円

・引き続き、友好提携先との交流を維持するために、定
期的なハイレベル交流が必要である。
・県内在住外国人が最も多いベトナム等や、グローバル
人材の育成につながる英語圏との交流を推進する必要
がある。

重点事業

〇岡山県の友好提携先は、４か国（５地域）
・毎年度、友好提携先との周年を迎える。
・この他、ブラジルなど海外県人会との友好
関係を維持している。
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 教育庁高校教育課 

重点事業の名称 グローバル人材の育成事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅱ 夢を育む教育県岡山の推進 戦略プログラム ４ グローバル人材育成プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・グローバルに活躍できる人材を育成するため、また、⾔語や⽂化の異なる人と協働して課題を解決できる能⼒を持った人材の育成に⼒を⼊れて取り組んでいる。 
・グローバル人材の育成には海外留学が⼤きな意義を果たすが、県⽴高校における海外留学者数は、コロナ禍以降回復傾向にあったものの、令和６年度は前年度と⽐べて⼤きく

減少した。 
・国においてはデジタル等成⻑分野を⽀える人材を育成することを急務としており、本県でも令和７年度に「岡山県STEAM教育研究推進委員会」を設置し、本県におけるSTEAM

教育（教科等横断的な学習）の在り方について研究し、教員研修・生徒向けセミナーを開催したり、成果物を作成するなどして周知しようとしている状況にある。 
 
【課題・必要性】 
・留学費⽤等が高騰しており、留学したくてもできない生徒がいることから、留学に対する経済的⽀援を強化し、県⽴高校における留学者数を増やす必要がある。 
・海外への留学⽀援の強化とともに、海外からの留学生の受⼊れにも⼒を⼊れ、留学しない生徒についても国際意識の醸成を図る必要がある。 
・受⼊れについては、ホストファミリーによる受⼊体制が不⼗分であることなどにより、外国人留学生と交流する機会が限定的であり、留学への興味を喚起することにつながっ

ていないことから、ホストファミリーの開拓を強化する必要がある。 
・STEAM教育への学校・生徒の理解・認知はまだ⼗分ではないことから、継続してSTEAM教育を通した学びを充実させるための取組が必要である。 
 

事
業
内
容 

１ 拡充夢に向かって世界に⽻ばたけ︕岡⼭の⾼校⽣応援事業《21,344千円》 終期︓R9  
  ・短期留学の⽀援⾦の対象者を増加（114人→140人）することで、海外留学を希望する生徒に経済的⽀援を⾏う。 
  ・留学コーディネーターに対し、新たにホストファミリー開拓に係る業務を担わせ、海外からの留学生の受⼊れを促進する。 
 
２ STEAM 教育推進プロジェクト《10,000千円》 終期︓R10  

・STEAM教育に関する教員対象研修や生徒向けセミナーを開催し、STEAM教育への理解を深め、本県におけるSTEAM教育を充実させる。 
・Webプラットフォームを構築し、学校間で取組を共有したり生徒同⼠が交流できる環境を整備する。 
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事
業
効
果 

１について 
 ・経済的⽀援の強化により生徒の海外留学に向けた意識を高め、海外留学者数の増加につながる。 

・海外から受け⼊れる留学生徒との交流機会の増加などを通して、国際感覚の醸成やグローバル人材に必要な能⼒の育成等につながる。 
２について 

・STEAM教育に対する認知・理解が深まり、生徒や教員が取り組むPBL（課題解決型学習）や探究的な学びを深化、向上させることができる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 生き活き県内⼤学及び高校からの海外留学者数 
    （うち県⽴高校分） 

226 人/年 
（R6） 

500人/年 
（R10） 274人/年 

2 生き活き全国規模の理数・情報・政策提案等のコンテストへ
の県⽴高校生の参加者数 

969人/年 
（R6） 

950人/年 
（R10） ▲19人/年 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 
事業費(単位︓千円) 30,972 31,344 31,344 10,000  

財
源
内
訳 

国 庫 12,400 4,200 4,200   
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源 18,572 27,144 27,144 10,000  
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グローバル人材の育成
県⽴⾼校⽣への留学⽀援 ＳＴＥＡＭ教育の推進

留
学
経
験
者

留
学
興
味
顕
在
層

留
学
興
味
潜
在
層

留
学
無
関
心
層

海外進学についての情報提供
「突き抜けた若者」の育成

留学前研修、帰国後報告会等の開催

留学経験者によるネットワーク

岡⼭から世界へ︕

次世代おかやま「夢育」ネットワーク事業
大学等と連携した様々なチャレンジの機会創出

岡⼭で世界とつながる︕
英語ディベート大会等、各種コンテストへの参加促進

岡⼭で世界とつながる︕

オンライン国際交流コーディネーター
外国語指導助手（ALT）の配置

STEAM教育の充実
各教科等の学びを基盤とし、教科の枠にとらわれず、知
識・技能や体験等を横断的に結びつけることで、課題の
発⾒・解決や実社会で新たな価値を創造する資質・能⼒
を身に付ける

・有識者や県⽴⾼校等からなる委員会を組織し、
本県におけるＳＴＥＡＭ教育を通した学びの
在り⽅を議論
・教員向け研修、生徒向けセミナーを実施
・全校で活用する教材の作成

岡⼭県
ＳＴＥＡＭ教育
研究推進委員会

令和８年度の取組

⾼校⽣留学⽀援⾦
・短期留学の⽀援⾦の対象者数を増加し、
生徒が⾏う海外留学の経費の⼀部を⽀援

令和７年度の取組

⾼校段階での留学の⽀援

姉妹校締結・留学の促進

留学コーディネーター
・海外姉妹校提携の拡大、交流の⽀援
・留学フェア、留学説明会の開催
・ホストファミリーの開拓等による受⼊⽀援

教員対象研修の開催
総合教育センターでの研修

基調講演や事例発表等のフォーラム実施

⽣徒対象セミナーの開催
STEAM教育に関する意識の醸成

探究的な学びの深化

教材の周知と活用
岡山県STEAM教育研究推進委員会で
作成した動画やガイドブックの活用

学校の枠を超えたPBLのサポート体制の構築
Webプラットフォームを構築し、学校間で取組を
共有したり生徒同⼠が交流できる環境を整備
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重 点 事 業 調 書 

担当部局・課名 産業労働部産業振興課 

重点事業の名称 スタートアップ・ベンチャー成長支援事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅲ 地域を支える産業の振興 戦略プログラム ２ 企業の「稼ぐ力」強化プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・国は2022年に策定した「スタートアップ育成５か年計画」の下、スタートアップ（SU）を生み出すエコシステムの構築に力を入れ、起業の「数」の増加と「成長」（規模の拡

大）を目標に支援を実施している。 
・県内においても、様々な主体による起業の「数」に着目したシード・アーリー期の支援策が充実する中、民間によるビジネスプランコンテストの開催や、国の第２期スタートア

ップ・エコシステム拠点都市への「瀬戸内スタートアップコンソーシアム」の選定など、地域が一体となってSUを支援する土壌が整いつつある。 
・一方で、事業を本格的な成長軌道に乗せ、最終的なEXIT（株式上場やM&Aなど）を目指すミドル期・レイター期のSUに対する支援策は不足しているため、企業の持続的な

成長を促し、「事業規模の拡大」を強力に後押しするための支援体制を構築していく必要性がある。 
 
【課題・必要性】 
・経営資源や人的リソースが限定的なSUにとって、潜在的なビジネスパートナーの発掘や個別アプローチはハードルが高いことから、県内全域にSU支援の機運を醸成するとと

もに、SUが自社の価値を多数の企業へ効率的に発信できる場所が求められている。 
・県内SU企業からは、資金面の支援に対するニーズがあり、資金調達力を強化する必要がある。 
・起業家は、当該分野の知識を持った専門家からのアドバイスや人脈づくりを望んでおり、伴走支援による事業の磨き上げや人脈づくりのための支援策を展開する必要性がある。 
・様々な主体により実施されている支援は、シード期及びアーリー期に集中しており、事業を軌道に乗せ規模を拡大させるミドル期やレイター期への支援は不十分であり、ユニ

コーン（設立から10年以内、企業評価額10億ドル超の未上場企業）と言われる規模にまで成長した県内SUは存在しないことから、規模の拡大に対する支援策が必要である。 

事
業
内
容 

１ スタートアップ・ベンチャー成長支援事業《12,276千円》  
(１)新規SU認知向上・支援の機運醸成イベント事業《2,576千円》  終期︓R10 
   県内SU が自社のプロダクトやサービスを発信するための場を提供することにより、県内SU の認知向上や、支援の機運を醸成するとともに、県内企業等とのビジネスマッチングを

目的としたOTEX併催型のイベントを開催する。 
 
(２)アクセラレーションプログラム事業《9,700千円》  終期︓R10 
   SUを対象に、伴走支援を実施するとともに、ピッチイベントの開催等により、資金調達とビジネスマッチングの機会を提供し、成長を支援する。 
 

事
業
効
果 

・県内SUの認知向上と支援の機運醸成を図ることにより、県内SUエコシステムを確立し、県内SUの数の増加と規模の拡大につなげることができる。 
・スタートアップ・ベンチャー企業を支援する団体や当該分野の知識を持った専門家等をメンターに迎え、伴走支援による徹底した事業計画の磨き上げを実施することで、企業

自身の力で資金獲得ができるようになることが期待され、本県産業の振興につながる。 
・県内外でのピッチイベントの開催、既存企業への人脈拡大の支援を行うことで、大学発ベンチャーを含めた県内スタートアップ・ベンチャー企業の成長発展、県内既存企業との

ネットワーク構築を図るとともに、県内で事業を拡大する企業が増えることで、県内経済の発展を実現する。 
・ミドル期やレイター期のSU支援を強化することにより、SUの事業拡大を促進し、世界進出を目指すユニコーンの発掘・育成につなげる。 
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事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 生き活き県等の創業資金を活用した事業者数 445者 (R6) 2,000者 (R7〜R10累計) － 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位︓千円) 9,972 12,276 12,276 12,276  

財
源
内
訳 

国 庫  6,025 6,025 6,025  

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源 9,972 6,251 6,251 6,251  
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現状・課題・必要性

• 国は2022年に策定した「スタートアップ育成５か年計画」の下、スタートアップ（SU）を生み出すエコシステムの構築に力を入れ、起業の「数」の増
加と「成長」（規模の拡大）を目標に支援を実施している。

• 県内においても様々な主体により、起業の「数」に着目したシード・アーリー期の支援策は充実してきており、「瀬戸内スタートアップコンソーシア
ム」が、国の第２期スタートアップ・エコシステム拠点都市に選定されるなど、地域が一体となってSUを支援する土壌が整いつつある。

• 一方で、事業を本格的な成長軌道に乗せ、最終的なEXIT（株式上場やM&Aなど）を目指すミドル期・レイター期のSUに対する支援策は不足して
いるため、企業の持続的な成長を促し、「事業規模の拡大」を強力に後押しするための支援体制を構築していく必要性がある。

スタートアップ・ベンチャー成長支援事業 （スタートアップHARE-RISEプロジェクト）

アクセラレーションプログラム継続

・ 集合研修（メンタリング） 《9,7００千円》

     先輩起業家や専門家等の伴走支援によりSUの
プロダクトの磨き上げを実施

・ デモデイ、首都圏ピッチの開催
県内事業者・支援者向けのデモデイ、首都圏でのピッチイベント
を開催し、ビジネスマッチングと資金獲得につなげる

SU認知向上・支援の機運醸成イベント新規

・ OTEXと連携したPRイベントの開催 《2,57６千円》

メンタリングによるSUの成長支援と県内企業とのビジネスマッチング等
の機会創出により本県産業の振興に好循環をもたらす

県内SUの認知向上と支援の機運醸成

成長戦略の担い手としてのSUの活用

県内企業によるSUへの投資等エコシステムの形成

・ ブランド認知と信頼性の向上

・ SUの規模拡大

県内SUの認知向上や県内企業とのビジネスマッチング、支援の機運
醸成を目的に、OTEX併催型のイベントを開催

効果
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重 点 事 業 調 書 

担当部局・課名 産業労働部経営支援課、産業振興課 

重点事業の名称 中堅企業への成長につながる中小企業の持続的成長支援事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅲ 地域を支える産業の振興 戦略プログラム ２ 企業の「稼ぐ力」強化プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・製造業、商業、サービス業など、県内のあらゆる業種で人手不足が深刻化するとともに、長引く物価高による収益力の低下が懸念される。 
・2025年版中小企業白書の示すデジタル化の取組段階によると、2023年から2024年にかけてデジタル化の取組に着手した企業の割合は35.4％から52.3％へ大きく増加した

ものの、業務効率化や競争力強化につなげている中小企業等の割合は33.8％から35.2％と微増に留まっている。 
・情報通信白書令和７年版では生成ＡＩの使用により競争力に大きな差が出ることが示唆されている。しかし、デジタル化に積極的な県内の中核的なものづくり企業においても、

生成ＡＩについては、個人に依存した文書作成等の初期段階に留まっており、企業全体での自社データ活用には至っていない。 
・米国関税の影響により、発注側が競争力を維持するためにサプライチェーンの多様化を行うことが見込まれることから、受注側も既存顧客だけでなく、新しい顧客への取引拡

大が必要となっている。 
・2024年6月に実施された民間調査によると、県内の中堅企業は72社あり、県内企業数（50,200 社︓2021年経済センサス活動調査）に対する割合は0.1％となっている。 
【課題・必要性】 
・県内のあらゆる業種において、人手不足問題を克服しつつ企業が持続的に成長するため、人材確保や人材定着への取組、生成ＡＩ活用等による生産性向上などにより、稼ぐ力を

強化して賃上げ原資を持続的に確保し、企業の競争力を図ることが必要である。 
・ＤＸの取組段階やＤＸ推進における課題は個々の中小企業等で異なることから、その支援はＤＸの取組段階やＤＸを推進する際に生じる業務課題に応じて、助言や専門家派遣

等により解決する必要がある。 
・県内企業における生成ＡＩの高度な利用を促進するためには、生成ＡＩにおける自社データの活用が可能となる段階に引き上げる必要がある。 
・岡山県の地場産業である自動車産業や、半導体などの成長産業は今後も新たな販路開拓が十分に見込まれ、県内中小企業等にとっても新たなビジネスチャンスとなることから、

取引機会の創出が必要である。 
・持続的な成長支援により、本質的な経営体質の改善を図り、さらなる生産性向上・競争力強化を実現することで、 成長速度の速いスタートアップや中堅企業、中堅企業を目指

す企業等の出現を促し、地域経済の活性化を図ることが必要である。 

事
業
内
容 

１ 創業期への支援 《57,118千円》 
(１)起業家人材育成支援事業《7,067千円》  終期︓R9 

商業、サービス業などの創業予定者等を対象に、事業プランの磨き上げと創業者間のネットワーク構築を目指し、セミナーや相談会、交流会等を実施するとともに、女性専用の創業セ 
ミナーを開催し、地域産業を担う新たなビジネスを創出する。 

 
(２)地域課題解決型支援事業《50,051千円》  終期︓R9 

地域の課題解決を目的として、商業・サービス業をはじめとした様々な分野で新たに起業等を行う者を対象に、必要とする経費の補助を行うとともに、事業立ち上げに係る支援を行う。 
 

(３)新規SU認知向上・支援の機運醸成イベント事業（再掲）  終期︓R10 
県内スタートアップ（SU）が自社のプロダクトやサービスを発信するための場を提供することにより、県内SUの認知向上や、支援の機運を醸成するとともに、県内企業等とのビ 

ジネスマッチングを目的としたOTEX併催型のイベントを開催する。 
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(４)アクセラレーションプログラム事業（再掲）  終期︓R10 
SUを対象に、伴走支援を実施するとともに、ピッチイベントの開催等により、資金調達とビジネスマッチングの機会を提供し、成長を支援する。 

 
２ 成長・安定期への支援  《377,204千円》 
(１)新規ＤＸ推進人材実践型支援事業《13,591千円》  終期︓R10 
  中小企業等のデジタル化を進めるための鍵となる、経営者や担当者を対象としたワークショップを開催するほか、専門家の指導を受けながら自社のＤＸ計画を策定する実践型研修を行 

う。 
 
(２)新規生産性向上に向けた生成ＡＩ等の活用支援《45,452千円》  終期︓R10 

生成ＡＩをはじめとするデジタルツールの活用により、中小企業等の業務効率化や新たな価値創出等を促すため、事業者向けセミナーを開催するとともに、支援機関と専門家が連携し 
た伴走支援等を実施する。 

また、県内企業の先進的な生成ＡＩ活用を目指し、県内ものづくり企業と県内ソリューション企業からなるコミュニティを形成する。 
 
(３)新規成長産業等に特化したものづくり企業の販路開拓支援事業《30,932千円》  終期︓R10 
  自動車産業や、半導体などの成長産業が盛んな地域に県外調査員を配置し、県内中小企業等の販路開拓を支援する。 
 
(４)受託中小企業振興事業《84,146千円》  終期︓R9 
  受託取引の促進と適正化のため、商談会の開催や、物価高に苦しむ中小企業等の適正な価格転嫁が進むよう取引適正化に向けた啓発活動等を行う。 
 
(５)おかやまテクノロジー展（ＯＴＥＸ）開催事業《58,277千円》  終期︓R9 
  中四国最大級の展示商談会「おかやまテクノロジー展」を開催するとともに、出展企業に対して効果的な展示方法などに関する展示会活用セミナーを実施するほか、県外からの来場誘 

致のための効果的なPR活動を行う。 
 
(６)経営革新支援事業《29,620千円》  終期︓R9 
  新商品・新技術開発や新分野進出等の経営革新に取り組む意欲のある企業の取組に対し、経営革新計画の作成支援や承認を行うとともに、専門家による伴走支援等を行い、計画の達成

度を高め、生産性向上等につなげる。 
 
(７)新規おかやま先端ものづくり事業化加速事業《8,374千円》  終期︓R10 
  県内ものづくり企業独自の先端技術・ハイエンド製品を市場化し、販路拡大などの事業化をサポートする。 
 
(８)支援機関との連携による人手不足対応強化事業《9,310千円》  終期︓R9 
  事業者の人手不足解消に向け、支援機関向けの研修会や事業者を対象とした啓発セミナーの開催、商工会等の支援機関・専門家と連携した伴走支援を実施する。 
 
(９)プロフェッショナル人材戦略拠点事業《77,367千円》  終期︓R9 
  県内中小企業等が必要とする、経営や生産管理、マーケティングなどの専門人材とのマッチング支援を実施し、副業・兼業人材を含めた専門人材の活用を促進する。 
  また、専門人材を活用する企業を重点的に支援するため、専門人材活用に要する経費の一部を補助し、専門人材の活用を県内に広く普及させる。 
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(10)産業人財育成事業《20,135千円》  終期︓R8 
  デジタル技術の習得や、生産性の向上、従業員等の付加価値向上、社会情勢に応じ、女性やシニアの活躍できる環境整備、その他企業ニーズに応じた研修を行い、企業の競争力強化や

若者や女性等の定着を図る。 
 
３ 再成長期への支援  《43,993千円》 
(１)拡充生成ＡＩ等を活用した中堅企業への成長支援事業《33,541千円》  終期︓R9 
  県内に拠点を置く製造業で潜在成長力を有する企業のマーケティング力・ブランディング力等を強化するため、ＡＩ等のデジタル技術を活用し、新規事業への進出、ＤＸ・ＧＸ・ＬＣ

Ａへの対応等を専門家チームにより伴走支援する。 
 
(２)事業承継加速化支援事業《10,452千円》  終期︓R8 
  フォーラム等の開催により後継者が未定あるいは不在の企業にさらなる普及啓発を行う。 
  また、事業承継の阻害要因の解消や企業価値の向上に向けて、支援機関と専門家が連携して伴走支援を実施するとともに、事業承継ネットワーク研究会等を活用し、経営指導員等のス

キル向上と優良事例の横展開を図る。 
 

事
業
効
果 

・人手不足問題を克服しつつ企業が持続的に成長するため、人材確保や人材定着への取組、生成ＡＩ活用等による生産性向上などにより、稼ぐ力を強化して賃上げ原資を持続的に確保し、
企業の競争力向上につなげる。 

・持続的な成長支援により、成長速度の速いスタートアップや中堅企業を目指す企業の出現を促し、地域経済の活性化につなげる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1(1)(2) 生き活き県等の創業資金を活用した事業者数 445者 (R6) 2,000者 (R7〜R10累計) － 

2(1)(2)(6)(9) 
(10) 生き活き従業員１人当たり売上高（生産性向上指標） 26,130千円 (R6) 27,700千円 (R10) 1,570千円 

2(3)(4) 生き活きあっせん・サポート等による取引成立件数 575件 (R6) 2,400件 (R7〜R10累計） － 

2(6) 生き活き経営革新に取り組む中小企業・小規模事業者数 82者 (R6) 400者 (R7〜R10累計) － 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位︓千円) 421,659 478,315 433,054 83,739  

財
源
内
訳 

国 庫 112,889 177,425 124,605 26,334  
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源 308,770 300,890 308,449 57,405  
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中堅企業への成長につながる中小企業の持続的成長支援事業
～ それぞれの成長段階・課題等に応じた支援策を実施 ～

企業の「稼ぐ力」強化プログラム

＜現状・課題・必要性＞
・製造業、商業、サービス業など、県内のあらゆる業種で人手不足が深刻化するとともに、長引く物価高による収益力の低下を懸念
・県内のあらゆる業種において、人手不足問題を克服しつつ企業が持続的に成長するため、人材確保や人材定着への取組、生成ＡＩ活用等による
生産性向上などにより、稼ぐ力を強化して賃上げ原資を持続的に確保し、企業の競争力を図ることが必要

・持続的な成長支援により、成長速度の速いスタートアップや中堅企業、中堅企業を目指す企業等の出現を促し、地域経済の活性化を図ることが必要

事業内容

生産性向上による稼ぐ力の向上／新たな収益先の確保

創業期 成長・安定期 再成長期

●起業家人材育成支援事業

●地域課題解決型支援事業

●SU認知向上・支援の機運
醸成イベント事業

●アクセラレーションプログ
ラム事業

●ＤＸ推進人材実践型支援
事業
経営者層や担当者を対象と
したワークショップ開催 等

●生産性向上に向けた生成
AI等の活用支援

事業者向けセミナーの開催、
支援機関による伴走支援、
自社データを活用した生成
AIの高度利用促進 等

●成長産業等に特化した
ものづくり企業販路開拓
支援事業
成長産業(自動車、半導体等)
集積地域等への県外調査員
配置

●受託中小企業振興事業

●おかやまテクノロジー展
（ＯＴＥＸ）開催事業

●経営革新支援事業

●おかやま先端ものづくり
事業化加速事業
県内ものづくり企業独自の
先端技術・ハイエンド製品を
市場化し、販路拡大などの事
業化をサポート

●支援機関との連携による
人手不足対応強化事業

●プロフェッショナル人材
戦略拠点事業

●産業人財育成事業

●生成A I等を活用した
中堅企業への成長支援
事業
専門家チームによる伴走
支援や横展開

●事業承継加速化支援事業

新規

新規

新規

新規

拡充

新規
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 産業労働部労働雇用政策課 

重点事業の名称 若者と企業との縁むすび強化事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅲ 地域を支える産業の振興 戦略プログラム 
２ 企業の「稼ぐ力」強化プログラム 
５ 働く人応援プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・県内企業への就職者数を増やし、県内産業の振興と人材の還流を図るため、合同企業説明会を開催するとともに、県内企業の魅力を知ってもらえるよう、インターンシップへの

参加促進やWEBを活用した企業見学ツアーなどを実施している。 
・県外大学卒業者のUターン就職率は約30％、県内大学卒業者の県内就職率は約40％。 
・新規大学卒就職者の就職後３年以内離職率は約35％。就職活動の早期化・学生優位な状況の中、選社基準が曖昧なまま安易に就職先を決定する学生が増加しており、入社後の

ミスマッチや早期離職につながっている。 
 
 

【課題・必要性】 
・地元就職（Uターン就職を含む）を希望しない理由に、「志望する企業がない」「給料が安そう」「希望するキャリアを築けない」など、情報不足に起因する理由が挙がる。 
・県内産業の振興と人材の地方還流を図るためには、就活のファーストステップとも言えるインターンシップを通じて、県内企業の魅力を早期に周知し、マッチングの地ならし

をしていく必要がある。 
・令和６(2024)年度以降卒の学生から、インターンシップでの評価が選考活動に利用できることとなったため、都市圏からの人材の還流を図るには、インターンシップを通じた

人材確保の重要性が更に高まってきている。 
・第二新卒を含む若者に向けた、県内企業に関する就職情報の提供が必要である。 
 

事
業
内
容 

１ 県内若手社員との交流事業《7,818千円》  

(１)企業魅力大発見・若手社員との交流事業《6,412千円》 終期：R９  

  学生たちが作る岡山の就活情報サイトとコラボし、現場からの中継を活用したオンライン会社見学ツアー（工学系学生コースを含む）で県内企業の魅力を発信する。併せて、学生と若

手社員（就活サポーター含む）とのWeb交流会を開催し、県内企業の魅力を若手社員から直接聞いて良さを感じてもらい、県内就職を促進する。 

 

(２)新規OTEX参加企業と高校生との交流事業《250千円》 終期：R９ 

  岡山テクノロジー展（OTEX）の参加企業の若手社員（就活サポーター含む）と、見学に来る高校生との交流会を開催し、岡山発の最先端技術やB to B企業の魅力、岡山で働く魅力を

直接感じ、早期から県内で就職するイメージを持ってもらうことによって県内就職を促進する。 

 

(３)拡充おかやま就活サポーターキャラバン隊派遣事業《1,156千円》 終期：R９ 
  県内外の大学等と連携した就職関連イベントや県内企業の学内インターシップ合同説明会、県外大学のUターン就職相談会などにおかやま就活サポーターを派遣し、学生の参加を促進

することに加え、学生と就活サポーターとの交流会を開催し、学生により岡山で働くイメージを持ってもらい、県内就職を促進する。また、おかやま就活サポーターの制度理解やトラブ

ルのない相談対応方法等を習得し、さらにはサポーター同士の交流を目的としたスキルアップセミナーを開催する。 
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２ 新規おかやまで働く魅力発信動画コンテスト事業《1,200千円》 終期：R９ 

  岡山で働くことをテーマとして、大学生等が県内就職の魅力に自ら迫り、学生目線での発想力や発信力を生かして同世代へ訴求する「おかやまで働く魅力発信動画」のコンテストを開

催する。 
 
３ 新規インターンシップ魅力度アップ事業《1,500千円》 終期：R９ 

  企業にとって学生との最初の出会いとなるインターンシップにおいて、説明会で採用担当者が自社の魅力を十分に語り、学生から選ばれるようにプレゼンテーション力の向上を目指す

セミナーや、学生インターンシップの企画力向上を図るセミナーを実施し、企業自ら学生に選んでもらえるような取組を支援する。 

 

４ 拡充インターンシップマッチング強化事業《21,846千円》 終期：R９ 

  大学コンソーシアム、就職支援協定大学等と連携・協力するとともに、県内外の学生に対して、県内企業へのインターンシップ参加を促進し、県内企業の魅力をPRする。インターン

シップマッチングフェアでは、学生がより参加しやすいイベントとなるようテーマ設定を行い、テーマに基づきイベントを実施する。 

 

５ 拡充晴レロ、キャリア！情報発信事業《7,786千円》 終期：R９ 

  民間就職情報会社の情報発信力を活用し、首都圏や関西圏等の県内出身学生に対し、県内企業が県外支店やオンラインで実施するインターンシップ情報を、WEB 広告も活用しながら

発信する。また、県内就職の魅力と共に、県内企業へのインターンシップ参加や就職のきっかけ・気づきを与えるオンラインイベントを開催する。 

 

６ 新規若者と経営者との未来創造ワークショップ《7,367千円》 終期：R８ 

  大学生をはじめとした若者と、県内企業の経営者が、「働くこと」を中心に意見交換を行い、互いの価値観を共有する等の未来創造ワークショップの実施に加え、その概要を県内企業

に周知することにより、経営者層の意識改革を図る。 

 

７ 拡充第二新卒を含む若者への情報発信力強化《5,000千円》 終期：R９ 

  即戦力として期待される第二新卒を含む若者に対して、県内企業の魅力や就活情報等をより効果的に発信するため、県の就職情報の集約サイトとしてランディングページ（LP）を作成

するほか、SNSを活用したプッシュ型情報発信により当該LPへの誘導を図る。 

 

事
業
効
果 

・県内外から県内企業が実施するインターンシップへ参加する学生が増加し、県内企業の魅力が浸透することにより、県内就職や県内へのＵターン就職が着実に進む。 

・インターンシップ参加により、学生の企業理解が進み、入社後のミスマッチや早期離職者の減少につながる。 

・県内企業への若者の就職者数が増え、人手不足が続く業種などの人材確保や県内産業の活性化につながる。 

 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

１、2、３、4、5 生き活き県内大学新卒者の県内就職率 40.8％（R６） 46.6％（R10） 5.8％ 

１、2、３、4、5 生き活き本県出身の県外大学新卒者のUターン就職率 31.4％（R６） 35.5％（R10） 4.1％ 

１(1) 生き活き県内大学工学系学生の県内就職率 32.2％（R６） 31.2％（R10） ▲1.0％ 
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事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 45,344 52,517 45,150   

財
源
内
訳 

国 庫 18,724 13,981 13,981   

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源 26,620 38,536 31,169   
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部航空企画推進課 

重点事業の名称 航空ネットワーク維持・拡充事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅲ 地域を支える産業の振興 戦略プログラム ３ 観光振興プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・岡⼭桃太郎空港は、運航便数、利⽤者数ともにコロナ禍前の状況に戻っていない。 
・また、空港業務の体制などを理由に受入可能な発着時間が硬直化しており、新規路線の就航はもとより、増便やダイヤ改正など定期路線の利便性向上についても選択肢が狭く、

利⽤者の増加に向けた取組の妨げになりかねない状況にある。 
【課題・必要性】 
・岡⼭桃太郎空港の定期路線の維持・拡充等による利⽤者数の回復が課題となっており、空港の機能を十分に発揮するためには、ダイヤの弾⼒性を持たせる受入機能の強化に向

けた取組、既存路線の維持・拡充、新規路線の開拓など利便性向上に向けた取組、インバウンドのみならずアウトバウンドの需要も喚起する利⽤促進の取組を⼀体的に⾏うこと
が必要である。 

事
業
内
容 

１ 空港の受入機能強化《1,408千円》  
空港人材の確保・育成事業《1,408千円》 終期︓R8 
受入機能を強化するため、空港業務（グランドハンドリング）の事業者が⾏う⼈材の確保・育成の取組に要する経費を支援する。 
（補助対象者）空港業務事業者 
（補助内容）⼈材確保等の取組に要する経費（応援派遣） 
（補 助 率）1/2以内 

 
２ 路線の利便性向上《104,072千円》 
(１)新規データに基づく路線維持・拡充推進事業《13,712千円》 終期︓R10 

航空会社への働きかけを戦略的に実施するため、航空移動データ等の調達・分析を⾏い、路線の特性に応じたエアポートセールスを⾏う。また、新規就航に向け、航空商談会に参加
し、情報収集・意⾒交換を⾏う。 

 
(２)現地ＰＲデスク活用事業（観光課と連携）《5,080千円》 終期︓R10 

国際路線の維持・拡充に不可⽋な航空会社との連携・調整や現地の旅⾏ニーズ等の把握のため、現地ＰＲデスク（韓国、中国、香港、台湾）を設置する。 
 
(３)国際路線開設⽀援事業《40,674千円》 終期︓R９ 

令和６(2024)年に就航した⾼雄線及び増便した台北線について、運航経費の支援を⾏う。 
 
(４)拡充新規路線の誘致に向けた取組《44,606千円》 終期︓R10 

新規路線開設を目指す東南アジア（タイ・ベトナム）にＰＲデスクを設置するとともに、路線開設の呼び水となるチャーター便に対する運航経費・集客の支援を⾏う。また、就航後
は、路線のプロモーションや運航経費を支援する。 
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３ 路線の利用促進《105,806千円》 
(１)拡充国際線プロモーション事業《101,876千円》 終期︓R９ 

国際定期路線の安定運航を目的として、航空会社等と連携し、海外就航地及び国内でのプロモーションや利⽤促進に取り組むとともに、岡⼭－ソウル線の就航35周年、岡⼭－台北
線の就航10周年の記念セレモニーをそれぞれ開催する。 

 
(２)新規岡⼭桃太郎空港海外修学旅⾏利用促進事業（学校向け） 終期︓R12 

県内の中学校・⾼校等に対し、岡⼭桃太郎空港の国際線を利⽤した海外への修学旅⾏の実施を促す。 
 
(３)ＭＹエアポートおかやま利用促進運動事業《3,930千円》 終期︓ R８ 

岡⼭桃太郎空港の利⽤者数の回復に向け、専門コーディネーターが、県内企業や市町村教育委員会等を訪問し、ビジネスや修学旅⾏での空港の利⽤を働きかける。 
 

事
業
効
果 

・空港機能の重要な役割を担う事業者の体制を強化することで、受入可能な時間帯が拡大し、柔軟なダイヤ調整が期待できる。 
・航空会社に対して、根拠に基づいたエアポートセールスを⾏うことで、新規就航や増便、ダイヤ改正の可能性が⾼まり、岡⼭桃太郎空港の利便性向上が期待できる。 
・インバウンド・アウトバウンド双⽅の需要を喚起することで、岡⼭桃太郎空港の利⽤者の増加が期待できる。 
 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1、2、3 ⽣き活き岡⼭桃太郎空港の国際線利⽤者数 24万⼈(R６) 34万⼈(R10) 10万人 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円) 167,712 211,286 105,218 67,398 6,500 

財
源
内
訳 

国 庫 520     

起 債      

その他特定財源      

⼀ 般 財 源 167,192 211,286 105,218 67,398 6,500 
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○岡山桃太郎空港の運航便数、利用者数ともにコロナ禍前に戻っていない。
〇空港業務の体制が脆弱であればダイヤの硬直化を生み、今後、悪循環に陥
ることが危惧される。

空港の受入機能強化：ソフト面での受入機能強化によるダイヤ調整の可能性拡大

空港人材の確保・育成事業
グラハン人材の確保・育成に係る事業者支援

路線の利便性向上 ：限られたリソースを最大活用したエアポートセールスによる利便性向上

データに基づく路線維持・拡充推進事業
路線の特性に応じたエアポートセールスの強化に向けた航空移動データ等の分析・調査

新規路線の誘致に向けた取組
東南アジアでの情報受発信・チャーター便運航支援の強化

路線の利用促進 ：アウトバウンド需要の掘起こし等による利用者の増

国際線プロモーション事業
航空会社等と連携した国内外でのプロモーションの実施

ＭＹエアポートおかやま利用促進運動事業
専門コーディネーターによる県内企業・市町村教育委員会等へのビジネスや修学旅行での利用の働き掛け

空港の
受入機能強化

路線の
利便性向上

路線の
利用促進

ダイヤ
硬直化

利便性
低下

利用の
伸び鈍化

受入機能
不足

〇効果の高い受入機能強化
・ダイヤ調整の弾力性の向上
〇地元空港の利用促進
・既存路線の維持・拡充、ダイヤ改正、新規路線の開拓など利便性向上
・イン・アウト双方の需要を喚起する利用促進施策の展開

岡山桃太郎空港をより便利で快適な空港にするためには、受入機能の強化、利便性の向上、利用促進が必要

他空港との
競争力低下

航空ネットワーク維持・拡充事業

現 状 課 題

必 要 性

主な事業

新規

拡充

拡充
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重 点 事 業 調 書 

担当部局・課名 産業労働部観光課 

重点事業の名称 サステナブルな観光地づくり推進事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅲ 地域を支える産業の振興 戦略プログラム ３ 観光振興プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・2024年の観光入込客数は1,626万人で、前年比103.9％、コロナ禍前の2019年比96.1％となり、３年連続で増加し、堅調に回復している。特に、宿泊客はコロナ禍前を上

回った（2019年比114.7％）が、観光入込客数全体に占める日帰り客・宿泊客の割合をみると宿泊客は約３割で、日帰り客が多くを占める。 
・2024年の外国人延べ宿泊者数は約51万人で、前年比155％となり、観光庁の調査開始以降、過去最高を更新したものの、インバウンドの宿泊先の約７割が三大都市圏に集中

している。また、コロナ禍前の2019年との比較では、地方部の18％の伸びに対し、本県は5.6％の伸びにとどまる。 
・2024 年の延べ宿泊者数全体に占める日本人・外国人延べ宿泊者数の割合をみると、日本人が約９割を占めている。 
・2024年の観光消費額は2,344億円で、前年比106.2％、2019年比119.7％となり、2014年の調査開始以降、過去最高を更新した。 
・2024 年の訪日外国人旅行消費額は 201 億円で、2018 年の調査開始以降、過去最高を更新したが、一人当たりの旅行消費額全体に占める娯楽等サービス費（主にコト消費）

の割合は約２％となっており、地方部（約5％）と比べて低い。 
・万博等の好機を捉え、集中的な取組を展開した結果、2025 年４〜９月の延べ宿泊者数は前年同期を上回る約 293 万人となり、中でも、外国人延べ宿泊者数は約 32 万人で、

前年同期比約135％（伸び率全国５位）と大幅に増加した。 
 
【課題・必要性】 
・観光消費額は、物価上昇等により増加傾向にあるが、宿泊者の約９割を占める日本人観光客については、全国的にみて国内延べ旅行者数や旅行経験率は長期的に伸び悩んでお

り、安定的な消費額拡大を目指すためには、地域との交流など新たな旅のニーズに合わせた体験型コンテンツの造成や、発地に合わせた戦略的なプロモーション展開による宿
泊客の増加・県内周遊の促進、継続的かつ一定の規模が見込める教育旅行誘致に向けた取組を強化し、安定的な消費構造を構築する必要がある。 

・訪日外国人旅行消費額については、円安の下支え効果等により増加傾向にあるが、安定的な消費額拡大を目指すためには、為替水準等の社会情勢に左右されにくいインバウン
ド消費構造を構築する必要があり、高付加価値な体験型コンテンツの造成による宿泊費や飲食費等にも波及するコト消費の拡大と、ターゲット市場の動向に合わせた戦略的な
プロモーションを展開するとともに、高付加価値旅行者等の潜在層へのアプローチ強化に取り組むことにより、更なる認知度向上と本県の交通利便性を生かした本県を観光ハ
ブ拠点とした新たな旅のスタイルを定着させていく必要がある。加えて、受入体制を強化し、満足度向上を図ることにより、リピーター（岡山ファン）獲得につなげる必要があ
る。 

・万博等の開催を契機とした国内外からの誘客拡大の流れをしっかりと持続させ、その効果を県内全域に波及させていく必要がある。 
・観光事業者に加え、地域コミュニティとの連携を強化し、地域資源（自然、食、歴史・文化、ヒト等）を活用した岡山らしさを体感できる高付加価値な体験型コンテンツの造成

や地域産品の活用、プロモーションを強化することにより、地域への波及効果を見える化し、「三方（観光客・観光関係事業者・地域）よし」の観光誘客に取り組む必要がある。 
・データ収集・利活用を促進し、ターゲットに合わせた戦略的なプロモーション展開による確度の高い観光誘客や、ブランドマーケティングによる岡山のイメージ（ブランド）確

立に取り組む必要がある。 
 

事
業
内
容 

＜「晴れの国」ブランドマーケティング＞《12,262千円》 
１ 新規観光DX を活用した戦略的観光地づくり推進事業《12,262千円》  終期︓R10 
  ・エビデンスに基づく確度の高い観光施策の企画・立案に必要となる、観光関連データマネジメントプラットフォーム（DMP）の充実を図るため、県観光動態調査データを活用した詳

細分析や、人流データの活用に取り組む。 
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＜高付加価値な体験型コンテンツの造成強化＞《93,109千円》 
２ 拡充高付加価値コンテンツ造成・魅力発信事業《63,988千円》 終期︓R10、一部終期︓R８ 
  ・観光事業者や地域コミュニティなど多様な主体と連携し、自然×食・アクティビティ等を組み合わせたコンテンツや、歴史・文化、地域の暮らし等の本物体験を提供し、文化等の継

承にもつながるコミュニティツーリズムなど、地域資源を活用した国内外向けの高付加価値な体験型コンテンツの造成等に取り組む。 
・サステナブルな観光地づくりに向け、モデル地域を選定し、「温泉×地域ダイニング」など、夜型観光コンテンツ造成を支援する。 
・香川県と連携し、晴れの国ならではの地域産品のPRや新たなご当地グルメ創出につなげるため、大型グルメイベントを開催し、近隣県からの誘客拡大や再訪を促進する。 

  ・宿泊客の増加に向け、メイン市場の関西圏では、子育て層をメインターゲットとしたメディアプロモーションの展開、サブ市場の首都圏では、宿泊旅行商品の造成促進に向け、旅行
会社等を対象とした観光プレゼンテーションを実施する。 

 
３ 拡充おかやまハレいろサイクリングルート魅力強化事業《20,036千円》  終期︓R10 
  ・認知度向上と利用者拡大を図るため、自転車を気軽に楽しむライト層をターゲットとしたプロモーションを展開するとともに、サイクリングが人気の台湾でのプロモーションを継続

実施する。 
  ・ハレいろ・サイクルカフェの拡充や、自転車で巡るモデルコースを作成するなど、二次交通としての自転車活用を促進する。 
 
４ 拡充地域資源を活用した探求型教育旅行推進事業《9,085千円》  終期︓R10 
  ・ニーズの高まっている探求型教育旅行の誘致促進を図るため、県内企業等と連携し、SDGs等をテーマとした「探究型教育旅行」のコンテンツ造成を促進する。 
 
＜戦略的なプロモーション展開＆潜在層へのアプローチ強化＞《132,020千円》 
５ ターゲット市場に合わせた戦略的なプロモーション事業《104,470千円》 
(１)拡充台湾「桃太郎的故郷日本岡山︕」定着事業《22,185千円》 終期︓R10、一部終期︓R8 
  ・本県の認知度が徐々に高まってきている台北地域へのプロモーションを継続実施するとともに、本県の認知度がまだ低い台中・台南地域で岡山フェアを開催するなど、積極的にプロ

モーションを展開し、台湾全土からの誘客促進を図る。 
  ・台湾からの更なる誘客を図るため、トッププロモーションを実施する。 
 
(２)新規韓国「小都市・岡山」定着促進事業《7,284千円》 終期︓R8 
  ・2025 年度実施のトッププロモーション効果の更なる拡大を図るため、インフルエンサー招請やフォトコンテスト開催、旅行博への出展等を切れ目なく実施するアフタートッププロ

モーションを展開し、韓国において人気が高まっている「小都市（ソドシ）」としての本県のイメージ定着を図る。 
 
(３)他県等連携事業《7,500千円》  終期︓R10 
  ・近隣県等と連携した広域周遊ルートの造成や高速道路ドライブパスを活用したキャンペーン等を実施する。 
 
(４)拡充「alo(ACT LOCAL IN OKAYAMA）」プロモーション事業《24,769千円》  終期︓R10 
  ・2025年度作成動画のキャッチコピー「alo」（Act Local in Okayama）を活用し、６つの重点市場（台湾、中国、香港、韓国、タイ、フランス）において、現地商談会や旅行博出展、

旅行会社招請ツアー等を戦略的に展開する。 
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(５)新規新たな高付加価値旅行者等アプローチ事業《11,004千円》 終期︓R8 

・本県における外国人観光客の周遊状況などの動態を把握するため、県内の主要交通機関（駅、空港等）や観光地等においてアンケート調査を実施し、台湾や香港等の新たな高付加価
値旅行者など、潜在層へのアプローチ強化に向けたプロモーション戦略を検討するための基礎データとする。 

 
(６)拡充観光ＰＲデスク活用プロモーション事業《31,728千円》  終期︓R10 
  ・６市場（台湾、香港、中国、韓国、タイ、フランス）に引き続き観光 PR デスクを設置し、現地旅行会社等への旅行商品化に向けたセールスや公式 SNS 等を活用した情報発信を行

う。さらに、潜在層へのアプローチを強化するため、SNSアカウントの新規フォロワー獲得に向けたプロモーションを展開する。 
 
６ 広域連携によるプロモーション事業《27,550千円》   
(１)西のゴールデンルートアライアンス事業《3,400千円》  終期︓R８ 
  ・欧米豪からの旅行者や高付加価値旅行者をメインターゲットに、大阪より西のエリアへ誘客し、広域ルートの形成を図ることを目的に設立された西のゴールデンルートアライアンス

において、「西のゴールデンルート」定着に向け、WEB等を活用したプロモーションを実施する。 
 
(２)瀬戸内ブランド推進事業《24,150千円》  終期︓R８ 

・せとうち観光推進機構と連携し、欧米豪の高付加価値旅行者をメインターゲットに、「せとうち」ブランドの認知度向上に向けたプロモーションをはじめ、現地旅行会社等を招請した
ツアー等を実施し、広域周遊ルートのPRに取り組む。 

 
＜インバウンド受入体制の強化〜晴れの国ファンの獲得〜＞《10,959千円》 
７ ホスピタリティの向上事業《10,959千円》 
(１)拡充二次交通利用促進事業《7,701千円》  終期︓R8 
  ・近年増加しているFIT（個人旅行）の県内周遊を促進するため、県内に宿泊する外国人観光客を対象にレンタカー料金を助成する。 
  ・多言語サイト内に、岡山桃太郎空港からのリムジンバスをはじめ、自治体が実施するレンタカー料金助成等のお得な情報、サイクリング関連情報、ローカル線等を使ったテーマ別の

モデルコース、主要都市・空港からのアクセスなど、本県の移動手段関連情報をまとめて紹介する特設ページ「Get Around OKAYAMA」を開設する。 
 
(２)拡充多言語サポートセンター事業《3,258千円》  終期︓R10 

・観光関係事業者のインバウンドおもてなし力強化に向け、翻訳サービスの継続実施に加え、インバウンド受入セミナーの実施や、岡山観光WEB 内に、優良事例などのお役立ち情報
を取りまとめた特設ページを開設する。 

 
８ 県北アートを切り口とした県観光振興事業「森の芸術祭 晴れの国・岡山」《76,000千円》終期︓R9 
  ・2027年に、県北部12市町村をエリアとした国際芸術祭「森の芸術祭 晴れの国・岡山」を開催し、アートを切り口とした観光振興に取り組むため、「森の芸術祭 晴れの国・岡山」

実行委員会において準備を行う。 
 

事
業
効
果 

・戦略的な国内外からの誘客拡大により、宿泊客増加・リピーター獲得による旅行需要（時期、エリア（発地・着地））の平準化と消費単価アップが図られ、観光産業の継続的・安定的な展
開につながる。 

・岡山のイメージ（ブランド）確立により、選ばれる観光地になるとともに、「観光関係事業者と地域の満足度向上」と「観光客の満足度向上によるリピーター獲得」の好循環創出により、
サステナブルな観光地づくりの推進につながる。 

・芸術というコンテンツを起点に、県北部に観光客を呼び込み、滞在・周遊型の観光振興を図るとともに、県全体の観光消費拡大や観光入込客数の増加につながる。 
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事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 
１〜２ 生き活き観光消費額 2,344億円（R6） 2,225億円（R10） ▲119億円 
１〜２ 生き活き観光入込客数 1,626万人（R6） 1,759万人（R10） 133万人 

１〜２ 生き活き延べ宿泊者数 578万人（R6） 623万人（R10） 45万人 

３〜５ 生き活き訪日外国人旅行消費額 201億円（R6） 180億円（R10） ▲21億円 

３〜５ 生き活き外国人延べ宿泊者数 514千人（R6） 620千人（R10） 106千人 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位︓千円) 193,141 324,350 256,544 168,304  

財
源
内
訳 

国 庫 33,879 49,565 35,233 35,233  
起 債      
その他特定財源  36,000    
一 般 財 源 159,262 238,785 221,311 133,071  
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・社会情勢等に左右されにくい

安定的な旅行消費構造の構築

・国内市場の長期的な伸び悩み

・岡山ブランド(イメージ)確立 等

サステナブルな観光地づくり推進事業

観光振興プログラム

〇 観光DXを活用した戦略的観光地づくり推進事業

・エビデンスに基づく確度の高い観光施策の企画・立案に必要となる

観光関連データマネジメントプラットフォーム（DMP）

の充実

・県観光動態調査を活用した詳細分析や、人流データ

の活用

「晴れの国」ブランドマーケティング
～ブランド確立で選ばれる観光地へ～

〇 高付加価値コンテンツ造成・魅力発信事業 等
・自然×食・アクティビティ等を組み合わせたコンテンツ、歴史・文化

継承につながるコミュニティツーリズム（本物体験）の提供

・モデル地域での夜型観光コンテンツ造成支援

・新たなご当地グルメ創出等につなげる大型グルメ

イベント開催（香川県連携）

・ライト層向けの「ごゆるりハレいろサイクルツーリズム」

高付加価値化な体験型コンテンツ造成強化
～ブランドの見える化＆三方よしの観光誘客～

〇 ターゲット市場に合わせた戦略的なプロモーション事業

・台湾：トッププロモーション、岡山フェア（台中・台南）の開催、 旅行博等でのプレ森芸ＰＲ

・韓国：「小都市＝岡山」定着を目指したアフタープロモーション（フォトコンテスト開催等）

・「alo(ACT LOCAL IN OKAYAMA)」プロモーション（旅行博出展等）

・新たな高付加価値旅行者（台湾・香港等）などへのアプローチ強化に向けたプロモーション

戦略のためのアンケート調査実施（外国人観光客の県内周遊状況等の動態把握）

・観光ＰＲデスク（重点６市場）によるＳＮＳフォロワー獲得のプロモーションを展開

〇 広域連携によるプロモーション事業
・西のゴールデンルートアライアンス・せとうちDMOによる広域周遊ルートPR

戦略的なプロモーション展開＆潜在層へのアプローチ強化
～さらなる認知度向上・岡山を拠点とした新たな旅の定着～

事業内容

〇 ホスピタリティの向上事業
・事業者向け多言語対応サポート強化（翻訳サポートセンター、インバウンド受入セミナー

開催＆お役立ち情報ページ開設）

・本県の移動手段関連情報を紹介する特設ページ「Get Around OKAYAMA」を開設

インバウンド受入体制の強化～晴れの国ファンの獲得～

新たな旅のニーズに合う高付加

価値な体験型コンテンツ造成強化

戦略的なプロモーション展開

潜在層へのアプローチ強化

データの充実・利活用の促進

ブランドマーケティング

インバウンド受入体制強化

による満足度向上

・旅行需要平準化（時期・エリ

ア）、消費単価アップ

・岡山のイメージ(ブランド)確立

・三方よし（観光客・観光関係事

業者・地域の満足度向上）

課題 方針 目指す姿宿泊客・訪問頻度・消費単価アップを目指す

≪12,262千円≫

≪93,109千円≫

≪104,470千円≫

≪27,550千円≫

≪10,959千円≫

Ｒ８（2026）年度要求額 324,350千円
（前年度予算額 193,141千円）

拡充

拡充

新規

拡充

拡充

新規

新規

《12,262千円》

《93,109千円》

《1３2,020千円》

《10,959千円》

拡充
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 農林水産部農林水産総合センター 

重点事業の名称 白桃スマート農業普及推進事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅲ 地域を支える産業の振興 戦略プログラム ４ 儲かる農林水産業加速化プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・本県産の白桃は品質の良さが高く評価され、市場からはさらなる出荷増を求められている。 
・県が中心となり大学や民間企業等と連携し「桃のスマート栽培管理支援システム」（桃スマートシステム）を開発した。 

【課題・必要性】 
・生産者の高齢化や担い手不足から、白桃の生産性向上が急務となっている。 
・桃スマートシステムの普及に向けた体制が整っていない。 
・産地では先端技術を用いたスマート農業機器を活用できる人材が少ない。 
・白桃の生産性向上に向けたスマート農業技術の普及・開発と、これら技術を活用できる人材育成が必要である。 

事
業
内
容 

１ 新規白桃スマート農業普及推進事業《2,713千円》  

(１) 桃スマートシステムの普及《947千円》 終期：R10  

   桃スマートシステムの現地実証や検討会の開催により産地への普及を進めるとともに、実証等を通じて得られた課題をメーカーと共有し、利便性向上などシステムの改善を図る。 

（事業内容）桃スマートシステムの普及拡大、実証ほ設置、検討会の開催 

（実施主体）県 

 

(２) 新たなスマート技術開発の体制づくり《589千円》 終期：R10 

   大学、民間企業等との連携、スマート農業展示会への出展等を通じた専門家等との情報交換によりコンソーシアムを構築し、桃スマートシステムの改良等の技術開発を進める。 

    （事業内容）大学や民間企業等との連携、スマート農業展示会への出展 

（実施主体）県 

 

(３) スマート農業人材の育成《1,177千円》 終期：R10 

   農業大学校に桃スマートシステムを導入し、スマート農業に関する実習を充実する。 

  （事業内容）桃スマートシステムの導入 

（実施主体）県 
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事
業
効
果 

・生産者に対して、桃スマートシステムの普及を図ることにより、システム導入前に比べ、収穫作業の省力化が進み、白桃の経営規模拡大や新規参入が促進される。 

・農業人材に対して、現地検討会や農業大学校での実習を通じて桃スマートシステムの技術習得を図ることで、システムを使いこなす人材が増え、白桃の生産性が向上する。 

・こうした事業効果を発揮することで、白桃の供給力向上による産出額の増加が図られ、儲かる農業が実現する。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 生き活き農林水産業産出額 1,935億円(R5) 1,700億円(R9) ▲235億円 

1 生き活き県産果物の首都圏及び関西圏販売金額 55億円(R6) 64億円(R10) 9億円 

1 生き活き桃、ぶどう、晴苺の栽培面積 1,923ha(R6) 1,930ha(R10) 7ha 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円)  2,713 1,019 689  

財
源
内
訳 

国 庫  588    

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源  2,125 1,019 689  
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白桃スマート農業普及推進事業

（参 考）

期待される効果

現状・課題・必要性

・スマート機器の普及により省力化が進み、白桃の経営規模拡大や新規参入が促進される
・スマート農業技術を使いこなす農業人材が増加し、白桃の生産性が向上する
・白桃の生産性向上により、供給力の強化が図られる

桃スマートシステム

事 業 内 容

スマート農業人材の育成
（事業内容）
 ・桃スマートシステムの導入
 によるカリキュラムの充実

（実施主体）県（農大）
（予 算 額）1,177千円

※うち国費1/2

新たなスマート技術開発の体制づくり
（事業内容）
・大学や民間企業等との連携
・スマート農業展示会への出展

（実施主体）県
（予 算 額）589千円

システム
の改良等

予算額：2,713千円（事業期間：R8～10）

桃スマートシステムの活用

人材育成

（現 状）・市場から白桃のさらなる出荷増を求められている
・県が中心となり大学等と連携して桃スマートシステムを開発

（課 題）・高齢化や担い手不足から白桃の生産性向上は急務
・桃スマートシステムの普及に向けた体制が整っていない
・先端技術を活用できる人材が少ない

（必要性）・生産性向上に向けたスマート農業技術の普及・開発とこれら技術を
活用できる人材育成が必要

桃スマートシステムの普及
（事業内容）
・桃スマートシステムの普及拡大
・実証ほ設置、検討会の開催

（実施主体）県
（予 算 額）947千円

桃スマートシステム
の収穫の見える化

農業従事者数と高齢化の状況

所
要
時
間
（
分
／
1
0
0
果
）

収
穫
果
の
割
合
（
％
）

慣行 桃スマートシステム

慣行 桃スマートシステム

桃スマートシステムの正品率向上効果

桃スマートシステムの収穫作業時間削減効果

スマート技術の普及・開発
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 農林水産部農産課、農林水産総合センター 

重点事業の名称 高温に強い岡山農産物生産強化事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅲ 地域を支える産業の振興 戦略プログラム ４ 儲かる農林水産業加速化プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・水稲では、高温による収量や品質の低下が全国的な問題となっており、本県では、新たに高温に強い「にこまる」を奨励品種に選定し、高温耐性品種への転換を進めている。 
・桃、ぶどうなどは品質が高く評価されているが、地球温暖化による気候変動により、収量や品質の低下が懸念されており、気候変動に対応した新品種や生産技術の開発を進めて

いる。 

 
【課題・必要性】 
・水稲の高温耐性品種への転換が急務であり、品種転換に必要な県内産種子の安定的な生産体制の構築が必要である。 
・高品質な県産農産物の安定供給を図るため、近年の猛暑など急激な気候変動に対応した新品種の開発や生産技術の確立・普及を早急に進める必要がある。 

 

事
業
内
容 

１ 新規高温に強い岡山米優良種子供給対策事業《6,529千円》  

(１)生産の安定化対策《733千円》 終期：R10 

高温耐性品種の種子生産の安定に向けた研修会や先進地調査を実施する。 

(２)高品質種子供給体制の構築《5,796千円》 終期：R8 

県が役割を担う原種生産や種子発芽率審査に必要な機械の整備を行う。 

２ 拡充気候変動対応緊急対策事業《3,258千円》 

(１)新技術・品種等の開発《2,109千円》 終期：R10  

高温等の気候変動に対応するため、桃、ぶどう等の品種開発や栽培技術の確立を図る。 

 

(２)技術の実証及び普及《1,149千円》 終期：R10  

水稲の高温耐性品種の栽培実証、黒大豆の安定生産実証等を行う。 

事
業
効
果 

 
・県内の種子生産者等に対し、高温耐性品種の安定した種子生産に向けた支援を行うことで、現状と比べ、県内産種子の供給率が高まり、高温耐性品種への円滑な転換が進む。 

・農業者に対し、気候変動に対応した品種や技術が普及することにより、現状と比べ、本県の強みである品質の高い農産物の安定生産が図られる。 
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事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1、２ 生き活き農林水産業産出額 1,935億円(R5) 1,700億円(R9) ▲235億円 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 3,390 9,787 3,991 3,991  

財
源
内
訳 

国 庫      

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源 3,390 9,787 3,991 ３,991  

87



高温に強い岡山農産物生産強化事業

現状・課題・必要性

期待される効果

事 業 内 容

・水稲では、高温による収量や品質の低下が問題となっていることから、高温耐性品種
への転換が急務であり、高温に強い「にこまる」を奨励品種に選定するなど、品種転
換を進めていくが、品種転換には安定的な種子生産体制の構築が必要である。

・桃、ぶどうなどは品質が高く評価されているが、地球温暖化による気候変動により、
収量や品質の低下が懸念されており、高品質な県産農産物の安定供給を図るため、気
候変動に対応した新品種や生産技術の開発・普及を早急に進める必要がある。

１ 新規高温に強い岡山米優良種子供給対策事業《６,529千円》
（１）生産の安定化対策 終期：令和10年度
   ・高温耐性品種の種子生産の安定に向けた研修会や先進地調査を実施する。
（２）高品質種子供給体制の構築 終期：令和８年度
   ・県が役割を担う原種生産や種子発芽率審査に必要な機械を整備する。

２ 拡充気候変動対応緊急対策事業《3,258千円》終期：令和10年度
（１）新技術・品種等の開発

・高温等の気候変動に対応するため、桃、ぶどう等の品種開発や栽培技術の確立を
図る。

（２）技術の実証及び普及
・水稲の高温耐性品種の栽培実証、黒大豆の安定生産実証等を行う。

・県内の種子生産者等に対し、高温耐性品種の安定した種子生産に向けた支援を行うこ
とで、現状と比べ、県内産種子の供給率が高まり、高温耐性品種への円滑な転換が進
む。

・農業者に対し、気候変動に対応した品種や技術が普及することにより、現状と比べ、
本県の強みである品質の高い農産物の安定生産が図られる。

優良種子の安定供給に向けて～品種特性と品質を保つ種子供給体制の構築～

高温耐性
品種の
生産拡大

中北部

・新たに、県中南部向けに県奨
励品種に選定

・県内での種子供給体制の構築
が必要

・県内産種子の増産を進め、品
種転換を後押しする

※県内産種子供給率0％

・県奨励品種であり、県中北部
を中心に普及

・今後も面積拡大を目指す
・県内産種子の安定供給の要望
が強い

中南部

〇生産の安定化対策
 ・技術研修
・先進地調査

生産技術の向上

〇高品質種子供給体制の構築

 ・種子乾燥機の整備
 ・恒温機の整備
 

高品質種子を安定供給

高温に強い岡山米優良種子供給対策事業

〇新技術・品種等の開発
・桃、ぶどう等の高温耐性に優れ
た品種開発と栽培技術の確立

気候変動に対応

気候変動対応緊急対策事業

〇技術の実証及び普及
・水稲の高温耐性品種の栽培実証
・黒大豆の安定生産実証等

対策技術の早期普及
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 農林水産部農村振興課 

重点事業の名称 法改正に対応した農地集積・集約化事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅲ 地域を支える産業の振興 戦略プログラム ４ 儲かる農林水産業加速化プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・農業経営基盤強化促進法等の改正により、市町村の利用権設定による農地貸借が廃止され、令和７年度以降、地域計画に基づき、原則、農地中間管理機構（以下、機構）を介し

て農地貸借することとされた。 
・農地中間管理事業の重要性が認知され、新規貸付面積は968ha（R6）と過去最高を更新している。 
・貸付面積の拡大等に伴い、担い手への農地集積率は、制度開始前の18.6％(H25)から29.2％(R6)と着実に上昇している。 
 

【課題・必要性】 
・地域計画は全市町村（R6年度末で267地域）で策定されているが、将来の耕作者未定の農地が約60％あり、地域計画協議の活性化を図ることで、担い手への農地集積・集約

化を進める必要がある。 
・利用権設定からの移行が進むことで、機構貸付面積が約３倍に拡大し、業務量が大幅に増大することから、デジタル化等による事務効率化を進める必要がある。 

（R6年度末時点 機構契約面積4,588ha。今後、利用権設定面積10,869haが機構契約に移行する予定） 
 

事
業
内
容 

１ 農地中間管理機構運営事業《147,581千円》  

(１)農地中間管理機構運営事業《120,191千円》 終期：R12 

  平成26年度から、公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団を岡山県農地中間管理機構に指定、農地の中間的受け皿として、担い手への農地集積・集約化に取り組む。 

農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、新たに農業経営を営もうとする者の農業への参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図る。 

 

(２)農地中間管理機構運営強化事業《20,000千円》 終期：R10 

  農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い機構業務量が増大するため、農地中間管理事業の業務等の効率化を図る。また、地域計画の達成に向けた地域の話合いの支援等により、担い

手への農地の集積・集約化を加速化させる。 

①農地の貸借方法の統合に伴う業務量増加への対応 

・機構業務のデジタル化による効率化 

・市町村と機構との役割分担の整理等による省力化 

②法改正後の貸借方法の周知 

・市町村等への説明会や個別訪問などを実施し、法改正後の体制の理解を促進 

・市町村等と連携し、法改正後の農地貸借手続きについて周知 

③地域計画協議の活性化 

 ・広域で営農する担い手情報を機構が収集し、地域等へ提供する。（①の業務省力化により、職員の現場活動時間の確保） 
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(３)県事業費《206千円》 終期：R12 

  法改正後の事業説明会の開催や機構や市町村との連絡調整等を行う。 

 

(４)農地再配分事業費《7,184千円》 終期：R12 

目標地図の実現に向けて、貸付見込みのある離農農地等を機構が借り受け、草刈り等の中間管理を行い、担い手等の希望に沿った貸付を進める。 

 

事
業
効
果 

・機構に対して、業務のデジタル化など、将来的に持続可能な体制を整えさせることで、法改正後においても、現場における農地貸借事務が円滑に処理できる。 

・機構に対して、業務の省力化により、農地集積専門員の現場活動時間を確保させることで、市町村の計画達成支援に向けた地域計画の話し合いの場に積極的に参加させることができる。 

・地域に対して、機構が積極参加する話し合いの活性化により、担い手不在の課題などが明確化し、早期に地域外からの担い手の確保及び担い手の経営確立のための農地集積が進む。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 担い手の農地集積率 29.2％(R6)  43％(R12) 13.8％ 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 143,570 147,581 147,581 147,581 295,162 

財
源
内
訳 

国 庫 100,602 103,101 103,101 103,101 206,202 

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源 42,968 44,480 44,480 44,480 88,960 
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法改正に対応した農地集積・集約化事業

（参 考）現状・課題・必要性

・農地貸借に支障を来さないよう、将来に向けた持続可能な体制を整備
・機構業務の省力化を図り、農地集積専門員の現場活動時間を確保することにより、
地域計画の話し合いの場に積極的に参加する等、計画達成を支援

・地域計画の協議活性化を通じて、担い手の経営確立のための農地集積を促進

期待される効果

事 業 内 容

・農地中間管理機構（以下、機構という）を通じた貸付面積は増加し、農地集積率も着実に
上昇［H25：18.6％→R6：29.2％］

・農地関連法改正に伴い、機構を通じた貸付面積は約３倍に拡大する見通し
・機構業務の省力化とともに農地集約化に向けた体制整備が必要

［現状農地利用図］ ［目標地図］
※耕作予定者入り

①農地集積・集約化の推進

機構の取組内容

・地域計画の協議の場に加わり、農地の集約化
に向けた助言

・地域外の受け手候補の情報収集、地域への提供 
・農地所有者に対する機構の活用の申し入れ

背景

○農地中間管理事業による農地の貸借
【法改正前】農用地等の借受希望者を公募し、農地と希望者のマッチングを行う。
【法改正後】農地の貸借を市町村が策定する地域毎の将来の農地利用図(目標地図)

に基づき行う。
○地域計画の達成に向けた支援

 市町村が策定する地域農業の将来像を描いた地域計画の達成を支援する。

4,588

10,869

0

5000

10000

15000

農地中間管理事業 利用権設定

②契約業務（機構業務効率化）

貸借方法ごとの契約面積（ha）   

計画統合により機構管理契約事務が増大

・市町村と機構の業務の見直し、役割の整理
・デジタル化による業務効率化
・市町村への機構業務の委託 等

背景

機構の取組内容

集約化を加速させるため、農業者同士の相対
である農用地利用集積計画（市町村事務）を
農用地利用集積等促進計画（機構事務）に
統合（令和7年4月から完全統合）

［農地集積率目標：43％ R12］

１ 内容
（１）農地中間管理機構運営事業《120,191千円》

農地中間管理事業による担い手への農地集積・集約化等に取り組む。

（２）農地中間管理機構運営強化事業《20,000千円》 終期：令和10年度
増大する業務量に対応するため、法律業務等の効率化を図る。
・機構業務のデジタル化による効率化
・市町村と機構との役割分担の整理による省力化
・法改正後の貸借方法の周知
・地域計画協議の活性化

（３）県事業費《206千円》
機構や市町村との連絡調整等を行う。

（４）農地再配分事業費《7,184千円》
目標地図の実現に向け、機構が中間管理農地の草刈り等の保全管理を行う。

２ 予算額 147,581千円

３ 事業期間 令和５～令和12年度
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 農林水産部農産課 

重点事業の名称 農業施設の合理化等加速化支援事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅲ 地域を支える産業の振興 戦略プログラム ４ 儲かる農林水産業加速化プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・農業のコスト削減や作業の効率化を図るため、共同利用施設を整備し、米麦の乾燥・調整や果物・野菜の選果などを行っている。 
・国は、令和７年度から５か年を農業構造転換集中対策期間とし、老朽化した共同利用施設の再編集約・合理化に取り組む産地を支援する事業を創設している。 
・国は共同利用施設の再編集約・合理化をさらに加速化させるため、追加的支援を行っている。 

 

【課題・必要性】 
・現在稼働している共同利用施設の多くは、30年以上前に整備されたものであり、老朽化が進んでいる。 
・共同利用施設設置者は、作業効率化や品質向上のため、さらなる機能向上を望んでいる。 
 

事
業
内
容 

１ 農業施設の合理化等加速化支援事業 《81,000千円》 

(１) 共同利用施設の再編集約・合理化《67,500千円》 終期：R11 

地域計画で明らかにした地域農業の将来像の実現に向け、老朽化した穀類乾燥調製貯蔵施設や集出荷貯蔵施設等の共同利用施設の再編集約・合理化を支援する。 

  （補助対象者）農業者の組織する団体等 

  （補 助 率）1/2以内 

(２)新規再編集約・合理化の加速化《13,500千円》 終期：R11 

共同利用施設の再編集約・合理化に取り組み、生産性向上効果等が高い取組を行う産地に対し、国の追加的支援を利用して、県が取組の加速化に向けた支援を行う。 

  （補助対象者）農業者の組織する団体等 

  （補 助 率）(1)の事業費の1/10以内（国庫及び一般財源をそれぞれ措置） 

事
業
効
果 

・農業者の組織する団体等に対し、共同利用施設の再編集約・合理化の取組を加速化させることにより、既存施設の利用に比べ、生産性が高まり、農業経営の改善が図られる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 生き活き農林水産業産出額 1,935億円(R5) 1,700億円(R9) ▲235億円 
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事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 100,000 81,000 90,000 90,000 90,000 

財
源
内
訳 

国 庫 100,000 74,250 82,500 82,500 82,500 

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源  6,750 7,500 7,500 7,500 
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農業施設の合理化等加速化支援事業

事業

現状・課題・必要性

期待される効果

事 業 内 容

・米麦の乾燥・調整や果物・野菜の選果などを行う共同利用施設は、農業のコスト削減

や作業の効率化を図る施設だが、老朽化が進んでいる。

・共同利用施設設置者は、さらなる機能向上を望んでいる。

・国は、令和７年度から５か年を農業構造転換集中対策期間とし、老朽化した共同利用

施設の再編集約・合理化に取り組む産地を支援する事業を創設している。

・国は共同利用施設の再編集約・合理化をさらに加速化させるため、追加的支援を行っ

ている。

・農業者の組織する団体等に対し、共同利用施設の再編集約・合理化の取組を加速化さ

せることにより、既存施設の利用に比べ、生産性が高まり、農業経営の改善が図られる。

１ 共同利用施設の再編集約・合理化《67,500千円》終期：令和11年度

地域計画で明らかにした地域農業の将来像の実現に向け、老朽化した穀類乾燥調製

貯蔵施設や集出荷貯蔵施設等の共同利用施設の再編集約・合理化を支援する。

（補助対象者）農業者の組織する団体等

（補 助 率）1/2以内(国庫)

２ 新規再編集約・合理化の加速化《13,500千円》終期：令和11年度

共同利用施設の再編集約・合理化に取り組み、生産性向上効果等が高い取組を行う

産地に対し、国の追加的支援を利用して、県が取組の加速化に向けた支援を行う。

（補助対象者）農業者の組織する団体等

（補 助 率） １の事業費の1/10以内（国庫及び一般財源をそれぞれ措置）

再編集約・合理化のメニュー

農業収益力の向上にむけた基盤づくり ～集中対策期間（５年間）～

・既存施設の機能向上による 合理化

・複数の既存施設を、再編集約 

事業の進め方
現在稼働する施設の多くが30年以上前に整備

１ 共同利用施設の再編集約・合理化
 ・既存施設の役割を見直し、再編集約・合理化

 計画を策定した施設から事業実施

２ 合理化等の加速化
 ・生産性向上効果等が高い事業に限定し、

追加的支援を実施

ライスセンターの再編集約

・２→１カ所へ再編集約
・拠点施設へ色彩選別機
導入
１等米比率の向上

・荷受体制の見直し
作業効率化

再
編
集
約

合
理
化

ライスセンターの合理化

・色彩選別機導入による
合理化
きぬむすめの品質向上
高品質化を進め、直販
を拡大

事業取組

補助割合

【合理化事例】
ライスセンターの色彩選別機の導入

【振興品目・奨励品種を対象とした施設】
【品質向上(秀品率・一等米比率の向上)】
【施設の稼働率の向上】

（参 考）

斑点米などの不良品を除去

R7 （実績） R11R8 R9 R10
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 農林水産部農産課 

重点事業の名称 未来へ続くぶどう産地育成事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅲ 地域を支える産業の振興 戦略プログラム ４ 儲かる農林水産業加速化プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・本県産のぶどうは、国内外で高く評価されており、市場からは出荷量の増加が求められている。 
・気候変動（異常高温等）により、特に黒系ぶどうの着色不良等による品質・収量低下が問題となっている。 
・ぶどう産地の状況は、小規模で高齢の生産者が多くなっている。 

【課題・必要性】 
・生産意欲の高い生産者を中心に、低コストでの施設整備や省力化が図られるスマート農業技術の導入を支援し、規模拡大を図る必要がある。 
・高温・豪雨などの気候変動に対応する取組を支援し、安定供給体制確立のための対策を進める必要がある。 
・新規就農者の確保と早期の技術習得による育成を図る必要がある。 

事
業
内
容 

１ 未来へ続くぶどう産地育成事業《59,545千円》  

(１)拡充低コストでの産地の規模拡大支援《48,633千円》 終期：R10 

  国事業を活用した産地拡大の推進に加え、さらなる規模拡大を目指し次の単県施策を実施する。 

・中古ハウス等を活用した面積拡大のコスト低減            

  ・経営規模の拡大に向けたスマート農業（ロボット草刈機等）の導入  

  ・優良品種への新改植（既存産地への果樹棚、ハウス導入支援含む）  

   （補助対象者）市町村、農業協同組合、農業者の組織する団体 

   （補助内容） 果樹棚、ハウス、ロボット草刈機等の導入、中古ハウス等の修繕に係る新品資材費 

   （補助率）  1/3以内 

(２)気候変動対策《5,731千円》 終期：R10 

  安定供給体制確立のための高温・豪雨等対策の取組を強化する。 

   （補助対象者）市町村、農業協同組合、農業者の組織する団体 

   （補助内容） かん水・排水施設、防風ネット、換気装置等の導入 

   （補助率）  1/3以内 

(３)担い手確保対策《500千円》 終期：R10 

  新規就農者の確保・育成に向けた研修ほ場の整備を支援する。 

    （補助対象者）市町村、農業協同組合、農業者の組織する団体 等 

    （補助内容） 研修ほ場の整備に係る簡易な基盤整備（暗渠・客土）、苗木導入等 

    （補助率）  1/3以内、定額 
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(４)産地規模拡大・気候変動対策の推進《4,681千円》 終期：R10 

  ぶどう生産者の技術力向上を図るための共進会・研修会の開催、優良苗木の確保対策を行う。 

 

事
業
効
果 

・新規就農者等に対し、地域の資源を有効活用した低コストでの施設整備を支援することで、独自の取組に比べ、効果的な産地拡大が図られる。 

・生産意欲の高いぶどう生産者に対し、スマート農業技術の導入を支援することで省力化につながり、さらなる経営規模の拡大や品質の向上が図られる。 

・産地を対象とした気候変動対策の推進により、着色をはじめとする品質が向上し、県産ぶどうのブランド力強化が図られる。 

 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1(1)(3) 生き活き桃、ぶどう、晴苺の栽培面積 1,923ha(R６) 1,930ha(R10) 7ha 

1(1)(2)(3) 生き活き農林水産業産出額 1,935億円(R５) 1,700億円(R9) ▲235億円 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 41,566 59,545 59,545 59,545  

財
源
内
訳 

国 庫      

起 債  11,400 11,400 11,400  

その他特定財源      

一 般 財 源 41,566 48,145 48,145 48,145  
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500

1,500

2,500

H27 H30 R3 R6販
売
単
価
（
円

/
kg
）

全国
岡山

販売単価の推移（東京都中央卸売市場）

1,180

1,210

1,240

17,000

17,500

18,000

18,500

H27 H30 R3 R6

岡
山
（

ha
）

全
国
（

ha
）

作付面積の推移

全国
岡山

未来へ続くぶどう産地育成事業

（参 考）現状・課題・必要性

期待される効果

事 業 内 容

・本県のぶどうは、国内外で高く評価されており、市場からは出荷量の増加が求められている。
・小規模で高齢の生産者が多いことから、規模拡大意欲の高い生産者を中心に、低コストでの
施設整備による規模拡大や省力化が図られるスマート農業技術の導入を進める必要がある。

・気候変動（異常高温等）により、黒系ぶどうの着色不良等による品質・収量低下が問題と
なっており、その対策が必要である。

・新規就農者等に対し、地域の資源を有効活用した低コストでの施設整備を支援することで、
効果的な産地拡大が図られる。

・生産意欲の高いぶどう生産者に対し、スマート農業技術の導入を支援することで省力化に
つながり、さらなる経営規模の拡大や品質の向上が図られる。

・産地を対象とした気候変動対策の推進により、着色をはじめとする品質が向上し、県産ぶ
どうのブランド力強化が図られる。

１ 拡充低コストでの産地の規模拡大支援《48,633千円》 終期：令和10年度
   国事業を活用した産地拡大の推進に加え、さらなる規模拡大を目指し次の単県施策を実施
   ・中古ハウス等を活用した面積拡大のコスト低減（修繕に係る新品資材）
   ・経営規模の拡大に向けたスマート農業（ロボット草刈機等）の導入
   ・優良品種への新改植

 （補助対象者）市町村、農業協同組合、農業者の組織する団体
 （補 助 内 容）果樹棚、ハウス、ロボット草刈機等の導入、中古ハウス等の修繕に係る資材費
 （補   助   率）1/3以内

２ 気候変動対策《5,731千円》 終期：令和10年度
   ・安定供給体制確立のための高温・豪雨等対策の取組強化

３ 担い手確保対策《500千円》 終期：令和10年度
   ・新規就農者の確保・育成に向けた研修ほ場の整備を支援

４ 産地規模拡大・気候変動対策の推進《4,681千円》 終期：令和10年度
   ・ぶどう生産者の技術向上を図るための共進会・研修会の開催、優良苗木の確保対策

30a未満
2073戸
(72%)

30~50a
476戸
(17%)

50~100a
287戸
(10%)

100a以上
38戸
(1%)

経営規模別生産者数

8% 15%
13% 15%

33%
22%

36%

29%

10%
454

567 20%

H27 R2 R7 R12

3,424戸
3,181

2,874 2,678

(予測)

年齢別生産者数の推移と今後の見通し

80歳以上

70歳代

60歳代

50歳代

50歳未満

＜低コストでの産地の規模拡大支援＞

・低コストで規模拡大を図るため、中古ハウスや棚を再活用する際の
修繕に必要となる新品資材の購入等を支援

・規模拡大に向け、省力的な栽培管理を行うためのロボット草刈機や
ハウス環境制御装置の導入を支援

●中古ハウス、果樹棚を活用した面積拡大

●経営規模の拡大に向けたスマート農業の導入

小規模で高齢の生産者が多い→生産者の規模拡大や新規就農者の確保・育成が必要

他産地より高単価→高い評価 面積は増加傾向
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 総合政策局政策推進課 

重点事業の名称 地域デジタル女子人材育成・就業事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅲ 地域を支える産業の振興 戦略プログラム ５ 働く人応援プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・本県では、住民の転出超過の状況が続いており、年齢別にみると、就職期である20代前半の転出超過が著しい状況にある。 
・日本政策投資銀行岡山事務所のリポート「岡山県における若者・女性の社会流出の現状と改善に向けて」によると、特に、女性の働き方の変化・進展に伴い、20代前半の女性 

の流出率の上昇が顕著であり、転出超過率は2010年の0.855％から2024年には2.914％にまで上昇している。 
・新型コロナウイルス感染症の影響を契機に加速したテレワークなどの普及により、個人のレベルでも、デジタルスキルを活かした職種の需要が拡大したことを背景に、働き方

の多様化も進み、デジタル技術を活用したキャリアチェンジや兼業・副業への挑戦が容易になってきている。また、地理的制約を超えた就業の実現につながっている。 
・2025年版中小企業白書によると、2024年は、2023年のアンケート調査に比べ、「段階１」（デジタル化が図られていない状態）と回答する事業者の割合が大きく減少してい 

るものの、未だに、デジタル化に取り組めていない、あるいは、次の段階へのステップアップも含めて取り組もうとしていない事業者が一定数存在している。 

【課題・必要性】 
・都市部と比較して、所得が高くない・上がらない、キャリアを形成しづらい、働き方改革が遅れており、子育てと両立しづらいなどの様々な理由により就業時の女性の県外流出 

が加速していることから、地域の女性をデジタル人材にリスキリングし、地域に住みながら、都市部の高単価な業務への就業や、兼業・副業など多様な働き方での就業、キャ
リアの選択肢拡大につなげる必要がある。 

・企業では人手不足感が高く、働き手が集まらないことに加え、予算等がネックとなり、経営変革やデジタル化への投資が進まないなど事業継続性のリスクが増加していること
から、業種や経営課題、デジタル化の取組段階等に応じた経営変革やデジタル化を支援することで、付加価値等の創出や生産性の向上による産業の活性化を図るとともに、デジ
タル技術を活用した新たな業務や雇用の創出につなげる必要がある。 

事
業
内
容 

新規地域デジタル女子人材育成・就業事業《24,200千円》 終期：R10 

  地域の女性をデジタル人材に育成し、地域在住のまま都市部の高単価な業務への就業支援を行う。また、地域企業の経営変革やデジタル化を支援し、アウトソーシングされた業務などへの就

業支援を行う。 

事
業
効
果 

①都市部並みの賃金水準の確保 

・地域の女性に、都市部において需要の高いデジタルスキルのリスキリングを行い、高単価な業務への就業を支援することで、従来の就業支援策と比べ、都市部並みの賃金水準の確保が期

待できる。 

②兼業や副業など多様な働き方での就業 

・地域の企業に、業種や経営課題、デジタル化の取組段階等に応じた経営変革やデジタル化を支援することで、業務の効率化などの効果が高まり、付加価値等の創出や生産性の向上につな

がるとともに、従来の雇用創出策と比べ、デジタル技術を活用したアウトソーシング業務など多様な業務の創出につながることが期待できる。 

・地域の企業のデジタル化に必要なデジタルスキルのリスキリングを地域の女性に行い、アウトソーシングされた業務などへの就業を支援することで、従来の就業支援策と比べ、兼業や副

業など多様な働き方での就業の機会が生まれることが期待できる。 

③地域への定着や流出防止 

・デジタル人材として育成した女性に、①、②の支援を行うことで、従来の就業支援策と比べ、地域に住みながら、女性の多様なキャリア形成が可能となるので、地域への定着や流出防止

につながることが期待できる。 
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事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

     

     

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 0 24,200 35,860 35,860  

財
源
内
訳 

国 庫  12,100 17,930 17,930  

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源 0 12,100 17,930 17,930  
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地域デジタル女子人材育成・就業事業[新規] ＜事業費＞R8:24,200千円

・地域デジタル人材の育成・就業 ・岡山在住リモートワーカーの創出

• 希望する地域住民（女性）をデジタル人材にリスキリング
• 地域企業のデジタル化を進め、生産性を向上させるとともに、事務のアウトソーシング
• 女性が地域に住みながら、魅力的な労働環境で就業

• 所得が高くない・上がらない、キャリアを形成しづらい、働き方改革が
遅れており、子育てと両立しづらい

⇒県外流出が加速
• 企業では人手不足感が高く、働き手が集まらない。デジタル化や経営変

革への投資が進まない

⇒事業継続性のリスク増加
• 地域では、生産年齢人口の減少、将来の県内出生数、子どもの減少加速

⇒地域の持続性低下

・デジタル人材の育成 ・地域デジタル女子の就業 etc.

• デジタルスキル習得により、キャリア
の選択肢拡大

• デジタル人材として、魅力的な雇用条
件で就業

⇒地域に住みながら、希望する労
働環境に就業

• 経営変革及びデジタル化により、労働効率
性を高め、稼ぐ力を向上

• 収益・職場環境改善に伴う労働条件の向上

⇒事業持続性の向上

県外企業からの
受注業務

アウトソーシング
業務

• 人材募集
• テレワーク環境

人口減少対策推進チーム

地域企業地域住民（女性）

地域人材プラットフォーム

ねらい

現状・課題

対応の考え方

効果

デジタルスキル
リスキリング

就業

経営変革・組織改革支援契約

仲介

キャリアの
選択肢拡大

稼ぐ力の
向上

地域の
活性化

人材育成 就業先提供
（県外）

地域就業先
開拓

取組イメージ

就業

就業
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部⼈権・男⼥共同参画課 

重点事業の名称 ⼥性活躍推進事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 

Ⅰ 結婚・子育ての希望がかなう社会の実現 
戦略プログラム 

３ 子育てと仕事の両⽴⽀援プログラム 
Ⅲ 地域を⽀える産業の振興 ５ 働く⼈応援プログラム 
Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 ９ ⽣きがい・元気づくり⽀援プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・少子⾼齢化による労働⼈⼝の減少が進む中、あらゆる分野における⼥性活躍の推進が期待されている。 
・しかし、⽇本では、企業の⼥性登⽤は進んでおらず、令和７年に世界経済フォーラムが公表した⽇本の男⼥格差（ジェンダー・ギャップ）指数は148カ国中118位、Ｇ７の中

では最下位であるなど、諸外国に⽐べて⼥性活躍が⼤きく遅れている。 
・県が実施した「県内事業所の男性育休取得状況等に関する調査」では、令和７年度の⼥性の管理職登⽤率（⺠間企業・課⻑以上）は18.5％と、男性（81.5%）に⽐べて低い状

況にある。 
・また、本県においては、就職期である若者の都市圏への転出超過が著しい状況にある。 
【課題・必要性】 
・⼥性の管理職登⽤や⼥性活躍を進めるためには、企業や地域における意識啓発に加え、働く⼥性のキャリア形成⽀援や、男⼥ともに仕事と家庭の両⽴ができる職場環境づくり

等を進めていく必要がある。 
・⼥性の就労に関しては、⼥性が出産を機に非正規雇⽤化する「Ｌ字カーブ」が課題であり、⻑時間労働等を前提とした労働慣⾏や⼥性への家事・育児等の無償労働時間の偏り、

それらの根底にある固定的な性別役割分担意識の解消に向けた男⼥双⽅の意識改⾰や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）に対する気付きの促進が必要である。 
・また、将来にわたり持続可能な地域社会を構築していくためには、若者・⼥性がさまざまなライフステージにあっても⾃分らしく⽣きていける魅⼒ある地域づくりとその発信

が必要である。 
・上記課題等に対応するため、現在策定中の第６次おかやまウィズプランに基づき、「男性にとっての男⼥共同参画の推進」や「政策・⽅針決定過程への⼥性の参画拡⼤」を図る

施策などを総合的に推進する必要がある。 

事
業
内
容 

 
１ ⼥性の職場等での活躍推進 
(１) ⼥性のキャリア形成応援事業《4,134千円》 終期︓R8  

仕事と家庭の両⽴や⼥性特有の健康課題など⼥性がキャリアを築く上での課題解決に役⽴つオンライン講座を実施する。 
(２) 新規⼥性管理職登⽤率向上対策事業《7,940千円》  

①企業で働く⼥性を応援するキャリアアップ講座《5,786千円》 終期︓R10 
企業等で働く⼥性に対し、キャリアステージに応じた連続講座や希望者向けのメンター派遣等を実施し、⼥性のキャリア意欲の向上やネットワーク構築等を図る。 

②経営層向けシンポジウム《2,154千円》 終期︓R10 
企業等での⼥性の育成・登⽤をテーマに専門家による基調講演や中小企業の経営者等が登壇するパネルディスカッションを実施し、⼥性活躍の気運を醸成する。 
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２ 働きやすい職場環境づくり 
“男性育休が当たり前な社会へ”男性育児休業取得等促進事業（再掲） 終期︓R8 

   企業等に対し、男性の育休取得期間に応じた奨励⾦を⽀給するとともに、男⼥がともに安心して子育てしながら働ける組織風⼟が醸成されるよう経営層や管理職等の意識啓発を図る
セミナーを実施する。 

 
３ 若者の県内での活躍推進 
  学生のキャリアデザイン講座（再掲） 終期︓R9  

    進路や就職先を検討している⼤学⽣に対して、⾃らのキャリアデザインを明確に描けるよう、県内事業所で活躍する⼥性管理職等（ロールモデル）との交流会を実施する。 
 

４ 県内全域での男⼥共同参画の推進 
⼥性活躍推進員の配置・地域啓発事業《3,738千円》 終期︓R9 

   県内全域で⼥性活躍の気運を醸成するため、⼥性活躍推進員（１名）をウィズセンターに配置し、出前講座の実施や市町村が希望する研修のコーディネート等、各地域での取組を⽀
援する。また、共通教材を作成し、講座内容の均質化を図る。 

 
５ 男性の家庭・地域での活躍推進 

  男性相談等の充実《504千円》 終期︓R9 
年々増加傾向にある家庭や介護等の悩みを抱える男性相談に対応するため、男性相談員による男性のための電話相談を実施する。（毎月第２・４⼟曜⽇） 

 

事
業
効
果 

・企業等で働く⼥性に対し、キャリアステージに応じた講座やメンター派遣等を実施することで、⼥性のキャリア形成や意欲の向上等が図られ、意思決定過程への⼥性の参画・⼥性管理職
の登⽤につながる。 
・企業や地域における意識啓発を⾏うことで、男⼥ともに安心して働ける職場環境づくりや、固定的な性別役割分担意識の解消・無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）への気付
きの促進につながる。 
・進路や就職先を検討している学⽣に対し、県内で活躍する⼥性管理職等との交流会を実施することで、⾃らのキャリデザインを描くきっかけとなり、県内における若者・⼥性の活躍（定
着）につながる。 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 
１(1)(2) 生き活き管理職における⼥性⽐率（⺠間企業／課⻑級以上） 18.5%(R7) 20.2%(R10) 1.7％ 
２ 生き活き14⽇以上の男性の育児休業取得率 43.5%(R7) 50.4%(R10) 6.9％ 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円) 11,116 16,316 12,182 7,940  

財
源
内
訳 

国 庫 5,430 6,761 4,694 2,700  
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源 5,686 9,555 7,488 5,240  
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経営層向けシンポジウムとセミナー

リーダー
候補女性

管理職
女性

・リーダーシップ講座
・上司、部下とのコミュニケーション講座
・女性管理職等との交流会
・社外メンター派遣（※希望者のみのオプション）

・管理職に求められるコミュニケーション講座
・部下へのコーチング講座
・女性経営者等との交流会
・社外メンター派遣（※希望者のみのオプション）

企業で働く女性を応援するキャリアアップ講座

新

シンポジウム

（中小企業での女性の育成・登用をテーマに基調講演）企業
・男性育児休業取得等促進事業（経営層向けセミナー）（再掲）

※2023国立社会保障・人口問題研究所推計

さ
ま
ざ
ま
な
意
見

が
あ
る
と
会
社
が

活
気
づ
く
な
あ
。

部
下
の
育
成
に

自
信
が
つ
い
た
わ
。

仕
事
と
私
生
活

両
立
で
き
そ
う
。

◆女性管理職登用率の向上
◆男女が共に個性と能力を十分に発揮

できる社会づくり

◆女性の人材育成

◆経営層の意識改革

■日本の人口は、２０２０年（12,615万人）から２０５０年（10,469万人）にかけて約２,１５０万人減少
生産活動を支える生産年齢人口は５９．５％から５２．９％となる見込み※
■あらゆる分野における女性活躍の推進が期待されているが、企業の女性登用は進んでいない。

生き活き指標
管理職における女性比率（民間企業）

１７．７％ → 20.2% 

新

新

女性活躍推進事業（女性管理職登用率向上対策事業）

現状・課題

必要性

事業内容

事業効果

女性人材を育て、意思決定過程への女性の参画、女性管理職の登用を一層進める。

106



 

107



108



109



110



111



112



113



 

重 点 事 業 調 書 

 

担当部局・課名 教育庁生涯学習課 

重点事業の名称 ふるさと岡⼭還流促進の場整備事業－岡⼭県東京寮整備事業－ 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅲ 地域を支える産業の振興 戦略プログラム ５ 働く人応援プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・公益財団法人岡⼭県育英会が設置している東京寮(県所有の土地を県育英会が賃借し建物設置)は、建築から50年余りが経過し、外装及び内装が著しく劣化している。 
（外装⇒剥離した外壁の周辺土地への落下、内装⇒床材の剥離、配管の悪臭の発生など） 
 
【課題・必要性】 
・撤去・改修いずれの⼿段とする場合も県育英会の⾃主財源のみで対応することは不可能であり、県の支援が必要な状況である。 
・⼥⼦学生の⼤学進学率が⾼まっている中で、本県からも⼀定数の若者・⼥性が進学を機に⾸都圏へ転出しているにも関わらず、本県関係の⼥⼦学生を対象とした在京県人寮は 

存在していないため、⺠間住宅等へ分散し、支援が⾏えていない状況である。 
 

事
業
内
容 

１ 新規ふるさと岡⼭還流促進の場整備事業－岡⼭県東京寮整備事業－《92,340千円》 終期︓R9 
   顕著に劣化している岡⼭県育英会東京寮を、⼀定のニーズがある⼥⼦寮として改修するための費用を、所有者である岡⼭県育英会に補助する。 
  （補助対象者）岡⼭県育英会、（補助内容）岡⼭県東京寮の外装⼯事・内装設計・⼯事に要する経費、（補助率）定額 

事
業
効
果 

・⼥⼦寮として改修することにより、本県⼥⼦学生の⾼等教育を受ける機会の確保につながることが期待できる。 
・県として推進する⼥性・若者の還流・定着対策関連事業を、効果的に投入する場として機能することが可能となることで、就職等を機に本県に還流する⼥性・若者の増加が期待できる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 生き活き本県出身の県外⼤学新卒者のUターン就職率 32.6%(R3年度-R6年度の平均) 35.5%(R10) 2.9% 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円)  92,340 198,290   

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債  69,100 144,500   
その他特定財源      
⼀ 般 財 源  23,240 53,790   

114



 

重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 保健医療部医療推進課 

重点事業の名称 救急安心センター事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム １ 保健医療充実プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・急な病気やけがをした時、直ちに救急車を呼ぶのがよいのか、救急病院に行くのがよいのか等の判断が難しく適切な受診につながっていないケースがある。 
・救急隊員の増員が困難な中、救急搬送件数が逓増傾向（令和2(2020)年77,465件→令和5(2023)年95,560件）にあり、軽症患者が45%を占めている。 

・重症以上傷病者のうち、医療機関に４回以上受入照会を行った割合が増加（令和元(2019)年2.9％→令和5(2023)年8.2％）し、現場での滞在が３０分以上の割合も増加（令和元(2019)

年3.4％→令和5(2023)年7.1％）するなど、救急搬送困難事例が発生している。 

・三次救急病院に救急搬送患者が集中し、空床が確保できず、新たな重篤患者の受入れが困難となる状況が発生している。 

・二次救急病院は、症状が安定し治療方針が示された患者の受入れは可能であるものの、重篤患者の受入れは困難である。 

・令和６(2024)年から医師の時間外労働に上限を設ける「医師の働き方改革」が開始されており、救急医療体制の維持が懸念されている。 

・令和7(2025)年11月時点で、県内９市町が救急安心センター事業を導入している。 

 

【課題・必要性】 
・病気やけがの際に、医療機関受診や救急車要請の判断に迷わないよう、専門家のアドバイスが求められている。 

・救急搬送及び救急病院の負担軽減を図るため、緊急性が乏しい軽症患者の受診の抑制など救急医療機関の受診の適正化を進める必要がある。 

・救急安心センター事業の県内市町村への広がりを踏まえ、事業効果を県内全域に波及させるためには、県が主体となり運用する必要がある。 

 

事
業
内
容 

１ 新規救急安心センター事業《33,571千円》 終期：R10 

救急医療機関の受診の適正化を進めるため、病気やけがの際、医療機関の受診の要否などについて電話で相談できる「救急安心センター事業」を、７月を目途に市町村の負担を求

めることなく実施する。 

 

 

 

事
業
効
果 

・病気やけがの際に、専門家からアドバイスを受けることにより、適切な受診行動につながる。 

・不要不急の救急車利用を抑制することで、救急搬送患者のうち軽症患者が占める割合の逓減を促進し、救急医療提供体制の確保が図れる。 

・二次、三次の救急病院が相互に連携し、個々の役割や機能を効果的・効率的に発揮することにより、「医師の働き方改革」に対応した持続可能な救急医療体制の構築につながる。 

 

 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 
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事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円)  33,571 31,040 31,040  

財
源
内
訳 

国 庫      

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源  33,571 31,040 31,040  
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目指すべき姿

取 組

現状・課題

救急患者 救急病院救急搬送

１ 救急安心センター事業 (33,571千円)
救急医療機関の受診の適正化を進めるため、病気やけがの際、医療機関の受診の要否などについて専門家が電話でアドバイスする「救急安心センター事

業」を県内全域を対象に実施

○三次救急病院
救急搬送患者が集中
・空床確保できず、新たな重篤患者の受入が困難

○二次救急病院
・重篤患者の受入は困難
・症状が安定し治療方針が示された患者は受入可能

○令和６(2024)年に「医師の働き方改革」が開始され
ている

○救急搬送困難事例が増加傾向

二次、三次の救急病院が相互に連携し、個々の役割や機能を効果的・効率的に発揮することにより、「医師の働き方改革」に対応した持続可能な救急医療
体制の構築を目指す。

○急な病気やけがをした時、直ちに救急車を呼ぶのがよ
いのか、救急病院に行くのがよいのか等の判断が難し
く専門家のアドバイスがあれば、救急病院の適正受診
につながる

岡山県内の救急搬送人員数 (単位：人)

救急安心センター事業
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県 国

重症以上傷病者のうち、現場で

の滞在が30分以上の件数が占

める割合(単位：％) 

○救急搬送人員は逓増傾向にあり軽症患者が４５％を
占める

重症以上傷病者のうち、医療

機関に４回以上受入照会を

行った件数が占める割合(単

位：％) 
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 保健医療部医療推進課 

重点事業の名称 医師・看護師等の地域偏在是正推進事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム １ 保健医療充実プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・医師偏在指標は、県全体では全国平均を上回るが、５つの二次医療圏のうち、県北の３医療圏では、全国平均を下回る。また、県南においても、人口10万人当たり医師数が全

国平均を大幅に下回る市町があるなど、医師不足が深刻な地域がある。 
・特に県北や中山間地域等において、医師の高齢化等に伴う診療所の閉院が続いている。 
・義務年限を終了した地域枠卒業医師は、令和７(2025)年４月現在６名であるが、今後、増加していく。 
・看護師等学校養成所では、県内就業率は横ばいであるが、県内就業者数は減少傾向にある。 
・県北の３医療圏では就業する看護職員のうち50歳以上の者の割合が40％以上であるなど、若手看護職員の確保に苦慮している。 
 

【課題・必要性】 
・今後も一定の定住人口が見込まれる医師不足地域においては、医師偏在対策を優先的・重点的に実施し、将来にわたり地域で必要な医療提供体制の維持を図る必要がある。 
・地域枠卒業医師・自治医科大学卒業医師は、地域医療の経験を有し、実情を理解していることから、義務年限終了後も医師不足地域の医療に携わることは、県内の医師偏在の是

正において重要である。 
・少子化に伴い看護学生数が減少しており、将来にわたり必要な看護職員数を確保するためには、学校養成所を卒業する若手看護職員の県内就業を促進する必要がある。 
・若手看護職員の県内定着を促進し、若者の県外流出防止に繋げる必要がある。 
 
 

事
業
内
容 

１ 拡充医師偏在の是正に向けた診療所の承継・開業支援事業《82,677千円》  終期：R8 

   医師少数区域等において、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保し、適切な医療サービスを提供するため、診療所の承継・開業支援を行う。 

  （補助対象者）医師少数区域等内の診療所、（補助内容）施設・設備整備等、（補助率）国1/3、県1/6等 

 
２ 新規地域枠卒業医師及び自治医科大学卒業医師の地域定着促進事業《13,908千円》 終期：R10  

   医師の地域偏在の是正を図るため、地域枠卒業医師・自治医科大学卒業医師の義務年限終了後のネットワークを構築し、義務年限終了後の地域への定着を促進するとともに、地域枠

卒業医師・自治医科大学卒業医師へのキャリア形成支援の強化等を行う。 

 

３ 新規新任看護職員県内就業促進事業《4,534千円》  終期：R10 

   県内就業率の向上及び県北における若手看護職員の確保を図るため、医療機関と県内看護学生等のマッチング対策の強化や、医療機関等による看護学生向けの就職ガイダンス等の効

果的な実施の支援を行う。 
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事
業
効
果 

・ 医師少数区域等の診療所等に対し、承継・開業等への支援を行うことで、閉院件数の減少が期待できる。 

・ 義務年限を終了した地域枠卒業医師等に対し、県内の医師少数区域等への定着を支援することで、医師の地域偏在の是正が期待できる。 

・ 県内病院等による看護学生向けの就職ガイダンス等の効果的な実施の支援を行うことで、県内就業率の向上が期待できる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

２ 
生き活き県内の医師不足地域の医療機関に勤務する地域枠卒
業医師数 

30人(R7) 31人(R10) １人 

     

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 43,269 101,119 18,442 18,442  

財
源
内
訳 

国 庫 28,846 55,115    

起 債      

その他特定財源  18,442 18,442 18,442  

一 般 財 源 14,423 27,562    
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目的

義務年限終了後の地域枠卒業

医師等の地域への定着を促進

することで、医師の地域偏在

の是正を図る。

事業

・地域枠・自治医科大学卒業

医師の義務年限終了後の

ネットワーク構築

・地域枠・自治医科大学卒業

医師へのキャリア形成支援

の強化

地域枠卒業医師及び自治
医科大学卒業医師の地域
定着促進事業

【事業費総額 13,908千円】

持続可能な地域の医療提供体制の実現

医師・看護師等の偏在

県全体では全国平均を上回っているが、県北を中心に地域偏在が
存在

医 師

・地域枠卒業医師・自治医科

大学卒業医師は、地域医療

の経験を有し、実情を理解

・今後、義務年限を終了した

地域枠卒業医師等が増加

② 看 護 師 等

・看護師等学校養成所卒業者

の県内就業率は横ばいだが、

県内就業者数は減少傾向

・県北の３医療圏では、看護

職員のうち50歳以上の者

の割合が40％以上

③医 療 機 関

・県北や中山間地域等では、

多くの診療所が閉院

・今後も一定の定住人口が

見込まれる医師不足地域

では、医療提供体制の維

持が必要

①

Evidence

医師・看護師等の地域偏在是正推進事業

① 医療機関
診療所の減少率 H26(2014)→R5(2023) [岡山県 4.1％]

but

高梁・新見圏域 13.6％ / 真庭圏域 18.2％ / 津山・英田圏域 6.7％

② 医 師
医師偏在指標 R6(2024) [全国 255.6] [岡山県 299.6]

but

高梁・新見圏域 148.2 / 真庭圏域 166.6 / 津山・英田圏域 196.3

人口10万人当たり医師数が全国平均未満の市町村数 23/27

③ 看護師等
学校養成所卒業者の県内就業率 R2(2020)65.8％→R6(2024)66.0％

but

学校養成所の卒業者数 R2(2020)1,530人→R6(2024)1,316人

50歳以上の看護師等の構成割合 R6(2024)[全国 34.9％] [岡山県 36.6％]

高梁・新見圏域 57.9％ / 真庭圏域 49.9％ / 津山・英田圏域 43.0％

目的

医師少数区域等において、将

来にわたり地域で必要な医療

提供体制を確保し、適切な医

療サービスを提供する。

事業

診療所の承継・開業支援

・施設整備

・設備整備

・地域への定着支援

医師偏在の是正に向けた
診療所の承継・開業支援
事業

【事業費総額 82,677千円】

医 療 資 源 の 特 性 に 応 じ た 多 面 的 な 取 組対策

現状

目標

～地域の医療ニーズに応じた医師・看護師等の確保～

目的

県内就業率の向上及び県北に

おける若手看護職員の確保を

図る。

事業

・医療機関と県内看護学生等

のマッチング対策の強化

・県内病院等による看護学生

向け就職ガイダンス等の実

施の支援

新任看護職員県内就業
促進事業

【事業費総額 4,534千円】
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 保健医療部健康推進課 

重点事業の名称 安全安心！不安を和らげる歯科医療提供体制構築事業（全身麻酔等の高度歯科医療） 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム １ 保健医療充実プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・患者の特性等から、歯科治療に対して過度な恐怖心や強い不安がある場合、歯科治療時に本人の協力を得られにくい場合など、一般の歯科診療所では対応困難な患者に対して、

不安を和らげる安全安心な歯科医療として、スペシャルニーズ歯科医療提供体制の整備が求められており、本県の体制は他県と比べ必ずしも十分ではない。 
・8020達成者（80歳で20本以上の歯が残っている者）が6割を超えるようになり、高齢化に伴って増加する、「多くの歯を有する認知症患者」への歯科医療対応が求められて

いる。 
・スペシャルニーズ歯科医療は、高い専門性と特殊な医療設備を要する。特に全身麻酔下での歯科治療が可能なのは、県内では岡山大学病院のみであり、約７か月待ちの状況のた

め、隣県で治療を受けざるを得ない者も多数存在している。 
・全身麻酔以外の口腔ケア等の治療も平均２か月待ちの状況である。 
 
  ＜スペシャルニーズ歯科医療の主な対象者＞ 

・歯科治療に対して、過度な恐怖心や強い不安で治療が難しい子ども等 
・嘔吐反射が強い者 
・認知症、発達障害、知的障害などでコミュニケーションが難しい者 
・運動や姿勢の制御が困難な者 
・心疾患や呼吸器疾患など医学的管理が必要な者 等 

 

【課題】 
・スペシャルニーズ歯科医療には、通常の歯科治療に比べて、多くの人手と時間、設備が必要なため、対応施設が不足している。 
・現状では、様々な理由により全身麻酔管理下等の歯科治療を必要とする治療ニーズは、本県において年間850件程度あると推計されるが、県内唯一の対応機関である岡山大学

病院では、現状年間450件程度の対応にとどまっている。岡山大学病院では全身麻酔器等の医療機器はすでに整備されているが、治療にあたる高度なスキルを持つ歯科医師が
少なく、医療を提供する専門人材の確保が課題である。 

・また、地域で開業している歯科医院の多くは、スペシャルニーズ歯科に対応しておらず、その育成が求められている。 
 
【必要性】 
・不安の強い方、障害のある方、高齢者をはじめ、スペシャルニーズを有する者は、症状を訴えることが困難なため、口腔疾患のリスクが高い。放置すると重篤な全身疾患に繋が

る可能性があり、対応の必要性は極めて高い。 
・他県等の遠方での受診は、医療的ケア児などの移動に医療機器や頻回の吸引等の生活援助行為が必要な患者や、その家族にとって負担が大きく、身近な地域で安全安心に歯科

医療を受けられる歯科医療提供体制の整備が必要である。 
・現在の待機患者の減少と今後増加するスペシャルニーズ治療の増加に備え、専門人材の確保と育成を行う必要がある。 
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事
業
内
容 

１ 新規安全安心！不安を和らげる歯科医療提供体制構築事業（全身麻酔等の高度歯科医療）《8,882千円》 終期：R10 

(１) 全身麻酔等の高度歯科医療提供《6,807千円》   

スペシャルニーズを有する患者が安全安心に歯科医療を受けられる歯科医療提供体制を推進するため、治療機器の整備された岡山大学病院に、障害者歯科医・歯科麻酔科医等の人

材を確保し、全身麻酔等の高度な歯科診療を実施する。 

(２)スペシャルニーズ歯科医療推進連絡会議《436千円》  

スペシャルニーズ歯科医療提供体制の構築を推進するため、連絡会議を設置し、福祉、学校等の関係者も交え、現状評価、地域の実情を踏まえた取組について、協議・検討を行う。 

(３)スペシャルニーズ歯科医療従事者研修会・育成事業《1,639千円》  

全身麻酔等の高度なスキルを必要とするスペシャルニーズ歯科に従事する医療者の資質向上のため、研修会を実施して対応できる人材を育成する。 

 

事
業
効
果 

・スペシャルニーズを有し通常の歯科診療所での対応が困難なために、歯科治療が受けられず長期待機している県内の患者に対し、全身麻酔等の歯科医療機器が整備されている岡山大学病

院に、専門的な知識・技術を有する歯科医師等を確保し、専門性の高い歯科医療を提供することにより、７カ月待機している現状に比べ、待機延長に歯止めをかけ、待機期間が減少し、

誰もが安全安心な歯科医療が受けられるようになる。 

・県内の歯科専門職に対し、資質向上の研修会を実施して人材育成を行うことで、スペシャルニーズの持続可能な歯科医療提供体制の構築につながる。 

 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

     

     

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円)  8,882 8,882 8,882  

財
源
内
訳 

国 庫  2,075 2,075 2,075  

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源  6,807 6,807 6,807  
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現 状

【新規】安全安心！不安を和らげる歯科医療提供体制構築事業（全身麻酔等の高度歯科医療）

課 題

⚫歯科治療に対して、過度な恐怖心や強い不
安で治療が難しい子ども

⚫認知症、発達障害、知的障害などでコミュ
ニケーションが難しい者

⚫運動や姿勢の制御が困難な者 等

スペシャルニーズを有する児・者

⚫全身麻酔下での歯科治療が可能なのは、県内では岡大
１施設のみで、７か月待ち（現状70人程度が待機）

⚫県外で治療を受けるものも多数存在
（年間数十人と推計）

⚫全身麻酔以外の口腔ケア等の治療も、平均２か月待ち

事業内容

◎ 全身麻酔等の高度歯科医療提供【6,807千円】

・福祉等の関係者も交え、現状評価、地域の実情を踏まえた取組について、協議・

検討を行う

◎ スペシャルニーズ歯科医療推進連絡会議【436千円】

◎ スペシャルニーズ歯科医療従事者研修会・育成事業【1,639千円】

・全身麻酔機器等の整備された岡山大学病院に、岡山市と連携し、障害者歯科医・

歯科麻酔科医等の人材を確保し、全身麻酔等の高度な歯科診療を実施する

・スペシャルニーズ歯科に従事する医療者の資質向上の研修会
・スペシャルニーズ対応歯科医の育成

目指すべき姿 ★ 不安を和らげる歯科医療提供体制が整備される
★ だれもが安全安心な歯科医療を受けられるようになる

大学病院等

口腔保健センター等

不安を和らげる歯科医療提供体制（委託・寄付講座等）の構築・口腔保健センター設置に関する協議
（県、岡山市、岡山大学病院、県歯科医師会、岡山市歯科医師会で構成）

事業のスキーム

スペシャルニーズを有する児・者

目 的 スペシャルニーズを有し、通常の歯科診療所で
の対応が困難な患者に対し、全身麻酔等に対応
可能な歯科医療提供体制を整備し、誰もが安全
安心に歯科医療が受けられるようにすること。

・定期健診、幼少期からの
フッ化物応用などの予防
・歯科へ慣れるトレーニング
・継続管理 等

・地域の人材育成
・トレーニング、
メンテナンス
・専門治療 等

◆症状を訴えることが困難で、歯科疾患の発症や重症化リスクが高い
◆多くの人手、時間、設備が必要なため、診療報酬で賄えない

⚫ 対応できる歯科医療機関の不足
⚫ 専門的人材の不足

*令和5(2023)年度県内治療数 延13,000件

・全身麻酔等の
高度歯科医療

地域の歯科診療所

県・市等からの支援

1次医療機関

２次医療機関

人材を確保し、スペシャルニーズ歯科医療を実施 ⇒ 治療待機縮減を図る

岡山大学病院へ人材雇用を補助

⚫ 口腔保健センター* 設置に向けた環境整備

⚫ 不安を和らげる歯科医療提供体制の強化

*歯科医師会等が中心となり、主にスペシャルニーズを
有する患者の歯科医療を担う機関

◆ 幼児期からの口腔ケア啓発
◆ 市中のスペシャルニーズ協力歯科医の育成

R8(2026)年度 R9(2027)年度 R10(2028)年度 R11(2029)年度以降

「目指すべき姿」
の実現へ

３次医療機関
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2019 1

2020 1
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 保健医療部医薬安全課 

重点事業の名称 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム １ 保健医療充実プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・小児慢性特定疾病により入院し、長期療養中の児童等については、学校生活などでの教育や社会性の涵養に遅れが生じるなど、将来への不安や悩みを抱えており、療養生活・学
校生活全般についてきめ細やかなサポートを必要としている。 

・令和6(2024)年度に小児慢性特定疾病の児童等を対象に行った、ニーズアンケート調査の結果、回答者の約96％が進学・就職支援について重要と回答しており、進学や就職に
対する支援ニーズが高くなっている。 

 

【課題・必要性】 
・令和 5(2023)年度から、コミュニケーション能力の向上や社会性の涵養を目的とした児童等の相互又はボランティア等との交流支援や、長期的な入院等により学校生活での遅

れが生じている児童等の学習空白を埋めることを目的とした学習支援を行ってきたが、医療の進歩や年齢層の変化等により、これまで重視されてこなかった進学や就職に関す
る課題が顕在化しており、新たな支援が必要となっている。 

・就職については、ロールモデルに出会う機会が不足しており、「病気だから無理だ」と将来に希望を持てない児童等が少なくないが、これまで本事業を利用した療養経験者から
多くの就職事例が報告されており、これらの情報を有効活用し、支援につなげる必要がある。 

・また、難病患者の県難病相談支援センターへの相談の約４割が就職に関する内容であり、将来直面する就労の課題に備え、早期から企業やハローワーク等関係機関と連携した
支援を行う必要がある。 

・進学にあたって、病気や障害に配慮した学習環境や合理的配慮の情報など、児童の慢性疾患にあった進路を選ぶための情報が不足している。また、児童が進路を考える際に相談
できる場が少なく、児童やその保護者が孤立した状態で進路選択に直面しており、児童や保護者に寄り添った適切な情報提供が必要となっている。 

事
業
内
容 

１ 拡充小児慢性特定疾病児童等自立支援事業《3,772千円》 終期：R10   

     悪性新生物、慢性心疾患などの小児慢性特定疾病により長期療養中の児童等に対して、療養経験のある支援員やボランティアが入院治療中から退院後まで継続的なサポートを実施

し、将来に希望が持てるよう必要な支援を行い、自立の促進を図る。 

    ・実態把握：課題の分析等を行い、事業の実施及び利用を促進するため、地域における継続的なニーズを把握する。 

    ・交流支援：同じ経験をした子どもや家族同士が交流できるイベントなどを通して、児童等が相互に又は療養経験のある支援員やボランティア等と交流することで、コミュニケー 

ション能力の向上、情報の交換及び社会性の涵養を図る。 

    ・就職支援：働く意欲がありながら、慢性的な疾患にり患しており就労阻害要因を抱えている児童等に対する動画や冊子による療養経験者の両立事例の紹介や、企業やハローワー 

ク等と連携した就職相談会の開催、インターンシップ・職場見学の実施により、就労機会の拡大を図る。 

    ・学習支援：学生ボランティアによる学習支援や学校関係者による学校での合理的配慮の紹介、特別支援学級の説明などを行う進学に関する相談会の開催によって、学習空白の解 

消や、円滑な復学・進学を支援する。 
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事
業
効
果 

・地域における実態や継続的な支援ニーズの把握により、従来の支援と比べ、ニーズに沿った事業の実施及び利用を促進する。 

・働く意欲がありながら、慢性的な疾病にり患しており就労阻害要因を抱えている小児慢性特定疾病児童等に対して、療養経験がある若者の就労体験談を聞くイベントの開催など、将来に

ついて考える機会の創出により、従来の支援と比べ、社会参加の一層の推進及び自立の促進を図る。 

・慢性的な疾病を抱えるため、学校生活などでの教育や社会性の涵養に遅れが生じ、自立を阻害されている小児慢性特定疾病児童等に対して、学生ボランティアによる学習支援や就学・進

学に関する相談会やセミナーなどの実施により、従来の支援と比べ、就学・進学に関する将来の不安を解消し、自立の促進を図る。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

     

     

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 3,018 3,772 3,942 3,772  

財
源
内
訳 

国 庫 1,509 1,886 1,971 1,886  

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源 1,509 1,886 1,971 1,886  
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各種支援を長期療養を経験
した支援員が行うことによ
り、治療による苦痛や不安
に寄り添い、心のケアを行
う。

・将来への不安
・孤独感
・学習の遅れ

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

【学習機会をサポート】
・学生ボランティアによる学習空白を埋めるための学習支援
・未就学児は、体験空白を埋めるため、知育ゲームなどで交流
・就学・進学に関する相談会の開催

【子どもたちを“ひとりぼっち”にさせない支援】
・同じ経験をした子どもや家族同士が交流できるイベント開催
・講演会などを通して、病気を抱える子どもたちの支援の輪を拡充

悪性新生物、慢性心疾患などの小児慢性特定疾病により長期療養中の児童等に対して、入院治療中から退院後まで継続的
にサポートし、将来に希望が待てるよう必要な支援を行い、自立の促進を図る。

長期療養中の児童

②交流支援

④学習支援【拡充】

・地域における小児慢性特定疾病児童等の継続的なニーズ把握

①実態把握【新規】

【将来に希望が持てるようにするための支援】
・療養経験者の両立事例を紹介する動画や冊子の作成
・企業やハローワーク等と連携した、就職相談会、インターンシップ、
職場見学の実施

③就職支援【新規】
ピア・サポート

※令和５年１０月の法改正で新設

小
慢
児
童
等
の
実
情
を
把
握
し
、
課
題
の
分
析
等
を
行
い
、
事
業
の
実
施
及
び
利
用
を
促
進
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 保健医療部健康推進課 

重点事業の名称 ギャンブル等依存症対策推進事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ２ 福祉サービス推進プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・依存症とはアルコールやギャンブルなどの特定の物質や行為を習慣的に繰り返すうちに「やめたくても、やめられない」状態になる病気で、ギャンブル等依存症はギャンブル等

にのめり込むことにより、本人及びその家族の日常生活や社会生活に支障を生じさせるのみならず、多重債務や犯罪等の重大な社会問題を生じさせる場合がある。 
・各公営競技（競馬、競輪等）におけるインターネット投票の割合は、令和５(2023)事業年度実績で、売上の約８～９割となっている。 
・ギャンブル等依存症者数（推計）は、国が令和５(2023)年度に実施した調査結果から推計すると、県内に約 24 千人いるとされる一方で、県内のギャンブル等依存症の精神科

外来患者数は、令和3(2021)年実績で132人となっている。 
・岡山県精神科医療センターや精神保健福祉センター（県・岡山市）等で行われているギャンブル等依存症に係る回復支援プログラムの参加者数は、令和5(2023)年度実績で129

人となっている。 
・県内のギャンブル等依存症の専門医療機関は、岡山県精神科医療センター１機関のみである。 
・ギャンブル等依存症の家族会等の民間支援団体が実施する定例会等への参加者数は、令和6(2024)年度実績で524人となっている。 
・令和7(2025)年7月に岡山県ギャンブル等依存症対策推進計画を策定した。 
 

【課題・必要性】 
・ギャンブル等依存症とはどのような病気かといった正しい知識が普及しておらず、のめり込み防止や発症予防ができていない。また、本人及びその家族が問題の深刻さを認識

できず、支援に関する情報を得にくい。 
・公営競技のオンライン化が進み、違法なオンラインカジノが身近な危険となるなど、スマートフォン一つでいつでもどこでもできることから、若年層も容易にギャンブルに接

しうる環境となっている。 
・医療機関や相談支援の資源が十分でないため、多数存在すると考えられる潜在的な患者の受け皿となる医療機関等を充実させる必要がある。 
・自助グループや民間支援団体は、治療継続や社会復帰に向かうための身近な支援の担い手であるものの、その活動があまり知られておらず、関係機関は情報共有や連携を行い、

本人及びその家族が適切な支援を受けることができる体制を整備する必要がある。 
・県ギャンブル等依存症対策推進計画に基づき、各関係機関が施策等を互いに連携協力して実施する必要がある。 
 

事
業
内
容 

１ 新規ギャンブル等依存症対策推進事業《3,477千円》 終期：R10 
(１)若年層への普及啓発事業《1,562千円》 

・若年層とギャンブル等の関わりはあまり認識されておらず、大学、短大、専門学校等（以下、大学等という。）での普及啓発活動を行うには、まずは大学等関係者への理解 

   促進を図る必要があるため、大学等関係者への聞き取りを行う。また、学生へもアンケートを実施し、現状を把握する。 

・大学等関係者・学生への聞き取り等を基に、大学等に委託して学生による啓発動画を作成する。 

・啓発動画を活用して、大学等において様々な機会を捉えて出前講座（現地開催、オンライン等）を実施する。また、出前講座ではギャンブル等依存症の本人や家族による体 

   験談を発表する機会も設ける。 
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(２)回復支援プログラム実施支援事業《1,431千円》 

・ギャンブル等依存症の専門医療機関は県内に1機関しかなく、依存症医療の均てん化を図るため、専門医療機関以外の精神科医療機関に委託して、治療や回復支援プログ 

ラムが受けられる体制整備づくりをモデル的に実施する。将来的には、専門医療機関としての認定を目指す。 

 

(３)受診後の患者支援事業《484千円》 

・依存症治療拠点機関がこれまでに培った県内の依存症治療支援のネットワークや治療支援技術の質の担保をもとに、それらを活用した患者支援の方法を広めるため、認知行動療法 

 を取り入れた新たな自助グループ（ギャンブル等を中心とした依存症を対象）の立ち上げや、ギャンブル等依存症に関する、自助グループや債務整理の方法、オンラインによる 

ギャンブルのアクセス制限の方法などを網羅した患者向けテキストの作成を行う。 

 

事
業
効
果 

・従来の情報提供施策（パネル展示、パンフレットの配布等）に加え、若年層に対し普及啓発活動を実施することで、正しい知識が若年層にも普及し、ギャンブル等依存症になるリスクの

発生抑制が期待できる。 

・専門医療機関以外の精神科医療機関で回復支援プログラム等の実施に必要な立ち上げ支援や、新たな自助グループの立ち上げ支援を行うことで、現在の医療機関・自助グループ等の体制

と比べ、受診者数、回復支援プログラム・自助グループ等への参加者数が増え、回復・社会復帰のための支援につながる人の増加が期待できる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

     

     

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円)  3,477 3,803 3,803  

財
源
内
訳 

国 庫  1,738 1,901 1,901  

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源  1,739 1,902 1,902  
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事業内容

〇回復、社会復帰するための社会づくり
３ 受診後の患者支援事業【484千円】
・認知行動療法を取り入れた新たな自助グループ（ギャンブル等を中心とした依存症
を対象）の立ち上げ

・ギャンブル等依存症に関する、自助グループや債務整理の方法、オンラインによる
ギャンブルのアクセス制限の方法などを網羅した患者向けテキストの作成

〇正しい知識の普及啓発及び不適切なギャンブル等の防止
１ 若年層への普及啓発事業【1,562千円】
・大学生等に対して、ギャンブル等や依存症に関するアンケートの実施
・大学生等による啓発動画の作成
・大学等において様々な機会を捉えた出前講座やパネル展示の実施
・大学等へのパンフレット配布

〇医療体制の整備と連携の促進
２ 回復支援プログラム実施支援事業【1,431千円】
・依存症医療の均てん化のため、専門医療機関以外の医療機関で、治療や回復支援
プログラムが受けられる体制整備づくりをモデル的に実施

〇関係機関による連携協力体制の構築
・岡山県ギャンブル等依存症対策連携会議の開催等

発生予防
（１次予防）

早期社会復
帰・再発予防
（３次予防）

早期発見
・早期対応
（２次予防）

基盤整備

ギャンブル等依存症対策推進事業

○ギャンブル等にのめり込むことにより、本人及びその家族の日常生活や社会生活
に支障を生じさせるのみならず、多重債務や犯罪等の重大な社会問題を生じさせ
る場合がある。

○ギャンブル等依存症とはどのような病気かといった正しい知識が普及しておらず、
本人及びその家族が問題の深刻さを認識しにくく、支援に関する情報を得にくい。

○医療機関や相談支援の資源が十分でない。

現状・課題 ■ギャンブル等依存症者数（推計）■
県内で約24千人（国が令和５(2023)年度に実施した調査

結果から推計）
■ギャンブル等依存症に係る回復支援プログラムの参加者数■
129人（令和５(2023)年度）

■全国の公営競技の状況■
売上の８～９割をインターネット投票が占めている。

病
気
の
発
症
、
進
行
、
再
発
の
各
段
階
に
応
じ
た
対
策
を
実
施

精神障害の有無や
程度に関わらず、誰
もが日常生活圏域を
基本として、安心して
暮らすことができる
社会の実現

「精神障害にも対
応した地域包括
ケアシステム」の

推進
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 子ども・福祉部障害福祉課 

重点事業の名称 障害のある人の就労定着等支援事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ２ 福祉サービス推進プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・障害のある人に対する就労支援については、障害福祉サービス事業所（就労移行支援、就労継続支援 A 型・B 型）、岡山障害者職業センター（地域障害者職業センター）、岡山

障害者就業・生活支援センターなど、様々な就労支援機関により、多角的にサポートする体制が整備されている。 
・このうち、県では、障害者雇用促進法に基づき、県内４箇所に障害者就業・生活支援センターを指定し、福祉部門と雇用部門が連携を図りながら、就業面及び生活面の一体的な

支援を行っている。 
・各機関の取組により、障害のある人の「一般就労への移行」は着実に進む一方で、一度就労したものの、障害特性による環境への不適応、人間関係のつまずき、体調管理の難し

さなどから離職してしまうケースが少なくない。 

【課題・必要性】 
・一般就労後の職場定着率の向上には、職場での人間関係や業務への適応、生活面との両立、企業側の障害特性への理解向上が必要であり、就職後のきめ細かなサポートが不可欠

である。 
・障害のある人の身近な地域で就労・生活面を一体的にサポートする障害者就業・生活支援センターと連携した定着支援が不可欠である。 

事
業
内
容 

１ 就労定着等の支援体制の強化  
就労定着等支援体制強化《4,913千円》 終期：Ｒ10 

就労定着等支援アドバイザー（専属スタッフ１名）を岡山障害者就業・生活支援センターに配置し、国、就労系事業所及び企業と連携した一般就労移行・定着支援を実施する。 

（職場等訪問による課題把握、対面支援、相談・助言、企業との連絡調整等） 

 

２ 障害のある人のスキルアップ・定着支援《2,029千円》 
(1) 就労移行・定着支援のスキルアップ研修（ジョブガイダンス）《558千円》  終期：Ｒ10 

働く意欲のある障害のある人に対し、その特性や能力を生かすことができる最も適切な「働く場」への移行等の支援につなげるため、当事者とその支援者が共に就職活動の演習を

行うといった実践形式の研修会を開催する。（年５回） 

 

(2) 自立支援座談会開催《245千円》  終期：Ｒ10 

職場不適応等による離職の発生等を未然に回避できるよう、専門家を交え、就労上の課題や生活上の不安等を当事者間で共有する場を定期的に開催し、自ら課題解決するための糸

口を提供する。（年４回） 

 

(3) ワークフォーラム開催《1,226千円》  終期：Ｒ10 

障害のある人の一般就労に向けた動機付け等を醸成するため、障害者雇用に取り組む企業等による合同説明会を開催する。（年１回） 
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３ 多機関連携の促進  
拡充就労定着連携支援ネットワーク事業《616千円》  終期：Ｒ10 

  就労支援機関（ハローワーク、就労系福祉事業所等）の連携範囲を拡充し、医療機関、相談支援事業所、企業等との連携を強化した支援体制を構築する。（年２回） 

事
業
効
果 

・一般就労を目指す、又は既に一般就労している障害のある人やその雇用主である企業を対象に、就労定着等支援アドバイザーが職場訪問、企業への助言、生活面を含めた総合的な相談支

援を行うことで、就労上の課題の早期把握・解決につなげることができ、その結果、障害のある人の離職率の低下、生活の安定、ＱОＬ（生活の質）の向上、さらには社会参加の促進が

期待できる。 

・就労移行・定着支援事業所、ハローワーク、医療機関、行政、企業等の関係機関が連携した、支援体制の構築により、障害のある人への切れ目のない支援や、個々の課題に応じた支援の

質の向上に加え、関係機関の役割分担が明確化されることにより、地域全体での支援体制の確立が期待できる。 

・企業における障害者雇用の理解が進み、雇用促進と定着率の向上が図られることにより、労働力人口の確保、共生社会の実現、地域経済の活性化、社会保障費の抑制など、地域社会全体

の活性化が期待できる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1、2、3 生き活き障害福祉サービス利用者の一般就労への移行者数 525人/年(R6) 
1,825人 

(R7～R10累計) 
― 

1、2、3 
県内障害者就業・生活支援センター登録者の一般就労後の

１年経過時の職場定着率 
61.1%(R6) 70.0％(R10) 8.9％ 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 7,436 7,558 7,558 7,558  

財
源
内
訳 

国 庫 3,718 3,779 3,779 3,779  

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源 3,718 3,779 3,779 3,779  
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身体 知的 精神 その他

障害のある人の就労定着等支援事業

●障害のある人の就労継続と安定（離職率の低下、QOLの向上、社会参加の促進)
●企業の障害者雇用促進と定着率の向上
●地域社会全体の活性化（労働力人口の増加、共生社会の実現、社会保障費の抑制）

●一般就労への移行者数は堅調に推移しているが、その後の定着が課題であり、定着率の向上が必要

■【拡充】就労定着連携支援ネットワーク事業

・ 就労支援機関（ハローワーク、就労系福祉事業所等）の連携範囲
を拡充し、医療機関、相談支援事業所、企業等との連携を強化した
支援体制を構築

■就労定着等支援アドバイザーの配置
・ 既存事業に加え、国、就労系事業所及び企業と連携した就労定
着支援を実施するため、就労定着等支援アドバイザー（専属・１名）
を配置

就労定着等の支援体制の強化

■就労移行・定着支援のスキルアップ研修（ジョブガイダンス）

・ 障害のある人のＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）や就職活
動の実演等、実践に即した研修会を開催

■ワークフォーラム開催
・ 障害者雇用に取り組む企業等による合同説明会

障害のある人のスキルアップ・定着支援 多機関連携の促進

＜就職後のフォローに重点＞
自宅・企業等訪問による課題把握、対面支援、相談・助言、

企業との連絡調整等
※一般就労が困難となった者には復帰調整

■自立支援座談会開催

・ 専門家の招聘を交えつつ、就労上の課題や不安等を当事者間で
共有する場を定期的に提供

【 4,913千円】

【 558千円】

【 1,226千円】

【 616千円】

【 245千円】

（県障害福祉課調査）

(年度)

障害者職場定着率(全国)

・身体障害者：60.8％
・知的障害者：68.0％
・精神障害者：49.3％
・発達障害等：71.5％

※出典「障害者の就業状況等に関する
調査研究」（2017年、JEED)
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・R3(2021)年度：86.1％
・R4(2022)年度：85.0％
・R5(2023)年度：84.6％

※出典「令和５年度雇用動向調査」
（2024年、厚生労働省)

県内障害者就業・生活支援センター登録者の就職状況

(年度)
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268
264
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●一般就労移行者数は堅調に推移

＜生き活き指標＞ 415人/年→1,825人（4年間累計）
（2025～2028年度）

＜支援機関の専門性向上と連携強化＞
研修、連絡会等の開催による支援ノウハウの蓄積、

多機関連携の促進

「就労定着支援」は、現状、事業所が不足しており、引き続き、
定着支援を補完する取組が必要
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 重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 子ども・福祉部障害福祉課 

重点事業の名称 強度行動障害のある人の安心生活のための基盤整備推進事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ２ 福祉サービス推進プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 

・県内の強度行動障害のある人：388人（令和元(2019)年度調査） 

・強度行動障害とは、混乱や不安を感じていても言葉ではうまく表現できず、自傷や他害行為等が通常考えられない頻度と形式で出現している状態であり、個々の障害特性を踏

まえて機能的なアセスメントを行い、強度行動障害を引き起こしている環境要因を調整する「標準的な支援」を行うことが求められている。 

・強度行動障害に対応できる専門的な知識とスキルを持つ人材が不足しており、受け入れて適切に支援できる障害福祉サービス等事業所が限られている。 

・特定の事業所や支援者だけで支えるには限界があり、地域の中で複数の事業所、関係機関が連携して支援を行う体制の構築が求められている。 

・事業所における強度行動障害を有する人への支援の中心的な役割を果たす「中核的人材」を養成する研修について、令和９(2027)年度から都道府県が実施主体となる予定であ

る。 

【課題・必要性】 

・支援者養成研修による支援者全体のスキルアップとともに、中核的人材養成研修を通じた事業所の中核となる人材の育成が必要である。 

・特定の支援者だけで対応するのではなく、各事業所において標準的な支援を進めていくため、支援現場に専門家を派遣し、事業所の支援力の強化を促進していく必要がある。  

・医療、福祉、教育など、関係機関が密に連携することで、乳幼児期、学齢期、成人期にいたるライフステージを通じた切れ目のない支援体制を構築していく必要がある。 

・強度行動障害に関する正しい知識や適切な支援方法を、支援者だけでなく地域住民等にも広く周知し、理解を深めていく必要がある。 

事
業
内
容 

１ 標準的な支援の普及・定着《2,550千円》 
(１) 強度行動障害支援者養成研修《1,028千円》 終期：なし 

強度行動障害のある人に対する適切な支援を行う者を養成する法定研修（基礎研修・実践研修）を実施する。 

 

(２) 新規強度行動障害支援人材連携ネットワーク事業《1,522千円》 終期：R10 

強度行動障害支援の中心的な役割を果たす中核的人材の養成や、支援人材の育成に関わるコアメンバー等を対象とした理解促進研修を実施する。 

また、支援に係る情報共有や研修実施体制の充実のため、中核的人材や広域的支援人材等のネットワークを構築する。 

 

２ 強度行動障害への理解促進  
強度行動障害への理解促進事業《300千円》 終期：R10 

強度行動障害のある人の理解促進を図るため、県民や関係者を対象としたシンポジウム等を開催する。 
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3 困難群に対する支援  
 拡充強度行動障害に係る機関コンサルテーション推進事業《6,608千円》 終期：R10 

・強度行動障害に係る対応や支援方法について困っている事業所等からの相談・助言を行う窓口を設置する。 

   ・施設や病院、学校、保護者等からの依頼に応じて、各分野の専門家（スーパーバイザー）を派遣し、ケース検討、環境整備等に関する具体的な助言などを実施する。 

・相談等を通じて把握したケースについて、適切な支援（集中的支援や本事業によるコンサルテーション等）に方向付けするとともに、集中的支援を実施する場合の関係機関との調

整を行う。  

事
業
効
果 

・強度行動障害のある人を適切に支援できる専門人材の育成や、事業所等の支援力向上を図る取組により、支援方法の質が高まり、対象者の行動特性に応じた適切な支援や生活環境の調整

を図ることで、本人の生活の安定とＱＯＬ（生活の質）の向上につながる。 

・強度行動障害のある人を支援できる人材を県内各地域で育成することで、地域ごとの支援格差を是正し、県全体として支援体制の底上げを図ることができる。 

・シンポジウム等の開催を通じて、強度行動障害に対する正しい理解と支援の重要性を広く共有し、地域全体で共に支える意識を高めることで、地域での共生に向けた受入れ基盤の形成に

寄与する。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1(2) 中核的人材養成研修修了者数 9人(R7) 55人(R10) 46人 

3 スーパーバイザーの派遣コンサルテーション件数 14件(R6) 50件(R8～R10累計) 36件 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 8,628 9,458  11,877 11,877   

財
源
内
訳 

国 庫 4,314 3,968  5,295 5,295   

起 債       

その他特定財源 514        

一 般 財 源 3,800 5,490  6,582 6,582   
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強度行動障害のある人の安心生活のための基盤整備推進事業

■強度行動障害支援者養成研修 【H27～】

現状・課題・必要性

■強度行動障害に係る機関コンサルテーション推進事業 【拡充】

標準的な支援の普及・定着 ＜人材育成＞ 困難群に対する支援 ＜機関コンサル＞

・ 対応や支援方法について困っている事業所等からの相談助言を行う窓口を設置

・ 施設や病院、学校等からの依頼に応じて、各分野の専門家（スーパーバイザー）を派遣

・ 集中的支援（法定給付）を実施する場合の関係機関との調整 【拡充】

・ 利用者の状態が悪化し、現状の障害福祉サービス等の利用や生活
維持が困難になった場合、「支援推進チーム会議」による検討

・ 強度行動障害のある人に対する適切な支援を行う者を養成する法定研修（基礎
研修・実践研修）を実施

■強度行動障害支援人材連携ネットワーク事業 【新規】

・ 中核的人材の養成や支援人材の育成に関わるコアメンバーへの研修実施

・ 支援に係る情報共有や研修実施体制の充実のため、中核的人材や広域的支援
人材等のネットワークを構築

・ 強度行動障害のある人の理解促進を図るため、県民や関係者を対象としたシンポ
ジウム等を開催

■強度行動障害への理解促進事業

「強度行動障害」とは、混乱や不安を感じていても言葉ではうまく表現できず、自傷や他害行為等が通常考えられない頻度と形式で出現している状態をいう。

○ 強度行動障害を有する児者の支援においては、特定の事業所や支援者だけで支えるには限界があるため、地域の複数事業所等が連携して支援を行う体制の構築が必要

○ 事業所における支援の中心的な役割を果たす人材（中核的人材）を中心に、強度行動障害を引き起こしている環境要因を適切に調整することが必要（標準的な支援）

○ 適切に支援を行うことができる人材を計画的に育成していくことが必要

強度行動障害への理解促進

連携 コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン

補助役

コンサルテーションチーム

スーパーバイザー・ 強行支援に関する相談窓口
・ SV派遣・コンサルテーション事業調整
・ 集中的支援の実施調整

おかやま発達障害者支援センター

教育機関
（特別支援学校等）

医療機関
（精神科医療センター等）

支援体制の強化

【 1,028千円】

【 1,522千円】

【 300千円】

【 6,608千円】■強度行動障害支援者養成研修

強度行動障害のある人が地域で安心して暮らせる社会の実現

障害福祉サービス(児・者）事業所

集中的支援

関
係
機
関
と
の
調
整
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 子ども・福祉部子ども家庭課 

重点事業の名称 岡山県青少年総合相談センターＳＮＳ相談事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ３ 子ども・若者支援プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・10代の少年による凶悪犯罪の続発や、いじめや不登校などの問題行動が大きな社会問題となる中、その背景にある青少年の悩みや不安を解消するため、平成13(2001)年７月

に、それまで別の場所で運営していた青少年関係の相談窓口を１箇所にまとめ、岡山県青少年総合相談センター（ハートフルおかやま１１０）を設置した。 
・現在、４つの特色ある窓口が相互に連携しながら、電話やメール、面接による相談を実施しており、令和５(2023)年５月には、総合相談窓口にＳＮＳ相談を開設した。 

【課題・必要性】 
・スマートフォンが普及し、青少年のコミュニケーションツールとして、ＳＮＳが主流となっている。 
・青少年が相談しやすい環境を整備するためには、青少年のコミュニケーションツールの変化に対応した相談手段を提供することが重要であり、電話やメール、面接による相談

窓口に加え、ＳＮＳを活用した相談窓口を設置し、青少年のニーズに対応した多様な相談方法を提供する必要がある。 
・ＳＮＳ相談は、岡山県青少年総合相談センターにおける令和３(2021)年度及び令和４(2022)年度の試行実施を経て、令和５(2023)年５月から通年で実施しており、相談件数

が着実に増加するなど、相談窓口の一つとして定着している。 

事
業
内
容 

１ 岡山県青少年総合相談センターＳＮＳ相談事業《15,503千円》 終期：R10  

   青少年のコミュニケーションツールの変化等に合わせ、悩みや不安を抱える青少年が相談しやすい環境の整備を図るため、岡山県青少年総合相談センターにおいて、ＳＮＳを活用し

た相談窓口を設置する。 

  （対  象） 県内に在住・在学する39歳以下の青少年及びその保護者    （相談対応時間） 週３日【火・木・土曜日】１７：００～２１：００ 

  （実施方法） ＳＮＳ相談の実施、緊急時の対応、システムの構築・運用・管理等を民間事業者に委託  

事
業
効
果 

・ＳＮＳを活用した相談には、会話が苦手な方も利用しやすい、周囲に気付かれずに相談できるといったメリットがあり、電話等では相談につながらなかった青少年が一人でも多く相談に

つながることで、悩みや不安を抱える青少年の孤立・潜在化が防止できる。 

・ＳＮＳの利点として、窓口が混雑していない時間に相談員から相談者への話しかけを行うプッシュ型アプローチが可能であり、相談件数が増加する。 

・生命に関わるような困難な事案も一定数発生する中、ＳＮＳカウンセラー資格など高い専門性と経験を有する相談員により、安定的な運営が確保できる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

     

     

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 14,645 15,503 15,503 15,503  

財
源
内
訳 

国 庫 7,322 7,751 7,751 7,751  

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源 7,323 7,752 7,752 7,752  
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岡山県青少年総合相談センターＳＮＳ相談事業

○ 青少年や保護者を対象に、総合相談窓口など特色ある４つの相談窓口が相互に連携しながら、電話やメール、面接による相談を実施
○ 令和５（２０２３）年５月には、総合相談窓口にＳＮＳ相談を開設

岡山県青少年総合相談センターの相談窓口

○ スマートフォン所持率の変化等

○ 岡山県青少年総合相談センターにＳＮＳを活用した相談窓口を設置 → 悩みや不安を抱える青少年の利便性向上とプッシュ型アプローチ

県内に在住・在学する３９歳以下の青少年及びその保護者

週３日 １７：００～２１：００

相談員がチャット形式で相談に対応 相談対応や緊急時の対応、システムの構築・運用・管理等を民間事業者に委託

課題・必要性

悩みや不安を抱える青少年の孤立・潜在化の防止

青少年のコミュニケーションツールの変化に合わせ、悩みや不安を抱える青少年が相談しやすい環境を整備

対 象

相談対応時間

実施方法

ＳＮＳ相談の主なメリット
○会話が苦手な方も利用しやすい
○周囲に気付かれずに相談できる
○文字にすることで、置かれている状況や気持ちを整理できる

火・木・土曜日

取組

多くの青少年がスマートフォン等を所持
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R3（試行） R4（試行） R5 R6

１日平均相談件数及びＬＩＮＥ友だち登録数

ＬＩＮＥ友だち登録数

（年度）

（人）（件）

相談件数、友だち登録数
共に着実に増加

アンケート結果等

20

40
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80

100

R1 R2 R3 R4 R5 R6

スマートフォン・携帯電話所持率

小学生 中学生 高校生 （年度）

（％）

出典：スマートフォン等の利用に関する実態調査（岡山県教育委員会）

青少年のコミュニケーションツールの変化に対応した相談手段の提供が重要

〇時間帯については、「ちょうどいい」との回答が約６４％とな
っている。

〇自由記述においても、「自分のペースで会話ができる」、「文
字に残っているので、また悩んだときに読み返そうと思う」等
の意見が寄せられており、ＳＮＳのメリットを生かし、相談窓
口の一つとして定着している。

〇友だち登録しているものの相談につながっていない相談者がい
るため、窓口が混雑していない時間に話しかけを行い、相談に
つながる場合もある。

プッシュ型アプローチも可能な
相談窓口の一つとして定着
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 子ども・福祉部障害福祉課 

重点事業の名称 医療的ケア児等と家族の安心生活サポート事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ３ 子ども・若者支援プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・県内の医療的ケア児数：395人（令和７(2025)年９月調査) 
・医療的ケア児支援法（令和３(2021)年９月施行）に基づき、医療的ケア児及びその家族等に対する総合的な窓口として「岡山県医療的ケア児支援センター」を令和４(2022)年

４月に設置し、各種相談や助言、情報提供等を行っている。 
・医療的ケア児等（重症心身障害児者を含む）を抱える家族の負担は大きく、慢性的な睡眠不足や自身の外出困難、通園・通学の困難さなど、精神的・身体的・経済的負担が大き

い。 
・医療的ケア児等が、地域で安心して生活できるよう、保健、医療、福祉、保育、教育など、様々な分野の関係機関と連携し、必要な支援を総合的に調整する役割を担う者（医療

的ケア児等コーディネーター）を、毎年度養成している。（平成29(2017)年度～令和６(2024)年度研修修了者351名） 
・平成26(2014)年度から開始した短期入所サービス拡大促進事業の利用は年々伸びているが、対応できる職員不足等により受入可能な施設数は伸び悩んでいる。 

【課題・必要性】 
・医療的ケア児等を抱える家族の負担軽減を図るレスパイトサービス（短期入所）に加え、日中におけるサービス提供の充実が必要である。 
・レスパイトサービス（短期入所）等の提供には、受入先において専門的な知識・技術が必要であることから、支援を行う人材の確保・育成が必要である。 
・岡山県医療的ケア児支援センターと連携し、地域での支援の窓口となる医療的ケア児等コーディネーターの養成及び資質向上を図る必要がある。 

事
業
内
容 

１ 医療的ケア児及びその家族等の日常生活における支援《25,424 千円》 
(１) 短期入所サービス拡大促進事業《19,424 千円》 終期：R10 

医療的ケア児等（重症心身障害児者を含む）を受け入れた短期入所サービス事業者に対し、利用日数に応じて補助する市町村へ助成する。 

（補助対象者）市町村（政令市を除く） （補助率）1/2 

 

(２) 短期入所事業所開設等支援事業《6,000千円》 終期：R10 

①短期入所事業所分《4,000千円》 

 医療的ケア児等を受け入れようとする短期入所事業所（当該事業所を新たに設置しようとする者を含む）に対し、施設改修（小規模修繕に限る）に要する経費を補助する。 

（補助率）1/2 （上限額）2,000千円    

        

②新規障害児通所支援事業所分《2,000千円》 

     医療的ケア児の受入れが可能な障害児通所支援サービスを開始・拡充する事業所に対し、必要な設備整備及び備品購入等に要する経費を補助する。 

  （補助率）1/2 （上限額）1,000千円 
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２ 医療的ケア児等に対応できる専門人材の育成と確保 
医療的ケア児等支援者養成事業《2,656千円》 終期：R10 

①医療的ケア児等コーディネーター・支援者養成研修事業《1,556千円》  

医療的ケア児等の支援を総合調整する者 （コーディネーター）や事業所等で直接支援する者を養成する。（法定研修） 

 

②医療的ケア児等コーディネーター資質向上研修《400千円》               

医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者の資質向上のためのフォローアップ研修を実施する。 

 

③医療的ケア児等短期入所サービスケア実習事業《275千円》  

医療的ケアに従事する看護職員や介護職員を対象に、医療的ケア児等の受入れに必要な知識・技術の向上を図るため、現場における実習を実施する。 

 

④障害福祉従事者の専門性向上のための研修受講促進事業《425千円》  

障害者支援施設等の現任職員の喀痰吸引等研修受講（１号・２号研修に限る）に要する経費を補助する。 

事
業
効
果 

・県内に居住する医療的ケア児等を抱える家族に対し、短期入所サービスなどのレスパイトケアを充実させることで、家族の精神的・身体的・経済的負担の軽減、生活の安定、医療的ケア

児のＱＯＬ（生活の質）の向上及び健やかな成長の促進につながる。 

・医療的ケア児等支援者の養成及び資質向上に向けた取組は、専門人材の不足や地域における支援資源の偏在といった現状の課題を補い、地域における相談支援体制や支援ネットワークの

充実につながる。 

・岡山県医療的ケア児支援センターを核とした相談支援、情報提供、多機関連携の推進により、医療的ケア児等及びその家族への包括的支援を実現するとともに、地域の理解促進と共生社

会の実現につながる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

１ 医療的ケア児を受入可能な事業所数 238事業所(R6) 280事業所(R10) 42事業所 

２① 医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者 351人(R6） 550人(R10） 199人 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 24,880  28,080  28,080 28,080    

財
源
内
訳 

国 庫 1,688  1,115  1,115  1,115    

起 債      

その他特定財源 7,864  5,403  5,403  5,403    

一 般 財 源 15,328  21,562  21,562  21,562    
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医療的ケア児等と家族の安心生活サポート事業

・ 医療的ケア児等（重症心身障害児者を含む）による短期入所の利用日数に応じて
事業所へ補助する市町村への助成 （政令市を除く）

〇補助率：１／２

■短期入所サービス拡大促進事業

現状・課題・必要性

・医療的ケア児等支援法（令和3(2021)年9月施行）に基づき、医療的ケア児及びその家族等に対する総合的な窓口として「岡山県医療的ケア児支援センター」を令和４(2022)年４月に
設置し、各種相談や助言、情報提供等を行っている。

・医療的ケア児等（重症心身障害児者を含む）を抱える家族の負担は大きく、慢性的な睡眠不足や自身の外出困難、通園・通学の困難さなど、精神的・身体的・経済的負担が大きい。

・在宅で医療的ケア児等の子育てや介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療的ケア児支援センターによる相談支援や支援者養成を進めるとともに、医療的ケア児等を一時的に
預かる環境を整備していく必要がある。

①医療的ケア児等コーディネーター・支援者養成研修事業

・ 医療的ケア児等の支援を総合調整する者 （コーディネーター）や事業所
等で直接支援する者を養成（法定研修）

②医療的ケア児等コーディネーター資質向上研修

・ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者の資質向上のための
フォローアップ研修を実施

③医療的ケア児等短期入所サービスケア実習事業

・ 医療的ケアに従事する看護職員等の資質向上を図るため、現場におけ
る実習を実施

④障害福祉従事者の専門性向上のための研修受講促進事業

・ 障害者支援施設等の現任職員の喀痰吸引等研修受講（１号・２号研修
に限る）に要する経費の補助

■医療的ケア児等支援者養成事業

医
療
的
ケ
ア
児
等
の
健
や
か
な
成
長
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
家
族
の
負
担
を
軽
減

日常生活における支援 専門人材の育成と確保

【 1,556千円】

【 275千円】

【 400千円】

【 425千円】

①短期入所事業所分

・ 医療的ケア児等を受け入れようとする短期入所事業所（当該事業所を新たに設置
しようとする者を含む）に対し、施設改修（小規模修繕に限る）に要する経費を補助

○補助率： １／２ ○上限額： ２，０００千円

②障害児通所支援事業所分 【新規】

・ 医療的ケア児の受入れが可能な障害児通所支援サービスを開始・拡充する事業
所に対し、必要な設備整備及び備品購入等に要する経費を補助

○補助率： １／２ ○上限額： １，０００千円

■短期入所事業所開設等支援事業

【 19,424千円】

＜短期入所の利用＞
・ 医療型：１人１日の利用につき １０，０００円

・ 福祉型：１人１日の利用につき ７，９００円

＜緊急時の受入れの場合＞
・ 医療型・福祉型： １人１回の利用につき ７，０００円

補
助
基
準
額

【 4,000千円】

【 2,000千円】
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重 点 事 業 調 書 

 

担当部局・課名 知事直轄消防保安課 

重点事業の名称 上空画像共有システム整備事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ４ 防災対策強化プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
現在使用しているヘリコプターテレビ電送システムは、大規模災害発生時に通信衛星を使って消防庁や他の自治体に映像を伝送することができる唯一のシステムである。しか

し、消火や救助活動中は機体側の制約により通信できないため、活動現場の状況をリアルタイムで画像送信することができない。また、令和８年度より救急救命士の隊員が配属さ
れ、機内での特定行為(気管挿管等)が可能となるが、機内収容した傷病者の状況や行為の様子を医療機関等へ画像送信する手段がない。 

【課題・必要性】 
画像や音声をリアルタイムに共有することで、迅速かつ正確な活動につながり、活動の効率が大幅に向上する。 

<用途例> 
・山林火災の空中散水中に散水箇所や散水の様子を速やかに地上指揮本部に配信する。 
・救助のため上空から降下し接触した傷病者の映像等を消防本部や搬送先医療機関に速やかに配信する。 
・救急救命士が機内で行う気管挿管等の特定行為の様子を搬送先医療機関等に配信する。 

事
業
内
容 

１ 新規上空画像共有システム整備事業《2,580千円》 終期：R10  

   通信事業者のサービスを活用し、上空からの映像や音声の配信と地上からの現場情報の受信等をリアルタイムで行うことにより、地上消防本部や医療機関等との情報共有能力を向上

させるとともに、活動の可視化を進めることで、より高度で確実な活動につなげる。 

事
業
効
果 

・ヘリコプターに収容した傷病者の容体を撮影した動画を搬送する病院の医師がリアルタイムで確認でき、その後の治療・処置の参考情報となる。 

・航空隊の救急救命士による特定行為が必要な傷病者を撮影した動画を医師に診てもらうことで、医師の指示・助言を受けながら特定行為が実施でき、その後の搬送先病院での治療・処置

につなげることができる。 

・林野火災延焼防止のための上空からの散水活動中に、上空から撮影した散水箇所や延焼状況の動画をリアルタイムで消防本部や県庁・センターに配信でき情報共有できる。また、情報共

有により次の散水箇所等の指示が受けられる。 

・災害による孤立集落等地上隊が到達困難な災害現場で、ヘリコプターにより現場に降下した航空隊員が、災害現場や孤立者、要救助者等を撮影した動画を地上隊や消防本部にリアルタイ

ムに送信でき、地上隊がその後に行う活動体制の参考情報となる。 

事 

業 

目 

標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

     

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円)     2,580 671 671  

財
源
内
訳 

国 庫  1,909    

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源  671 671 671  
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上空画像共有システムの整備 現場の“今”をリアルタイムでつなぎ、命を守る

ヘリコプターテレビ電送システムは、災害現場上空等で地上通信設備を介して消防本部や市町村等に映像を伝送できるシステ

ムであるが、カメラ位置や機体下部の通信アンテナなどの制約により機体の内部や消火・救助など現場活動中の映像を送れない。

通信事業者のサービスを活用し、空中消火時や救急・救助時の映像等を消防本部や搬送先病院等とリアルタイムで共有する。

ウェアラブル端末で撮影した映像や音声を消防本部や医療機関等が

所有するパソコン・タブレット等に送信しリアルタイムに共有するこ

とができるため、迅速かつ正確な活動につながり、活動の効率が大幅

に向上する。

令和７年度、サービス提供事業者の協力を得て映像・音声の共有試

験を実施し有効性を確認できたことから、令和８年度より、消防本部

や医療機関等と緊急運航時や訓練時に使用し、大規模災害時にも有効

性が発揮できるよう実績を積み重ねていく。

１．現状と課題

２．事業内容

３．期待される効果

４．事業の進め方

５．費用

2,580千円（機器購入費:1,909千円、通信費等:671千円）

【配信を想定している映像例】
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 知事直轄危機管理課 

重点事業の名称 防災訓練事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ４ 防災対策強化プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・近年、我が国では豪雨災害が激甚化・頻発化し、各地で甚大な被害が発生している。また、南海トラフ地震が今後３０年以内に発生する確率は高いと考えられており、本県

においても、発災時には多くの被害が発生すると予想される。 
・本県では平成３０年７月豪雨を経験しているが、年月の経過とともに職員の世代交代が進み、災害対応を行った経験を持つ職員は減少している。このことから、災害対応の実践

的なノウハウが継承されない場合、今後の災害対応においては被災現場などで混乱が生じるおそれがある。 
・本県においては、市町村、警察、消防本部等と連携しながら水害や地震を想定した図上訓練や実動訓練を実施しており、平成３０年７月豪雨や全国で発生した過去の災害から生

じた教訓・課題を訓練シナリオに取り入れ、情報収集の方法や災害対応手順の確認とともに、検証を行うことで災害対応力の向上を図っている。 

【課題・必要性】 
・大規模災害発生後には、膨大な災害対応業務が生じるため、組織を挙げた対応が必要となるが、災害対応の経験が不足している場合、災害の応急対策や復旧対策に支障を来す可

能性がある。 
・近年、多様化・複雑化・激甚化する災害への対応力を確保するため、防災・危機管理行政の高度化・専門化が課題となっており、各分野に知見のある防災関係機関、民間事業者

などの関係機関と平時から訓練を通して連携を確認することが非常に重要である。 
・本県は過去に大規模な災害が少ないため、防災意識の向上を図る必要がある。 

事
業
内
容 

 
１ 防災訓練事業（水害対応訓練、地震対応訓練、総合防災訓練）《 11,620千円 》  

(１)拡充水害訓練対応事業《5,303千円》 終期：R10  

   防災訓練のコントローラー（進行管理及び状況付与）について専門家の協力を得ることで、県や市町村の防災関係職員を全員プレイヤーとして訓練に参加させ、職員の災害対応力を

高める。また、河川氾濫や土砂災害への対応など、より現実的なシナリオに基づく応急方法の確認を行う。さらに、県民局からのリエゾン（情報連絡員）派遣により被災市町村の情報

収集にあたるとともに、県の中堅幹部職員も市町村へ派遣し、災害時における県・市町村間の連携強化を図る。併せて、情報収集・伝達手段、災害対策本部の運営手順の確認や、県庁

に派遣される防災関係機関等のリエゾンと連携した初動判断・支援要請などの水害発生時における応急対応能力の向上も図る。（共催市町村：2団体） 

(２)拡充地震訓練対応事業《2,892千円》 終期：R10 

   防災訓練のコントローラーについて専門家の協力を得ることで、県や市町村の防災関係職員を全員プレイヤーとして訓練に参加させ、職員の災害対応力を高める。また、災害対策本

部の運営とは別に、受援調整部の設置訓練を同日に行うことで、応援部隊の受入れ能力の向上を図る。また、県の中堅幹部職員を被災市町村へ派遣し、災害時の県・市町村間の連携強

化や、防災関係機関等のリエゾンとの連携、発災直後から生活再建に向けた復旧・復興体制への移行に向けた手順も確認し、地震発生時における応急対応能力の向上を図る。 

(３)総合防災訓練対応事業《３,425千円》 終期：R10 

   県、市町村、防災関係機関及び地域住民等が一体となって、大規模地震の発生等を想定した災害応急訓練を実施する。具体的には、県、警察、消防、自衛隊などの防災関係機関によ

る被災者の救出・救護訓練、市、NPO・ボランティア、地域住民による避難所運営訓練、さらに防災関係機関による防災展示などを行う。 

事
業
効
果 

・防災訓練を通して市町村や防災関係機関と連携し、災害対応手順を確認することで、効果的な災害対応が実現する。 

・図上訓練を行うことで、低コストかつ安全に短時間で、実災害を想定した応急対応手順や防災関係機関との連携等を確認することができる。 

・県、市町村、防災関係機関及び地域住民等が一体となった実践的な実動訓練を実施することにより、総合的な災害対応力の向上及び県民の防災意識の高揚を図ることができる。 
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事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

     

     

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 8,927 11,620 11,620 11,620  

財
源
内
訳 

国 庫      

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源 8,927 11,620 11,620 11,620  
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部くらし安全安心課 

重点事業の名称 SNS型投資・ロマンス詐欺等被害防止対策事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ５ 暮らしの安全推進プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・令和７年１⽉から11⽉までの県内の特殊詐欺被害額は約11億円に達し、前年同期⽐で２倍以上に急増している。 
・また、ＳＮＳ等を通じて対面することなく、交信を重ねるなどして関係を深めて信用させ、指定した預貯⾦⼝座への振込みなどの⽅法により⾦銭等をだまし取るＳＮＳ型投資・

ロマンス詐欺が急増しており、同時期におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の県内の被害額は約15億円と、特殊詐欺を上回る危機的な状況となっている。 
 
 
【課題・必要性】 
・詐欺の⼿⼝は年々巧妙化・多様化しており、従来の啓発内容では対応し切れず、被害が依然として多発している。 
・令和７年度から、AI を搭載した仮想体験ツールを用いた専用端末の貸出事業を実施しており、体験による啓発効果は確認されているものの、貸出可能な端末数や体験機会が限

られるため、より多くの人に効果を波及させるという点では、啓発効果には限界がある。 
 

事
業
内
容 

１ 拡充被害仮想体験ツールによる詐欺被害防止啓発事業《1,021千円》 終期︓R９ 
・専用端末により、防犯講習会等で参加者が、犯人役のＡＩとＳＮＳ上で交信し、投資などへ誘導する詐欺の⼿⼝を実際に体験することで、参加者の危険予知・被害回避能⼒

の向上を図る。 
・ＡＩや専用端末を使用せず、誰でも自身のスマートフォンで簡単に詐欺の⼿⼝を体験できるツールを導入し、市町村や警察署等で実施する防犯講習会等において、常時体験

できる環境を整備する。 
 
２ 被害者層へのＳＮＳ等ターゲティング広告の配信《1,000千円》 終期︓R９ 

ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺等の被害者層を対象に、YouTube等を通じて被害防止広告を集中的に配信する。 
 
３ 被害防止懸賞クイズの実施 《1,199千円》 終期︓R９ 
  家族等で被害防止について考える機会を創出することで身近な人を守る気運の醸成を図るため、新聞に詐欺に関する懸賞クイズ広告を掲載する。 
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事
業
効
果 

・被害仮想体験ツールにより、防犯講習会等の参加者は、⼿⼝を体験しながら被害回避能⼒を向上できる。 
・自分のスマートフォンで体験できるツールの導入により、県全域における防犯講習会等の啓発レベルの向上に加え、家族等の二次体験等による体験者の大幅増加により、県全

体の防犯⼒の向上が期待できる。 
・被害防止広報については、SNS 等による被害者層へのターゲティング広告により必要な情報を効果的に提供するとともに、新聞広告を併用することで全県⺠を対象とした広報

と被害者層に絞った広報を⾏い、デジタルでは届きにくい層にも被害防止情報を提供することで、被害者層への認知向上や危機感の醸成が期待できる。 
 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 
     
     

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円) ２,675 3,220 3,220   

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源 2,675 3,220 3,220   
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民間
企業

10
倍
以上

【現状・課題】特殊詐欺被害額：約11億円（2025年１〜11月） 前年比２倍以上
従来型の啓発手法の限界：詐欺の手口が巧妙化・多様化し、被害防止の啓発内容が対応し切れていない

【必要性】 より広く、より効果的な啓発で特殊詐欺被害を防止する

【事業内容】 ⺠間企業と連携し、誰でもスマートフォンで詐欺の手口を体験できる新たなツールを導⼊し、
市町村や警察が行う防犯講習会等で常時、仮想体験教育ができる環境を整備（全国初の取組）

期待される効果 ☆ 圧倒的なコストパフォーマンス

講師の経験や力量
に 左 右 さ れ ず 、
常時、最新の手口を
反映したハイレベル
な防犯講習が可能

各自端末で仮想体験

県

二次元コード

［拡充］ 被害仮想体験ツールによる詐欺被害防止啓発事業

体験人数大幅増

約1,000人

10,000人
以上（※）

啓発レベル向上

仮想体験
導入

県
全
体
の
防
犯
力
向
上

＝

犯罪のない安全・安心なまちづくり

R7(2025)見込

市町村
警察
に提供

画面イメージ
（ニセ警察詐欺）

R８(202６)～

（※）家族等の二次体験、民間企業の各店舗での周知活動、県警察防犯
アプリとの連動等により、さらなる体験者の増加を見込む

世界的企業とのタイアップ

仮想体験メニューの
共同開発！

（岡山モデル）

ニセ警察詐欺（提供︓奈良県警察）

防
犯
講
習
会
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部くらし安全安心課 

重点事業の名称 消費者被害防止対策事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ５ 暮らしの安全推進プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・デジタル化の進展により消費者の取引環境が急激に変化している。 
・⾼齢化が進⾏、また、⾼齢者単独世帯が増加している。 
・地域の小売店等の減少や移動手段に関する課題（公共交通機関・免許返納等）から、地域での⽣活を継続する上でデジタル技術の活用は欠かせないものとなっている。 
・インターネット取引では、スマホで手軽に商品やサービスの情報に触れ、選択から購⼊⽀払いまでその場で即時に完結するため、落ち着いた判断や、信頼できる他者への相談を

しないまま被害にあう事例が多い。 
・事業者の技術活用コストの低下により、ダークパターン等の巧妙な手法により消費者の選択に影響を及ぼすことが懸念されている。 
・自身や家族が消費者被害にあった人のうち、どこにも相談しなかった人は38.9%で、主な理由は「被害が小さかった」「⾯倒だった」「どこに相談したらいいかわからなかった」

等であった。（2024年度県⺠意識調査） 
・被害にあう前の相談や、少しの予備知識（デジタルリテラシー）を持つことで防げる被害は多い。 
【課題・必要性】 
・消費者ホットライン188の認知度は17.9%と低調であり、認知度向上が必要である。（2024年度県⺠意識調査） 
・環境の変化に対応するため、相談窓⼝担当者は常に新しい知識や情報を得る必要があるが、多くの市町村の担当者は１人体制であり、単独では経験の積上げや事例の共有が難

しい状況でアドバイスも得られず、スキルの向上に課題がある。 
・誰もが安心してデジタル技術を活用し、消費者被害にあうことなく、安全で便利な消費⽣活を送ることができる県を目指し、県全体の消費⽣活相談機能の強化、相談窓⼝の認知

度向上、消費者のデジタルリテラシー向上⽀援に取り組む必要がある。 
・現在策定中の第５次岡山県消費⽣活基本計画の重点施策として、消費⽣活相談体制の充実、配慮を要する消費者の被害防止、ライフステージに応じた消費者教育の実施を掲げ

る方向で検討しており、計画期間が始まるR８年度から重点的に取り組む必要がある。 

事
業
内
容 

 
１ 消費者被害防止対策事業《6,930千円》 
 
(１)消費生活相談機能強化事業《1,117千円》 終期︓R10  

   消費⽣活相談員等のレベルアップに向けた研修や市町村巡回指導により、県全体の消費⽣活相談機能の強化を図る。 
 
(２)新規消費生活相談啓発事業《3,413千円》 終期︓R10 

   広報の強化や啓発活動により、消費者ホットライン１８８や、県・市町村の消費⽣活相談窓⼝の認知度向上を図る。 
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(３)新規消費者デジタルリテラシー向上支援事業《2,400千円》 終期︓R10 
   地域の⾼齢者団体等への出前講座の開催等により、主に⾼齢者のスマホ利用による消費者被害を防止する。 

事
業
効
果 

・消費⽣活相談を受ける相談員等の知識や相談スキルを向上させることで、消費者被害の防止や救済につなげる。 
・消費者ホットライン１８８や、県・市町村の消費⽣活相談窓⼝の県⺠への認知度を向上させることで、相談窓⼝を知らないまま消費者被害にあう県⺠を減少させることができ

る。 
・⾼齢者及び⾒守り団体等のデジタルリテラシーを向上させることで、消費者被害を防止し、安全で便利な消費⽣活を実現する。 
 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1(1)、(2)、(3) 消費者啓発セミナー等の受講者数（消費⽣活基本計画） 5,914人(R６) 毎年6,000人 86人 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円) 1,159 6,930 6,930 6,930  

財
源
内
訳 

国 庫 1,159 3,464 3,464 3,464  
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源  3,466 3,466 3,466  
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【現状】 〇インターネットで商品購入やサービスを利用したことがある 65歳以上で４割超
〇高齢者によるネット関連の消費生活相談の増加

60代以上の消費生活相談キーワードヒット数 2021年 2024年

SNS 174件 586件

インターネットツウハン 1,331件 1,749件

〇被害事例：被害にあう前の相談や、少しのデジタルリテラシーがあれば防げた被害が多い
ダークパターン等による誘導も巧妙化

・副業や投資をうたうサイトで、有料サポートに誘導され、料金支払い後連絡が取れなくなった。
・定期購入へ誘導され、解約しようとすると手続きが煩雑、解約料も高額で解約を断念。

【相談窓口の課題】
・消費者ホットライン188 認知度1７.９%
・多くの市町村は相談員1人体制で、
消費生活相談対応スキル向上が困難

【必要性】
①被害防止の第一歩となるデジタルリテラシー
②相談窓口の認知度向上により、相談を促進
③市町村の相談対応スキルの向上により、県全体の消費生活相談機能を強化

研修・巡回指導による
県・市町村の相談員等
のスキルアップ
及び連携促進

＜参考＞
第5次岡山県消費生活基本計画素案
重点施策
１ 消費生活相談体制の充実
２ 配慮を要する消費者の被害防止
３ ライフステージに応じた消費者教育の実施

計画期間 2026年～2030年

出前講座による
主に高齢者の

デジタルリテラシー
向上支援

広告等による
188及び相談窓口の

認知度向上

まず相談！消費者被害防止対策事業

新 新

・デジタル化の進展
・高齢化、
高齢者単独世帯の
増加

【効果】

○消費者被害を防止

○安全で便利な消費生活
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重 点 事 業 調 書 

 

担当部局・課名 警察本部刑事部刑事企画課 

重点事業の名称 重要犯罪等の徹底検挙に向けた捜査基盤の高度化事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ５ 暮らしの安全推進プログラム 

現
状
、
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・岡山県の刑法犯認知件数は、令和４年以降増加に転じ、令和７年も前年を上回る件数で推移しているほか、特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺による被害が依然として発生
しており、県民を取り巻く治安情勢は深刻な状況にある。 

【課題・必要性】 
・令和６年中の重要犯罪の検挙率は111.1％と高水準を維持している一方、重要窃盗犯の検挙率は55.0％に留まるなど、県民の安全・安心を確保するためには、各種犯罪に迅速
かつ確実に対応し、検挙等を推進していく必要がある。 
・各種犯罪の捜査を効果的に推進していくためには、様々な機能を備えた捜査用カメラを用いた捜査が有効であるところ、現状においては慢性的に不足をしていることから、捜
査用カメラを更新するとともに追加整備を図る必要がある。 

事
業
内
容 

 
 

 

１ 拡充重要犯罪等の徹底検挙に向けた捜査基盤の高度化事業《9,885千円》 終期：R13 

・重要犯罪等の検挙を推進するため、引き続き、複数現場の映像を複数拠点で遠隔確認できる「よう撃カメラ指揮システム」を導入するとともに、撮影目的や用途に合わせて最適

なカメラを選択できる「サブスクカメラシステム」の式数を増強する。 

事
業
効
果 

・これまで以上に捜査用カメラを活用した効果的な捜査が可能となり、重要犯罪における高い検挙率の維持や各種犯罪における検挙等の推進が期待できる。 
・特殊詐欺等を敢行する匿名・流動型犯罪グループといった新たな治安課題に対して、捜査用カメラを活用した戦略的な取締り及びグループの実態解明を行うなど、グループへ
の対応力の向上につなげることができる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

１ 生き活き刑法犯認知件数 9,726件／年(R6) 9,000件／年(R10) 726件／年 

１ 生き活き殺人、強盗等の重要犯罪検挙率 111.1％(R6) 100％(R10) ▲11.1% 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位：千円) 9,711 9,885 10,750 10,750 30,458 

財
源
内
訳 

国 庫      

起 債      

その他特定財源      

一 般 財 源 9,711 9,885 10,750 10,750 30,458 
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部中山間・地域振興課 

重点事業の名称 生き活き拠点を核とした集落生活圏形成促進事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ６ 持続可能な中山間地域等形成プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・中山間地域や離島では、⼈⼝減少や⾼齢化の急速な進⾏による地域活動の担い⼿不⾜など、将来にわたる集落機能の維持・確保が厳しい状況にある。 
・今後もさらなる⼈⼝減少が⾒込まれることから、⽣活サービス産業や公共交通の撤退、住⺠組織の担い⼿の不⾜、農地の荒廃などが、より深刻化すると考えられる。 
・県では、一定のエリア内の拠点的地域において日常⽣活に必要なサービス機能を集約した「⽣き活き拠点（小さな拠点）」の形成を支援してきたところである。 
 
【課題・必要性】 
・⼈⼝減少下において、小規模な集落が広い範囲に点在しており、集落単位で日常⽣活に必要なサービス機能の維持・確保が大きな課題となっている。 
・⽣き活き拠点の形成を図るとともに、拠点における地域運営組織の機能強化など、点在する集落と拠点をつなぐ「集落⽣活圏」の形成による、地域の暮らしを総合的に支える仕

組みづくりが必要となる。 
・⽣き活き拠点の形成数は⽣き活き指標及び第３期創⽣総合戦略KPIであり、その達成には、前⾝事業が終了する令和７年度以降も切れ目のない支援が必要である。 
 

事
業
内
容 

１ 拡充生き活き拠点形成促進事業《20,000千円》 終期︓R10 
   中山間地域において今後も安心して住み続けることができるよう、日常⽣活を維持する上で欠かすことができないサービス機能の維持・確保を目的とした拠点の整備に取り組む市町

村を支援する。 
    （補助対象者）市町村（政令市除く） 
    （対象地域）岡山県中山間地域の振興に関する基本条例第２条で定める地域 

（補助内容）地域運営組織が拠点を核として実施する⽣活サービス事業など地域の拠点性を⾼める取組及びその拠点の整備 
（補助上限）20,000千円／地区 
（補助率）1/2 

 
２ 新規生き活き拠点を運営する地域運営組織の法人化支援事業《5,000千円》 終期︓R10 
   地域運営組織の法⼈化を推進することにより、地域の⾃⽴化や拠点の持続性を⾼めるとともに、雇用の創出による外部⼈材の受け入れにつなげる。 
    （対象者）市町村（政令市除く）、地域運営組織 
    （実施内容）法⼈化に対する地域説明会や意識醸成のための勉強会の開催、専門アドバイザーの派遣 等 
 
３ 新規生き活き拠点を核とした集落生活圏形成ネットワーク整備事業《5,000千円》 終期︓R10 
   地域住⺠の話し合いにより、それぞれの実情に応じて拠点を核とした事業を展開することにより、点在する集落と拠点をつなぐ「集落⽣活圏」の形成に取り組む市町村に対して支援

を⾏う。 
    （補助対象者）市町村（政令市除く） 
    （対象地域）岡山県中山間地域の振興に関する基本条例第２条で定める地域 
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（補助内容）拠点を核とした集落⽣活圏において、地域の課題解決や地域活性化につながる取組 
（補助上限）2,500千円／地区 
（補助率）1/2 
 

事
業
効
果 

 
・中山間地域において、集落地域の⼈や資源、活動をつなぎ、日常⽣活に必要なサービス機能を集約することで、持続可能な地域づくりを目指す。 
・拠点を活用した事業展開により、外部⼈材を受け入れる体制を構築することで、地域の担い⼿の確保につなげる。 
 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 

１，２，３ ⽣き活き集落⽣活圏を維持するための小さな拠点の形成数 48箇所(R5) 56箇所(R10) 8箇所 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円) 30,000 30,000 30,000 30,000  

財
源
内
訳 

国 庫  10,000 10,000 10,000  
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源 30,000 20,000 20,000 20,000  
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生き活き拠点を核とした集落生活圏形成促進事業

 これまでの取組状況

〇生き活き拠点強化支援事業(R元～4)

• 計画策定と拠点整備等の事業をセットにし
たモデル事業で伴走支援。
→４市町７地区で実施

〇生き活き拠点づくり促進事業（R5～7）

• モデル事業の横展開を図ることにより、さ
らに拠点整備を進める支援。
→４市町６地区で実施

47 48
47

51

40

45

50

55

R4 R5 R6 R7

県内の生き活き拠点の数

 生き活き拠点形成状況

→１9市町村５１箇所

1. 生活サービス機能の集約・確保

2. 点在する集落や拠点をつなぐ
「集落生活圏」の形成

地域の暮らしを総合的に
支える仕組みづくり

現 状

課 題

 県内の拠点形成は以前に比べて進んだが、小規模な集落が広い範囲に点在しており、
集落単位で日常生活に必要なサービス機能の維持・確保が難しい地域がある。

（箇所）

必要性

事業内容

～人が集う、持続的な集落生活圏の形成～

 日常生活を維持する上で欠かすことができない生活機能・サービスの維持・確保を目的とし
た拠点の整備に取り組む市町村を支援。

・ 地域住民が自ら運営する産地市場、商店、食堂等を複合した交流施設の整備
・ 道の駅等の地域拠点に行政窓口や診療所等を併設し、生活サービス機能を集約 など

①生き活き拠点の形成 （20,000千円、補助率1/2）

 地域運営組織の法人化を推進することにより、地域の自立化や拠点の持続性を高めるとと
もに、雇用の創出による外部人材の受け入れにつなげる。

・ 法人化に向けた専門家の派遣
・ 法人化に対する地域説明会や意識醸成のための勉強会の開催 など

②拠点を運営する地域運営組織の法人化 （5,000千円）

 地域の実情に応じて拠点を核とした事業を展開することにより、点在する集落と拠点をつ
なぐ「集落生活圏」の形成に取り組む市町村を支援。（各部局等の既存の施策も活用。）

・ 電子回覧板やドローンを使った買い物配送効率化実証等のデジタル技術の実装
・ 特産品の開発・販売等の地域資源を活用したコミュニティビジネスの活性化 など

③集落生活圏形成ネットワークの整備 （5,000千円、補助率1/2 ）新

新

事業の効果

 中山間の集落地域における持続可能な生活の維持・確保

 外部人材の受入による地域の担い手の確保

 生き活き指標（４次プラン）

集落機能を維持するための小さな拠点の形成数 R5：48箇所 → R10：56箇所
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部交通政策課 

重点事業の名称 地域公共交通ネットワーク活性化推進事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ６ 持続可能な中山間地域等形成プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・ 利⽤者の減少や⼈⼿不⾜など様々な要因により、 地域公共交通の維持が困難になりつつある。 
・ 地域公共交通を取り巻く環境の悪化により、運⾏本数の削減や路線の統廃合が進めば、地域公共交通ネットワークが⼀層弱体化することになる。 
 
【課題・必要性】 
・ 地域住⺠の移動や、観光客など⼈の交流の活性化等、地域の⽣活や経済活動を支える地域公共交通を、将来にわたり確保する必要がある。 
・ 岡山県地域公共交通ビジョン（素案）に沿って、国、市町村、交通事業者等と連携しながら、多様な輸送資源を活⽤し、地域の実情に応じた、持続可能で利便性の⾼い地域公

共交通体系の構築を進めるとともに、県⺠の公共交通利⽤を促進し、地域公共交通ネットワークの活性化を図る必要がある。 
・ 上記ビジョンを着実に推進するため、「地域内にとどまらない広域的な課題への対応」、「地域内の課題に対する伴走支援」、「国が推進する取組の導入促進」といった県の役割

に基づく事業に取り組む必要がある。 
 

事
業
内
容 

１ 地域公共交通維持確保支援事業《52,845千円》  
(１)拡充交通サービス維持確保事業《35,000千円》 終期︓R９ 

市町村等が実施する地域のニーズに応じた交通⼿段の導入や利便性向上のための取組に対して補助を⾏う。 
従来からの重点支援枠（鉄道利⽤促進、ＤＸ推進等）に加え、広域連携の取組への支援を強化する。 
（補助対象者）市町村 等（政令市除く） 
【 通 常 枠 】（補助率） 1/2または1/3 （補助上限額） 2,500千円 
【重点支援枠】（補助率） 1/2または1/3 （補助上限額） 5,000千円（鉄道利⽤促進、ＤＸ推進、交通計画策定） 

    ※広域連携の場合、1,500千円または2,500千円を上乗せ 
   
(２)新たな交通サービス導入支援事業《17,845千円》 終期︓R９ 
   ⽣活交通を確保するため、デマンド交通や公共ライドシェアなど地域の実情に応じた新たな移動⼿段の確保等に取り組む市町村や地域に対し、専門家の派遣等を通じて伴走支援し、

導入に向けたモデル事業を実施する。 
（伴走支援の例） 

・ 市町村における専門的検討、職員の⼈材育成等の支援 
・ 地域住⺠や観光事業者等多様な主体による公共ライドシェア等の検討・ 導入支援 
・ 交通事業者との調整支援 
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※R７予算額は、６月補正予算額を含む 
 

 

 
２ 地域公共交通利⽤促進事業《29,695千円》 終期︓R９ 
   各種広報媒体を活⽤し、公共交通の良さや⼤切さなどをＰＲし、公共交通に対する関心を⾼め、利⽤への機運を醸成するとともに、キャンペーン事業を通じ、公共交通に対する興味

や関心を喚起する。 
また、ＪＲ在来線の活性化を図るため、岡山県ＪＲ在来線利⽤促進検討協議会において、県、市町村及びＪＲが連携して、利⽤促進策を検討、実施する。 

 
３ 井原鉄道利⽤促進支援事業《1,500千円》 終期︓R９ 
   井原鉄道の利⽤を促進し、活性化を図るため、井原鉄道（株）や関係団体が実施する情報発信や利⽤促進の取組に対して補助を⾏う。 

（補助対象者）井原鉄道（株）、井原線沿線観光連盟 
（補助率）1/2 （補助上限額 1,500 千円） 

 
４ 拡充芸備線再構築事業《7,500千円》 終期︓R８ 

  「地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律」に基づき設置された芸備線再構築協議会において、再構築⽅針作成に向けた協議を⾏う。 
 

 

事
業
効
果 

 
・ 地域の実情に応じた、持続可能で利便性の⾼い交通体系の構築を進めるとともに、県⺠の公共交通利⽤を促進することにより、地域公共交通ネットワークの活性化が図られる。 
・ 従来からの公共交通の維持・確保が図られるとともに、地域のニーズに応じた交通サービスが導入されることにより、地域住⺠の移動⼿段が確保され、⼈の交流の活性化等が図られる。 
 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 

１ ⽣き活き地域のニーズに応じた交通サービスを導入した件数 ４件(R2〜R5平均) 20件(R7〜10累計) － 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 
事業費(単位︓千円) 74,541 91,540 84,040   

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源      
⼀ 般 財 源 74,541 91,540 84,040   

211



地域公共交通ネットワーク活性化推進事業

広域交通の確保

デジタル技術の活用

自家用車から
地域公共交通への転換ニーズに応じた利便性向上

二次交通の確保 多様な交通手段の活用

交通分野の人材確保

地域公共交通の利用促進

地域のニーズに応じた交通サービスを導入した件数
４件/年 20件(2028年度までの累計)
＊2020年度〜2023年度平均：４件/年

・持続可能な交通体系の構築と利用促進による
地域公共交通ネットワークの活性化

・地域のニーズに応じた交通サービスの導入による
人の交流の活性化

74.0%

51.8%

40.3%

38.6%

0% 20% 40% 60% 80%

予算面での支援
制度に係る情報や知見の提供
マンパワー不足に対する支援
広域調整・担い手づくり等

自治体が必要としている支援

（第4回国土交通省「交通空白」解消本部資料を基に作成）

事業の意図・効果生き活き指標

拡充 交通サービス維持・確保事業
市町村等が実施する地域のニーズに応じた交通手段の導入や利便性向上のための取組への補助
従来の重点支援枠(DX・地域公共交通計画・鉄道利用促進)に加え、広域連携の取組への支援を強化

35,000千円

継続 地域公共交通利用促進事業
地域公共交通への興味・関心を喚起するキャンペーン事業
市町村・JRと連携した利用促進策の検討・実施

29,695千円

継続 井原鉄道利用促進支援事業
井原鉄道や関係団体が実施する情報発信や利用促進の取組に対する支援

1,500千円

拡充 芸備線再構築事業
芸備線再構築協議会における再構築方針作成に向けた協議

7,500千円

継続 新たな交通サービス導入支援事業
デマンド交通や公共ライドシェアなどの導入等に取組む市町村・地域に対する伴走支援
(専門家派遣等による伴走支援・モデル事業の実施)

17,845千円

県全体の地域公共交通施策の方向性

県の役割及び各主体との連携イメージ

岡山県地域公共交通ビジョン（素案） 2025年度中策定

国、市町村、交通事業者、地域住⺠等が連携しながら、多様な輸送資源を活用し、地域の実
情に応じた、持続可能で利便性の⾼い地域公共交通体系の構築を進めるとともに、県⺠の公
共交通利用を促進し、地域公共交通ネットワークの活性化を図ります。【基本方針一部抜粋】

地域公共交通ネットワーク活性化推進事業

現状・課題・必要性

2026年度当初要求

91,540千円

・利用者減少や経営環境の悪化等により
地域公共交通の維持が困難である現状

・路線・運行本数の減少が進むことで
ネットワークが一層弱体化することへの懸念
地域住⺠の移動手段・重要なインフラとして将来にわたり確保する必要性

地域公共
交通体系

運行体制

利用環境
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部交通政策課 

重点事業の名称 地域公共交通運⾏体制アップデート事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ６ 持続可能な中山間地域等形成プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・ 地域公共交通事業者は、利⽤者の減少や物価⾼騰等の影響で厳しい経営環境に置かれており、地域公共交通の安定的・継続的な運⾏に⽀障が⽣じている。 
・ 県内のバスやタクシーの運転者数は、コロナ禍を経て大きく減少しており、また、年齢構成も⾼齢者が半数近くを占めるなど⼈材不⾜解消が喫緊の課題である。 
・ 令和６年３⽉に在留資格「特定技能制度」に⾃動⾞運送業分野（バス・タクシー）が追加されるなど、地域公共交通分野における多様な⼈材の活⽤に向けた動きが広がっている。 
 
【課題・必要性】 
・ 地域住⺠の移動⼿段の確保や、観光客など⼈の交流の活性化等、地域の⽣活や経済活動を⽀える地域公共交通の安定的な運⾏を確保するため、交通事業者の⼈材確保への対

応が求められている。 
・ 岡山県地域公共交通ビジョン（素案）に沿って、国、市町村、交通事業者等と連携しながら、外国⼈を含めた多様な⼈材を確保することにより、持続可能で安定的な運⾏体制

を確⽴する必要がある。 
  

事
業
内
容 

１ 新規交通事業者人材確保等支援事業《12,724千円》  
(１)外国人ドライバー受入プロセス支援事業《7,166千円》  終期︓R10 
    外国⼈ドライバー（バス・タクシー）の円滑な受⼊れに向け、業界全体での理解の促進や機運の醸成を図るとともに、円滑な受⼊・定着を進めていく。 
     ①外国⼈ドライバー受⼊に向けた説明・相談会の開催 
     ②モデル受⼊企業を選定し、⽀援することにより、県内の受⼊モデルを確⽴ 
     ③モデル受⼊企業の事例からノウハウや課題等を抽出し、他事業者と共有 
 
(２)地域公共交通就職マッチング支援事業《5,558千円》  終期︓R10 
    潜在的な就職希望者の関心を喚起するとともに、求職者と交通事業者のマッチング機会を提供するため、交通事業者・業界団体・国・市町村等と連携しながら、就職説明会や運転

体験会を開催する。 
 
 

事
業
効
果 

 
・ 外国⼈をはじめとした多様な⼈材を対象とした⼈材確保により、地域公共交通の安定的・継続的なサービスの提供が可能となる。 
・ モデル事業等を通じて既存の運⾏体制をアップデートする取組の横展開を図り、持続可能な地域公共交通体系の構築を目指す。 
 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 

１ ⽣き活き地域のニーズに応じた交通サービスを導⼊した件数 ４件(R2〜R5平均) 20件(R7〜10累計) － 
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事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円)  12,724 16,437 12,127  

財
源
内
訳 

国 庫  6,362 8,218 6,063  
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源  6,362 8,219 6,064  
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地域公共交通運行体制アップデート事業

・多様な人材の活用による運行体制のアップデート

事業の意図・効果

地域公共交通運行体制アップデート事業 2026年度当初要求
12,724千円

・持続可能な運行体制の確保による安定的な交通サービスの提供

新規
地域公共交通就職マッチング支援事業
潜在的な就職希望者の関心を喚起し、求職者と事業者のマッチング機会を提供
するため、交通事業者・業界団体・国・市町村等と連携した就職説明会・運転
体験会を開催

5,558千円
新規
外国人ドライバー受入プロセス支援事業
特定技能制度に基づく外国人ドライバー(バス・タクシー)の受入に向けた業界全体での理解促進及び
機運醸成を図る説明・相談会を開催するとともに、円滑な受入・定着を図る受入モデル事業を実施
外国人材等支援推進計画(素案)に基づく取組の推進【2025年度中策定】

7,166千円

現状・課題・必要性

3,338 

3,031 

2,835 
2,696 2,729 2,730 

2,500

2,700

2,900

3,100

3,300

3,500

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

[人] [人]

1,590 1,493 

1,372 
1,267 1,234 1,252 

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

R元年 R2年 R3年 R4年 R5年 R6年

運転者数の推移（各年12月末時点） 運転者の年齢構成
（2024年12月末時点）

運転者の年齢構成
（2025年3月末時点）運転者数の推移（各年度末時点）

県内法人タクシー運転者（(一社)岡山県タクシー協会提供数値）

運転者数の大幅な減少・高齢化の進展 安定的な交通ネットワーク確保に向けた人材確保策が必要

県内バス運転者（(公財)岡山県バス協会提供数値）
＜運行体制に関する県全体の施策の方向性＞

岡山県地域公共交通ビジョン(素案) 2025年度中策定

（一部抜粋）

交通分野の人材確保

今後の取組
- 担い手を呼び込む仕組みづくり
- 働き続けられる環境づくり
- 多様な人材の活用
必要な人材が十分確保されることで安定的な交通ネットワークを実現

(参考)特定技能制度の対象分野の追加（出入国在留管理庁資料から作成）
人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる
外国人を受け入れることを目的とする「特定技能制度」の対象が拡大

介護分野 ビルクリーニング
分野 建設分野 自動車整備分野 航空分野 宿泊分野

農業分野 漁業分野 外食業分野 工業製品
製造業分野

造船・舶用
工業分野

飲食料品
製造業分野

鉄道分野 林業分野 木材産業分野 自動車
運送業分野

2024年３月にバス、タクシーなど自動車運
送業分野を含め４分野が新たに対象に追加
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部交通政策課 

重点事業の名称 岡山県版図柄入りナンバープレート導入事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ６ 持続可能な中山間地域等形成プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・ 地域の風景や観光資源を図柄とする地⽅版図柄⼊りナンバープレートは、その地域の魅⼒を全国に発信する有効な⼿段の⼀つであり、全国で導⼊が進められているが、中国

地⽅では岡山県のみが未導⼊となっている。 
 
【課題・必要性】 
・ 多くの⽅に岡山県版図柄⼊りナンバープレートを装着してもらえるよう、デザイン選定などについて、県⺠の関心と理解を深めながら取組を進める必要がある。 
・ 岡山県らしいデザインとするため、幅広い意⾒を踏まえながら、デザインを選定するとともに、様々な媒体を活⽤しながら、機会を捉えた周知を⾏うことで、導⼊に向けた県

⺠の機運醸成を図る。 

事
業
内
容 

 
１ 新規岡山県版図柄入りナンバープレート導入事業《3,723千円》 終期︓Ｒ８ 

・ 導⼊にあたって、岡山県をイメージすることができるデザインとするため、有識者会議において、図柄のテーマを決定する。 
・ 様々な媒体を活⽤しながら、図柄のデザインを広く⼀般に公募する。 
・ 公募により集まった作品の中から、有識者会議において、県⺠アンケートの候補作品を選定する。 
・ 有識者会議で絞り込んだ作品について、県⺠アンケートを実施する。なお、実施にあたっては、多くの⽅に参加してもらえるよう機会を捉えた周知を⾏い、県⺠の機運醸成

を図りながら導⼊に向けて取り組む。 
・ 県⺠アンケートの結果を踏まえ、デザインを決定する。 

  
  （想定される今後のスケジュール） 

 
  岡山県 国 

2025年度 冬 図柄テーマの選定 有識者検討会（随時） 

2026年度 

春 図柄デザインの⼀般公募 導⼊要綱改定 

夏 県⺠アンケート実施 （県から導⼊の申込）募集開始 

秋 デザイン決定 （県から図柄の提案）図柄審査 

2027年度 秋  交付開始 
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事
業
効
果 

 
・ ナンバープレートに岡山県らしい図柄を導⼊することにより、地域の⼀体感や県⺠の郷⼟愛が醸成される。 
・ 「⾛る広告塔」として、岡山県の魅⼒を全国に発信することができる。 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 

― ― ― ― ― 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 
事業費(単位︓千円)  3,723    

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源      
⼀ 般 財 源  3,723    
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重 点 事 業 調 書 

 

担当部局・課名 環境文化部環境管理課 

重点事業の名称 児島湖ブルーの復活事業（水生植物の活用） 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ７ 快適な環境保全プログラム 

現
状
、
課
題
・必
要
性 

【現状】 
・児島湖は、干満による樋門操作により湖水が排出される時間が限られることに加え、流域⼈⼝は67万⼈に達し、周辺に農地が多いなど水質汚濁しやすい条件が揃っている。 
・児島湖の水質は８期にわたる湖沼水質保全計画の推進により、確実に改善してきたが、近年は横ばいの傾向であり、CODなどいずれの項目も環境基準を達成できていない。 
・水質は確実に改善しているが、茶⾊く濁った『⾒た目』が悪いことから、実際の水質以上に『汚い』とのイメージが先⾏し、児島湖への県⺠の関心は低い。 
・国等が気候変動（温暖化）による湖沼の水環境への影響について提起するなど、新たな課題への対応も必要となっている。 
【課題・必要性】 
・水質改善効果を⾒込める事業の柱であった生活排水対策（汚濁負荷量の流⼊削減）について、児島湖流域の生活排水処理率が約９割に達成しているため、更なる増加には県⺠意

識の向上が不可⽋な上、新たな水質改善策の創出が急務である。 
・これまでに生物（テナガエビ等）の⼒を⽤いた水質浄化に取り組み、⼀定の効果を確認したものの、スケールアップやより効果的な水質浄化⼿法が必要である。 

これまでの汚濁負荷量の流⼊削減策等の取組に加えて、『⾒た目』の改善や温暖化対策に繋がる施策に取り組むことにより、県⺠が水に親しみ・憩うとともに、学びの場と 
もなる、透明度が⾼く⻘い水を湛える児島湖を目指す。 
 

事
業
内
容 

 
１ 新規児島湖ブルーの復活（水生植物の活用）《5,489千円》 終期︓R10  
   児島湖に生息する水生植物を増殖させることにより、水生植物の窒素・りん吸収作⽤、底泥の巻き上がり防⽌、沈降促進効果による水質浄化による『⾒た目』の改善を図るとともに、

水生植物は適宜、刈取り、湖外へ持ち出すことで、更なる水質浄化を図る。持ち出した水生植物は廃棄物からの再資源化に向けて有効活⽤策を検討する。 
   また、水生植物が有するＣＯ２吸収能について、ブルーカーボン活⽤の面から研究する。 
   水生植物の増殖や、ＣＯ２吸収能等を研究する過程の⼀部を環境学習に活⽤することで、次世代を担う子供たちの関心を向上させる。 
   こうした取り組みにより、児島湖の付加価値を向上させ、県⺠の関心を⾼めることに繋げる。 
 

事
業
効
果 

・水生植物の⼒による水質浄化は、水質改善効果による『⾒た目』の改善に繋がるとともに、廃棄物の再資源化や環境学習への活⽤により、県⺠の関心を⾼めることができる上、気候変動
（温暖化）など新たな課題への対応も期待できる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 児島湖の透明度（エコビジョン2040） 透明度   0.7 m（R6） 透明度   0.8 m（R10） 0.1 m 

218



 
 
 
 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円)  5,489 8,015 7,948  

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源      
⼀ 般 財 源  5,489 8,015 7,948  

219



児島湖ブルーの復活事業（水生植物の活用）

【課題】
・水質は緩やかに改善してきたが

水質以上に『汚い』イメージが先行

・県の取組が実感されにくい

見
た
目
を
改
善
（関
心
を
高
め
る
こ
と
が
重
要
）

水生植物に着目した
水質浄化

・水生植物の定植
環境学習(魚・エビ類
の生息環境学習）等に
活用することで
関心度UP

・水生植物の増殖
窒素・りん吸収作用、
底泥の巻き上がり防止、
沈降促進効果による
水質浄化

・水生植物の刈取り
湖外へ持ち出すことで
水質浄化

・CO2吸収能の研究
ブルーカーボンの活用
等で関心度UP

⇒水生植物の有効活用策
を併せて検討
（廃棄物の再資源化）

⇒クレジット制度等
の活用を研究

児島湖の魅力・関心アップ！

透明度アップ

【スケジュール・予算規模】
1年目 概況調査・各種検討 5,489千円
2年目 詳細調査・各種検討 8,015千円
3年目 実証事業・検証 7,948千円

藻刈船

ヒシ

好循環

藻刈船セキショウモ

児島湖の水質（環境基準：COD 5mg/L）
20年前：11.0mg/L(1994〜1996年平均）
現 在： 8.1mg/L(2020〜2022年平均)

【これまでの取組】

児島湖への関心を失うおそれ
(親水機会の喪失・水質改善にブレーキ)

1 生物（テナガエビ）の力による水質浄化
魚礁を活用し漁獲量を増やすこと
で、児島湖外への有機物の排出に
寄与することを確認

魚礁

2 人の五感による水質評価
人の五感による水質評価（調査）
マニュアルを作成

⇒地元漁協での魚礁の活用を模索
テナガエビを各種PRに活用

⇒マニュアルを活用した調査を実施中
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 環境文化部循環型社会推進課 

重点事業の名称 おかやまの美しい海、海ごみクリーンアップ事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ７ 快適な環境保全プログラム 

現
状
、
課
題
・必
要
性 

【現状】 
・ 瀬⼾内海に流⼊するごみの約８割が、ペットボトル等のプラスチックや容器包装等の生活系のごみが河川等を通じて流れ込んだものであると⾔われてお

り、これらが海洋環境などに影響を及ぼしている。 
・ 海ごみ問題は、沿岸部だけでなく内陸部も含めた多様な主体が対策に取り組む必要があることから、海岸漂着物等対策推進地域計画に基づき、県の重点

施策として、市町村や経済団体等と連携しながら、普及啓発・発生抑制・回収の３つの柱で対策を推進している。 
・ 本県を含む瀬⼾内海沿岸４県と⽇本財団で構成する瀬⼾内オーシャンズＸでは、年間 86ｔの海洋プラスチックごみを回収することを新たな目標として

掲げ、多様な主体と連携の上、事業を実施している。 
・ 各種対策の結果、海ごみ問題に対する県⺠の意識は⾼まっており、助成事業を活⽤した海岸や離島、河川敷などでの回収が継続して実施されるようにな

ったことで、県全体での海ごみ等の回収量は増加傾向にあり、また、海岸漂着物の漂着量は減少傾向にある。 
・ 外国政府による廃プラスチックの輸⼊規制や、海洋プラスチックごみによる環境汚染問題等により、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進す

る重要性が⾼まっている。 
 
【課題・必要性】 
・ 一度、海に流出したごみを回収することは困難であるため、⽐較的⼿が届きやすい⾝近な⽤⽔路や⼩河川においてごみを回収し、海に流れ出させないこ

とが重要であることから、内陸部を含む県内全域で普及啓発等を実施し、全ての県⺠が海ごみ問題を⾃らの課題として捉え、発生抑制に向けた意識を醸成
するとともに、回収等の実践活動を促進する必要がある。 

・ 瀬⼾内オーシャンズＸの活動期間は令和９年度までであり、活動が終了して経済的・⼈的な援助が受けられなくなることに伴って、海岸や離島等での⼤
規模なごみ回収活動は継続できなくなる可能性があるため、⽤⽔路や⼩河川など⾝近な場所における、地域と連携した⾃発的な活動を推進し、継続してご
み回収活動等が実施される体制を構築する必要がある。 

・ 本⼟海岸における海岸漂着物の漂着量等については概ね把握できているが、離島や河⼝部における漂着量は⼗分に把握しきれていないため、このような
地域においても漂着ごみ実態調査を実施し、県全体の漂着物の概況を把握する必要がある。 

・ プラスチックは生活に⽋かせない素材で、⼤量消費される一⽅、環境に与える影響が⼤きな問題となっているため、プラスチックのライフスタイル全般
で、消費者、事業者など全ての主体による「３Ｒ＋Renewable」の取組を促す必要がある。 

 

事
業
内
容 

１ 普及啓発《13,195 千円》 
（１）海ごみ・プラごみ削減フォーラム《3,001 千円》 終期︓R8 

瀬⼾内オーシャンズＸと連携し、瀬⼾内海のごみ削減に取り組む団体・企業や、学校、公⺠館等の取組を紹介するブースを設置し、交流やマッチングの場と
するフォーラムを開催し、個々の活動や連携の広がりを促す。 
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事
業
内
容 

（２）海ごみ・プラごみ啓発資材の作成、広報《1,566 千円》  
ハンドブックやパネル、動画等の啓発資材を作成し、広く普及啓発する。 

 
（３）ワンウェイ（使い捨て）プラスチック削減キャンペーン《5,159 千円》 終期︓R8 

プラスチック製から代替素材への切り替えなど、ワンウェイ（使い捨て）プラスチックの使⽤削減について、県⺠・事業者を対象とした啓発を⾏う。 
 
（４）おかやまプラスチック３R 宣言事業所《3,469 千円》 終期︓R8 

プラスチック製品の３Ｒを宣⾔し、ごみ拾いを実践するなど具体的な取組を⾏う事業所を、おかやまプラスチック３Ｒ宣⾔事業所として登録し、取組内容や
好事例を紹介するなどして取組の拡⼤を図る。 

 
２ 発生抑制《6,789 千円》 
（１）海ごみ削減キャンペーン「おかやまゴミ退治大作戦」《440 千円》 終期︓R8 

瀬⼾内海へのごみ流⼊ゼロを目指し、県内一丸となった河川等での回収活動等を促進する。 
 
（２）海ごみ対策推進協議会《349 千円》  

海ごみ対策を所管する庁内関係課、市町村及び経済団体と情報共有、課題検討等を⾏い、取組を推進する。 
 
（３）拡充漂着ごみ実態調査《6,000 千円》  

海ごみの発生抑制対策を効果的に実施するため、漂着ごみの回収及び分類、計測、記録を⾏うとともに、離島や河川敷など、新たに目視調査地点を追加して、
より詳細な実態の把握に努める。【Ｒ７年度】100 地点 →【Ｒ８年度】130 地点 

 
３ 回収《42,504 千円》 
（１）新規おかやまオーシャンクリーンサポーター認定事業（海岸漂着物対策活動推進員）《2,270 千円》 終期︓R10 

海岸漂着物対策の推進を図るために⾏う活動に熱意と識⾒を有する者として県が認定した、おかやまオーシャンクリーンサポーター（海岸漂着物処理法に基
づく海岸漂着物対策活動推進員）が、海岸漂着物等の対策に取り組む住⺠⼜はボランティア団体等に対し、ごみ処理等の助⾔や情報提供等の協⼒を⾏う。 

 
（２）河川ごみ等運搬・処分促進事業《2,000 千円》 終期︓R10 

ごみ拾いＳＮＳピリカの団体版アカウントを有している清掃ボランティア団体等が、河川等においてごみ回収活動を⾏う場合であって、回収したごみを市町
村が運搬・処分を⾏う際に要する費⽤の全額を県が負担する。 

 
（３）新規ハッピーおかやま︕ごみバスターズ〜ごみ活応援キャンペーン〜《1,500 千円》 終期︓R10 

ごみ回収活動への取組を促進することを目的として、一定期間中にごみ回収活動を実施し、ごみ拾いＳＮＳピリカに投稿した個⼈⼜は団体のうち抽選で選ば
れた者に賞品を贈呈する。 

 
（４）河川ごみ等クリーンアップ事業《7,000 千円》  

河川ごみ等の回収・処理、発生抑制対策のほか、普及啓発に取り組む市町村を⽀援する。 
[補助対象者]市町村 [補助内容]普及啓発事業、新たに実施する河川ごみ等の回収・処理等 [補助率]1/2 
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事
業
内
容 

（５）海ごみクリーンアップ事業《20,000 千円》  
海ごみの回収・処理、発生抑制対策に取り組む市町村を⽀援する。 
[補助対象者]市町村 [補助内容]市町村が実施する事業への間接補助 [補助率]7/10〜10/10 

 
（６）海底ごみ回収モデル事業《6,734 千円》 終期︓R8 

漁業者が操業時に引き上げた海底ごみの持ち帰りを習慣化する⽅法と効果を検証する。 
 
（７）海ごみ削減⾏動促進⽀援事業《3,000 千円》 終期︓R9 

瀬⼾内オーシャンズＸ推進協議会が実施する助成事業において採択された事業計画に基づき、⺠間団体等が⾏う海ごみ回収活動等について、費⽤の一部を補
助する。 
[補助対象者]助成事業採択団体 [補助内容]海ごみ回収活動等に要する経費 [補助率]事業費の 1/10（学生団体は 2/10）、上限 600 千円 

 

事
業
効
果 

・ 全ての県⺠を対象に、海ごみやプラスチックごみ問題の現状や一⼈ひとりができる取組等について周知することで、ごみ問題を⾃らの課題として捉えてもらい、
海ごみの発生抑制に向けた意識の醸成や実践⾏動を促すことができ、⽇常生活に伴って排出されるプラスチックごみ等の削減効果が期待できる。 

・ 河川や海岸等のごみ回収活動に取り組んでいる、⼜はこれから取り組もうとしている団体等に対し、ごみ処理の⽀援や専門家等と連携しやすい体制の整備を⾏
うことで、県内各地でごみ回収活動が一層活性化し、河川を通じて海へと流⼊するごみが減少することで、海ごみの発生を抑制することが期待できる。 

・ 市町村に対して、ごみ処理や普及啓発事業の実施に係る費⽤を補助することで、ごみ処理体制が拡充され、ボランティア団体等が活動しやすい体制の構築が期待
できる。 

・ 唯一、⽇常的に海底ごみを回収することのできる漁業者を⽀援する仕組みを構築することで、海底ごみの回収量の増加が⾒込まれる。 
 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1〜3 生き活き海ごみ削減キャンペーン等によるごみの回収量 103ｔ/年（R6） 120ｔ/年（R10） 17ｔ/年 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円) 61,518 62,488 43,685 40,685 34,915 

財
源
内
容 

国    庫 29,384 30,136 25,423 25,423 24,373 

起    債      

その他特定財源 32,134 32,352 18,262 15,262 10,542 

一 般 財 源      
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課題・必要性
◇ 令和９年度末の瀬⼾内オーシャンズＸの活動終了を⾒据え、海

岸や離島等での⼤規模な清掃活動だけでなく、⽤⽔路や⼩河川な
ど身近な場所での日常的な回収活動を県下全域で推進し、継続し
て海ごみ等の回収が実施される体制を構築する必要がある。
◇ 離島や河⼝部における海岸漂着物等の漂着量は⼗分に把握しき
れていないため、これらの地域でも調査を⾏い、発⽣抑制対策の
効果検証を⾏う必要がある。

◇ 瀬⼾内海の海ごみ（4500ｔ/年）の約８割が内陸で発⽣したごみであると⾔われており、沿岸部だけでなく内
陸部も含めた多様な主体が対策に取り組む必要があることから、海岸漂着物等対策推進地域計画に基づき、県の
重点施策として、普及啓発・発⽣抑制・回収の３つの柱で対策を推進している。

◇ 瀬⼾内オーシャンズＸの活動により、海ごみ問題に対する県⺠の意識は⾼まっており、助成事業を活⽤した海
岸や離島、河川敷などでの回収活動が継続して実施されるようになっている。

（海ごみ問題は重要だと感じる人の割合 R4:87.4% → R6:91.6％（令和６年度岡⼭県3R等WEB調査報告書））
◇ 海ごみ削減キャンペーン等によるごみの回収量は増加傾向（R4:62ｔ → R6:103ｔ）にあり、海岸線への海岸
漂着物の漂着量は減少傾向にある。

現状

おかやまの美しい海、海ごみクリーンアップ事業

 海ごみ削減キャンペーン
「おかやまゴミ退治⼤作戦」(R6〜R8)

 海ごみ対策推進協議会
 漂着ごみ実態調査（R2〜）

発⽣抑制

拡充

回 収
 おかやまオーシャンクリーンサポーター認定事業

（海岸漂着物対策活動推進員）（R8〜R10）
 ハッピーおかやま︕ごみバスターズ

〜ごみ活応援キャンペーン〜（R8〜R10）
 河川ごみ等運搬・処分促進事業（R8〜R10）
 河川ごみ等クリーンアップ事業（R5〜）
 海ごみクリーンアップ事業（H28〜）
 海底ごみ回収モデル事業（R6〜R8）
 海ごみ削減⾏動促進⽀援事業（R7〜R9）

新規

新規

▎多様な主体との連携

＜連携＞
海ごみフォーラム

海ごみ対策推進協議会

旭川
高梁川

吉井川

▎市町村
 回収ごみの運搬・処分
 ボランティア袋等の配布
 環境学習、啓発資材の作成・配布 など

普及啓発
 海ごみ・プラごみ削減フォーラム

（H30〜R8）
 啓発資材の作成、広報
 ワンウェイ(使い捨て)プラスチック

削減キャンペーン（R4〜R8)
 プラスチック３R宣⾔事業所（R2〜R8)
 環境学習エコツアー

▎県
 回収ごみの運搬等の費⽤負担
 市町村、ボランティア団体等への⽀援
 環境学習、啓発資材の作成・配布 など

▎他県連携
 瀬⼾内オーシャンズⅩ

（瀬⼾内４県(岡⼭、広島、香川、愛媛)＋日本財団）
 瀬⼾内海プラごみ対策ネットワーク

（瀬⼾内海関係14府県＋環境省）

⽤⽔路・河川ごみ
⇒ 企業、ボランティア団体、

公⺠館、学校 等

期待される効果︓県下全域で継続したごみ回収体制を構築することにより海ごみの発⽣を抑制

海ごみ削減キャンペーン

「おかやまゴミ退治大作戦」

＜令和８年度要求額︓62,488千円（前年度︓61,518千円）＞

※出展︓藤枝 繁、星加 章、橋本 英資、佐々倉、諭、清⽔ 孝則、奥村 誠崇「瀬⼾内海における海洋ごみ」沿岸域学会誌,2010,Vol.22(4),p.17-29

※

事業内容

⽤⽔路・河川ごみ
⇒ 企業、ボランティア団体、

公⺠館、学校 等

離島、海岸ごみ
⇒ 漁協、海運業者

海底ごみ
⇒ 県漁連、漁業者
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 環境文化部自然環境課 

重点事業の名称 ナガエツルノゲイトウ防除事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ７ 快適な環境保全プログラム 

現
状
、
課
題
・必
要
性 

【現状】 
・外来生物法に基づき、生態系、⼈の生命・⾝体、農林⽔産業に悪影響を及ぼす外来生物を特定外来生物として国が指定しており、令和５年度の法改正により、国内定着済の特定

外来生物については、都道府県が主体となり防除など被害防⽌の取組を⾏うこととされている。 
・地球上最悪の侵略的外来生物とも呼ばれ、農作物の生育阻害や⽔路の流⽔阻害による⼤きな被害をもたらす恐れのあるナガエツルノゲイトウが倉敷市、⽮掛町で相次いで発⾒

され、特に⽮掛町では河川内の多くの地点で繁茂しており、周辺の⽔路や農地、ため池等でも生息が確認されている。 
 
【課題・必要性】 
・外来生物法上、特定外来生物の防除については、県が市町村等と連携しながら被害防⽌のために必要な措置を講じることとされている。 
・他県においては、ナガエツルノゲイトウの繁茂により栽培作物の収穫を断念したり、ポンプ場の取⽔口に詰まりを発生させるなどの被害が報告されている。 
・今後、倉敷市、⽮掛町で発⾒されたナガエツルノゲイトウの生息域が拡⼤した場合、農地や⽔利施設等の対策に膨⼤なコストが発生することが懸念されるため、早期に対策を講

じ、低密度管理及び生息域の拡⼤防⽌・抑制を早期に図る必要がある。また、⽮掛町⻑から要望書が提出されるなど、地元の防除に対する要望は非常に強い。 
・ナガエツルノゲイトウの繁茂がみられる⼤渡川から、⾼梁川など下流域に流れ込み、生息範囲が県南部に広く拡⼤する懸念があるため、拡散防⽌を図る必要がある。 

事
業
内
容 

新規ナガエツルノゲイトウ防除事業《10,000千円》  
(１)⽣息範囲の低減、低密度化《5,740千円》 終期︓R10  
   繁茂がみられる⼤渡川（県管理河川）での生息範囲低減を図り、生息域上流端から下流に向かって抜根除草等の対策を進めるとともに、生息範囲の把握と対策の効果検証を進めるた 
  め、河川内における生息範囲・密度調査を実施する。 
 
(２)拡散防止《3,770千円》 終期︓R10 
   既に生息している個体の下流域（⼩⽥川、⾼梁川）への流出による生息域の拡⼤を防ぐため、河川内の浮島状の⼤規模群落の除去及び処分を⾏う。また⼤渡川から取⽔しているため 
  池でも個体を確認しており、農地への拡散を防ぐ必要があることから遮光シートの敷設等の処置を実施する。 
 
(３)関係者、関係機関との連携等《490千円》 終期︓R10 
   防除に際しては、専門家や町、県関係部局等、多数の関係者が協⼒しながら、対応することが不可⽋であることから、定期的な連絡会議等の開催による連携強化を図るとともに、研 
  修会の開催等を通じて、地元住⺠や営農者によるナガエツルノゲイトウへの正しい対処の普及啓発に取り組む。 
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事
業
効
果 

・ナガエツルノゲイトウについて、早期に対策を講じ、低密度管理を進めることで、将来的な農業被害や⽔利施設（取⽔堰、ポンプ場等）での被害発生を未然に防⽌する。また、治⽔や営
農への影響を不安視する町⺠の声を受け、⽮掛町からも要望が提出されている中、早期に対策を講じることで県⺠の不安解消を図る。 
・河川内のナガエツルノゲイトウ⼤規模群落の除去等により、⾼梁川など下流域等への拡散防⽌を図る。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 
     
     

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円)  10,000 8,500 8,500  

財
源
内
訳 

国 庫  5,000 4,250 4,250  
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源  5,000 4,250 4,250  
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対策

ナガエツルノゲイトウ防除事業

〇非常に強い繁殖力を持ち、地球上最悪
の侵略的外来植物とも呼ばれる。
〇繁茂すると大群落となり、農作物の生
育阻害や水路の流水阻害を引き起こす
こともある。

ナガエツルノゲイトウ

〇ナガエツルノゲイトウが令和７年１月に倉敷
市の河川敷で、同年５月に矢掛町の水田で相
次いで発見
〇その後の調査で矢掛町内の河川に多数繁茂し
ていることを確認し、周辺の水路や農地でも
生息している状況
〇大きく報道され、県民からの通報や問い合わせも多数

県内でも

放置すると農林水産業被害や治水・利水被害の発生が懸念
されるとともに、加速度的な生息範囲の拡大が危惧される。 →着実な防除と拡散防止が必要

〇生息域上流端から下流に向かっての、抜根除
草等の対策
〇生息範囲の把握、対策効果の検証のためのモ
ニタリング調査

Ⅰ生息範囲の低減、低密度化 【5,740千円】

〇ナガエツルノゲイトウの防除に関する知見を
有する専門家からの助言、指導等
〇地元自治体、国、県等が協力しながら防除を
進めるための連絡会議の開催
〇地元住民や営農者に対する普及啓発

Ⅲ関係者、関係機関との連携等 【490千円】

生息域低減、低密度化

〇個体の下流域への流出とそれに伴う生息範囲
の拡大を防ぐため、浮島状の大規模群落を除去
〇ため池等への遮光シートの敷設

Ⅱ拡散防止 【3,770千円】

被害の未然防止・軽減
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 環境文化部脱炭素社会推進課 等 

重点事業の名称 脱炭素社会の実現を目指した地球温暖化対策事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ８ 脱炭素化推進プログラム 

現
状
、
課
題
・必
要
性 

【現状】 
・世界的な脱炭素社会への流れを受け、⽇本でも「2050年カーボンニュートラル宣⾔」を⾏い、2050年までに脱炭素社会を実現し、温室効果ガスの排出を実質ゼロにすること

を目標に掲げている。本県においては、2020(令和２)年にゼロカーボン宣⾔を⾏っており、2022(令和４)年度には岡⼭県地球温暖化対策実⾏計画を改定した。2030年度目標
の39.3％削減（2013 年度⽐）に向け、脱炭素に向けたさらなる機運の醸成とともに、取組の進展と県⺠等のニーズの変化に対応した具体的な取組の検討、着実な実施など⼀
層の加速化が求められている。  

 
【課題・必要性】 
・建物の断熱化や省エネ設備の導⼊は、⻑期的に⾒た光熱費削減メリットに加え、快適性や健康性の向上にもつながるなどのメリットもあるが、家庭の取組が進んでいない。ま

た、産業界では、脱炭素経営の必要性を感じつつも、具体的な取組⽅法の情報・知識不⾜や設備導⼊の経費負担の問題等で⾏動に移せていない事業者が多い。したがって、県
⺠、事業者に対しては、省エネのメリット等をわかりやすく情報提供するとともに、導⼊には初期投資が必要であるため、⽀援により取組を促すことが求められる。特に、本県
の再エネポテンシャルを考慮すると、電⼒削減効果の高い太陽光発電設備の導⼊を積極的に進めることが有効である。 

・県が市町村と連携して温暖化対策を進めるにあたり、⾃治体によっては、⼈員・ノウハウの不⾜等により取組が困難な場合があるため、県からの情報提供や市町村同士の連携強
化、情報共有を図り、取組の⽀援を⾏う必要がある。 

・温暖化防止の必要性を感じているものの、県を挙げての機運が盛り上がっておらず、県⺠運動などを通じて、温暖化防止に向けた意識の醸成が求められる。 
・県⺠、事業者、市町村が脱炭素の取組を進めるにあたり、参考となる先⾏事例が少ないことから、県⾃らが脱炭素社会実現に向けた取組を率先して進める必要がある。 
・気温上昇により既に顕在化している影響に対して被害を防止・軽減する「適応策」の必要性が県⺠に⼗分には浸透していないため、気候変動の影響及び気候変動適応策に対する

県⺠の認識の向上を図る必要がある。 
 

事
業
内
容 

１ 家庭への省・創・蓄エネルギー導⼊⽀援《116,127千円》  
(１) 家庭の省・創・蓄エネ設備・ＥＶ導⼊⽀援事業《112,217千円》 終期︓R9  
   家庭における省エネ対策等を促進し家庭部門のＣＯ２削減を図るため、省・創・蓄エネ効果の高い機器・設備を導⼊する県⺠への補助を⾏う市町村を対象に補助を⾏う。 

（補助対象者）市町村 
（補助内容） 省エネ効果の高い機器等を導⼊する県⺠への補助を⾏う市町村への補助 
（補助率等） １／３（上限あり） 
 

(２) 拡充住宅の断熱化促進広報事業《3,910千円》 終期︓R10 
   住宅の断熱性能向上による経済⾯に加え、快適性や健康⾯における断熱化のメリットを紹介する展示広報等を⾏う。 
 
２ 事業者の脱炭素経営等⽀援《44,867千円》 
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(１) 拡充事業者の脱炭素経営促進事業《11,534千円》 終期︓R10 
   脱炭素経営への関心が低い事業者に対してセミナーや先進事例の視察を⾏うとともに、脱炭素化を課題に掲げ取組を進める事業者に対しては温室効果ガス排出量の可視化、現場改善

や生産性向上の取組などを促すため、専門家による勉強会や伴⾛⽀援を⾏う。 
 
(２) 事業者の太陽光発電設備導⼊⽀援事業《33,333千円》 終期︓R9 
   事業者が太陽光発電設備等を導⼊する費用の⼀部を補助し、イニシャルコストを負担に感じる事業者の脱炭素化の後押しとする。 
   （補助対象者）県内で太陽光発電設備を設置する事業者 
   （補助率等） 太陽光発電設備︓５万円／kW（上限800万円） 
 
３ 市町村の脱炭素事業等⽀援《20,692千円》 
(１) 県・市町村脱炭素ネットワーク形成事業《692千円》 終期︓R8 
   県からの円滑な情報提供や市町村同士の連携強化、情報共有のため、県・市町村が参加する会議を開催する。また、県が事務局の⼀員を務める「地域脱炭素創生・岡⼭コンソーシア  

ム」を活用し、県内の産学⾦官が連携して取り組む事業を実施する（セミナー、総会等）。 
 
(２) 地域脱炭素化⽀援事業《20,000千円》 終期︓R10 
   地域のレジリエンス向上と脱炭素化の実現のため、公共施設等へ再エネ発電設備やコージェネレーション設備、ＥＶ等を導⼊する場合に必要な経費の⼀部を補助する。 
   （補助対象者） 市町村 

（補助内容）   再エネ設備等導⼊事業（太陽光発電設備、蓄電池等）、ＥＶを活用した事業を進める市町村への補助 
（補助追加）  コージェネレーション設備 

   （補助率等）   １／２ （上限 5,000 千円） 
 
４ 県⺠運動等を通じた機運醸成《1,593千円》 
(１) アースキーパーメンバーシップ拡充事業《1,132千円》 終期︓R8 
   アースキーパーメンバーシップ事業に若年層を中心としたグループを形成し、活動の場の提供を通じて、若い世代を中心に脱炭素に向けた機運醸成を図る。 
 
(２) デコ活推進事業《461千円》 終期︓R8 
   環境省が主導して取り組む「デコ活」（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国⺠運動）と連携し、県⺠や事業者などに地球温暖化防止への意識と実践がさらに拡がるよう情報

発信や普及啓発に取り組む。 
    ・クールビズ・ウォームビズ県⺠運動等による啓発活動 
    ・「デコ活」宣⾔登録制度の周知 
 
５ 県としての取組《1,379,873千円》 
(１) エコ・オフィス・プラン推進事業《1,379,873千円》 終期︓R12 
   脱炭素社会の実現に向け、県⾃らが⼀事業者・⼀消費者として率先的に取り組む「岡⼭県エコ・オフィス・プラン」を着実に推進するため、県有施設への太陽光発電設備の導⼊、新  

築建築物のＺＥＢ化、公用⾞の電動化、県有施設照明のLED化等を実施する。 
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６ 気候変動への適応《1,713千円》 
(１) 新規気候変動適応ワークショップ事業《1,713千円》 終期︓R8 

気候変動の影響・適応分野における指導者の育成とともに、県⺠への普及啓発等を図る研修会を開催する。 
 

事
業
効
果 

・家庭の脱炭素への意識が高まるとともに省エネ設備等の導⼊が進み、⺠生部門の温室効果ガス排出量が低減する。 
・多くの事業者や市町村が⾃主的に脱炭素事業に取り組み、県内の脱炭素の取組が進展する。 
・県⺠の環境問題への関心が高まり意識の向上が図られ、それぞれの取組が進む。 
・県の率先⾏動を通じて、脱炭素社会実現に向けた取組を加速させる。 
・地域の気候変動影響を把握し、県⺠が意識することで、⾃然災害から生活を守り、経済活動を維持することができる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

2、3、5 生き活き岡⼭県温室効果ガス算定・報告・公表制度の対象と
なる事業所の温室効果ガス排出量 3,418万 t-CO₂ (R5) 2,882万 t-CO₂ (R9) ▲536万 t-CO₂ 

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円) 2,218,428 1,564,865 2,838,319 2,018,347 11,702,564 

財
源
内
訳 

国 庫 308,272 38,885 38,634   
起 債 1,495,700 1,222,000 731,600 297,000 601,200 
その他特定財源 131,345 144,706    
⼀ 般 財 源 283,111 159,274 2,068,085 1,721,347 11,101,364 
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脱炭素社会の実現を目指した地球温暖化対策事業

・建物の断熱や省エネ設備は、快適性や健康性の向上等にもつながるが認知度が低いため、情報提供等が必要。

・産業界では脱炭素経営の必要性を感じつつも行動に移せていない事業者が多く、支援が求められる。

・市町村が温暖化対策を進めるにあたっては、県と市町村との連携した取組が不可欠。

・県民に十分浸透していない気候変動「適応策」の周知が必要。

課題・必要性

✅家庭の脱炭素への意識が高まり省エネ設備等の導入が進み、民生部門の温室効果ガス排出量が低減する。

✅多くの事業者や市町村が自主的に脱炭素事業に取り組み、県内の脱炭素の取組が進展する。

✅地域の気候変動影響を把握し、県民が意識することで、経済活動を守ることができる。

事業の効果

○ 住宅の断熱化促進広報事業【拡充】
これまでの成果⇒新築時のＺＥＨ住宅の認知度アップ
R8事業・・・既存住宅へもターゲットを拡大

・ ・断熱性能向上による経済面に加え、快適性や
健康面のメリットを紹介する展示広報等

○ 家庭の省・創・蓄エネ設備・ＥＶ導入支援事業

○ 事業者の脱炭素経営促進事業【拡充】
これまでの成果⇒省エネアドバイザー派遣による省エネ取組推進
R8事業・・・脱炭素化が求められる事業者を育成
・脱炭素化に取り組む事業者等に対するセミナー開催
や専門家による伴走支援

○ 事業者の太陽光発電設備導入支援事業

○ 地域脱炭素化支援事業
これまでの成果⇒地域特性や資源を生かした再エネ導入量増加
R8事業・・・再エネ導入と同時にレジリエンス強化
・再エネや蓄電池、コージェネ導入等に係る経費補助

○ 県・市町村脱炭素ネットワーク形成事業

○ 気候変動適応ワークショップ事業【新規】
これまでの成果⇒気候変動の影響・適応分野における講師の育成
R8事業・・・育成した講師の知見を活用
・地球温暖化や気候変動適応策の普及啓発のための
ワークショップの開催

カーボンニュートラル！

具体的な取組

家
庭
向
け

市
町
村
向
け

事
業
者
向
け

適
応
策

＜県民運動等を通じた機運醸成＞ ○ アースキーパーメンバーシップ拡充事業 ＜県としての取組＞ ○ エコ・オフィス・プラン推進事業

○ デコ活推進事業

継
続
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 県⺠⽣活部国際課 

重点事業の名称 ウクライナ避難⺠等⽀援対策事業 

第４次⽣き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ９ ⽣きがい・元気づくり支援プログラム 

現
状
︑
課
題
・
必
要
性 

【現状】 
・ウクライナから避難された方に対して、住居や⽣活面において、令和４年度から継続して支援を⾏っている。 
・令和７年10月末現在、県内には10世帯11人が避難されており、市町村等を通じて、⽣活支援をしている。 
・住居支援については、居住環境を整備した県営住宅を提供している。 
・令和６年６月に来岡された駐⽇ウクライナ特命全権⼤使から、市町村等が所有し、更新のため不要となった救急⾞等について、無償提供を求める要望があり、県から市町村へ協

⼒を呼びかけている。 
・複数の市町村が協⼒呼びかけに応じ、経済界等からの協⼒も得ながら、令和７年10月末現在、救急⾞等10台をウクライナへ提供した。 

【課題・必要性】 
・ウクライナから避難された方々が、就労等により⾃⽴した⽣活を送るためには、⽇本語の習得など、様々な課題があり、相当期間が必要と考えられる。 
・引き続き、本県にはウクライナから避難された方々が⽣活されており、また、国からの受け入れ要請等により県内への避難者が増えることも考えられることから、同様の支援を

継続していく必要がある。 
・ウクライナへの救急⾞等の提供については、輸送費⽤が⽣じることから、継続的な提供を⾏うためには、広く県⺠や県内企業等から支援を得やすい体制を構築する必要がある。 

事
業
内
容 

１ 避難⺠住居⽀援事業《2,269千円》  
(１)県営住宅⼊居準備《1,193千円》 終期︓R8 

 県営住宅にウクライナから避難された方の入居が決定した場合には、入居前に電気設備点検や不⾜している備品の購入等を⾏う。 
 
(２)県営住宅からの転居助成《1,076千円》 終期︓R8 

 県営住宅入居後、就職等により転居が必要となった場合には、転居に係る経費を助成する。 
 
２ 避難⺠⽣活⽀援事業《1,342千円》  
(１) 通信環境整備《1,132千円》 終期︓R8 

 本国との連絡等で必要となる通信環境を整備するため、モバイルルーターを貸与する。 
 

(２) 翻訳環境整備《210千円》 終期︓R8 
 ⽇本語を話すことができないウクライナから避難された方に対し、⾃動翻訳機を貸与する。 
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３ 拡充岡山発・ウクライナ人道⽀援強化プロジェクト《5,800千円》 終期︓R8 
   県内市町村等から無償譲与された救急⾞等について、経済界、岡山発国際貢献推進協議会及びウクライナ支援団体と連携しながら、救急⾞等をウクライナへ提供するとともに、広く

県⺠や県内企業等に対し支援を呼びかける。 
 

事
業
効
果 

・ウクライナから避難された方の⽇本での⽣活の安定が図られる。 
・県内市町村等が所有する救急⾞等が有効に活⽤され、人道支援が強化される。 

事
業
目
標 

事業 ⽣き活き指標 等 現状値 目標値 差 
     
     

事
業
費
の
⾒
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 ⾒込額 R10 ⾒込額 R11 以降⾒込額 

事業費(単位︓千円) 8,442 9,411    

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源 8,442 9,411    
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■令和6(2024）年６月
・駐日ウクライナ特命全権大使が来岡、救急車等の提供の要請
・県内市町村・組合から救急車等の提供意向あり

岡山発・ウクライナ人道支援強化プロジェクト

１．提供までの経緯等

現在までに、県内１０団体（９市町村１組合）から、計２８台

（救急車8台、消防関係車両２０台）の提供申出

■令和６(2024)年７月～８月
・在日ウクライナ大使館と車両提供に関する覚書を締結
■令和６(2024)年９月４日
・ウクライナへ提供する救急車等出発式を実施

２．提供に向けた準備等

市町村・消防組合

岡 山 県 ウクライナ
大使館

消防車両等提供に係る覚書

受入れ調整

※人道支援としての提供を明記

※総合調整を担当

４．提供スキーム

・ウクライナでは救急車等が大幅に不足

配置調整 ウクライナ
本国

輸送
依頼

県内企業等

岡山発国際貢献推進協議会

NPO法人ユーラシア（ウクライナ支援団体）

車両
譲渡

車両輸出

輸出取扱
団体指定

協賛

・国内輸送は県負担金及び県内企業等
の協賛金で対応
・スキーム維持のため、海外輸送に係る
経費に対して県からも負担金

提供
調整

■令和６(2024)年９月13日
・水島港から車両２台（真庭市）を輸送
⇒令和６(2024)年12月19日 ウクライナ到着、現地公共機関へ寄贈

■令和７（2025）年４月11日
・同港から車両２台（倉敷市、笠岡市）を輸送
⇒令和７(2025)年７月１日 ウクライナ到着、現地公共機関へ寄贈
■令和７(2025)年５月29日
・同港から車両２台（津山市）を輸送
■令和７(2025)年9月2日
・同港から車両４台（赤磐市１台、笠岡地区消防組合１台、津山市２台）を輸送
■令和７(2025)年１２月以降
・同港から車両４台を輸送予定

３．ウクライナへの輸送

【水島港での積込作業】

・令和6(2024）年度から提供スキームを構築し、県からは「岡山発国際貢献推進協議会」と連携しながら、
県内輸送に係る費用負担を行っている。
・一方で、海上輸送については、当初、ウクライナ大使館が資金調達することとなっていたが、長引く戦況
の影響により、海上輸送費の調達を支援する必要がある。

・国際貢献の一環として、県と「岡山発国際貢献推進協議会」とが連携するとともに、経済界とも連携しな
らが、引き続き、救急車や消防車の提供を通じ、ウクライナへの支援を行う必要がある。
・現在のスキームを維持するため、海上輸送に関しても県からも一定の費用負担が必要となっている。

現状・課題

岡山発の国際貢献活動と
して、全国に先駆けた
モデルケースとして、
引き続き支援

事業の意図・効果

寄付

県外スポンサー

寄付

必要性

〇既存車両等の活用により、最小限の負担でウクライナ支援を実施

〇県が調整役となるとともに、事業実施に必要な負担金を支出する
ことで、市町村や大使館の負担軽減を図り、円滑かつ持続可能な提
供体制を構築
〇長引く戦況を踏まえ、海上輸送に係る経費についても、県と経済
界とが連携しながら、支援を行う。
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 環境文化部文化振興課 

重点事業の名称 中四国文化の集い岡山大会開催事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ９ 生きがい・元気づくり支援プログラム 

現
状
、
課
題
・必
要
性 

【現状】 
・中四国９県の文化交流を通じ、文化活動の発表機会の拡充と文化意識の⼀層の⾼揚を図るとともに、圏域の歴史と風⼟から生まれた伝統文化を受け継ぎながら、新たな文化を
創造することを目的として、中四国９県の合議により、平成４年度から毎年、各県持ち回りで「中四国文化の集い」を開催している。 
・岡⼭県では、これまで平成９年度、21年度、22年度(国⺠文化祭に合わせて実施)に開催されており、４巡目の開催を令和８年度に予定している。 
・令和８年度で34回目となる中四国文化の集いであるが、近年は、伝統芸能、郷⼟芸能を主としたテーマでの開催が続いている。 
【課題・必要性】 
・少子・⾼齢化により伝統芸能・郷⼟芸能の分野の継承・担い手育成が課題となっている。 
・本県の文化芸術を継承・発展させていくため、若年層が文化芸術活動に参加しやすい環境づくりや機会の創出が不可⽋な状況である。 
・伝統芸能・郷⼟芸能の担い手育成が必要となるなかで、岡⼭県で県内外の団体の披露の場を提供し、出演団体同⼠の交流を図ることで、新たな担い手を育て、今後の文化振興に
つなげる必要がある。 
・鑑賞機会の少ない中四国の伝統文化について、広く県⺠に機会を提供することで、幅広い世代に伝統文化・郷⼟芸能に興味を持ってもらう必要がある。 
 
 

事
業
内
容 

 
１ 新規中四国文化の集い岡山大会開催事業《5,463千円》 終期︓R８  
   令和８年度中四国文化の集いを岡⼭県内で開催する。 

・開催のための事前広報や前日リハーサル、当日のイベント運営までを業務委託する。 
    イベント実施委託 3,720千円 
    広報業務委託   1,743千円  
 
 

事
業
効
果 

 
 
・伝統芸能・郷⼟芸能の担い手育成が必要となる中で、岡⼭県で県内外の団体の披露の場を提供し、出演団体同⼠の交流を図ることで、新たな担い手を育て、今後の文化振興につながる。 
・鑑賞機会の少ない中四国の伝統文化について、広く県⺠に機会を提供することで、幅広い世代に伝統文化・郷⼟芸能に興味を持ってもらうことができる。 
 
 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

１ 生き活き 文化芸術に関わった(自ら実践・直接鑑賞した)人の割合 40.9%(R6) 45.0%(R10) 4.1㌽ 
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事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位︓千円)  5,463    

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源       
⼀ 般 財 源  5,463    
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第３４回中四国文化の集い岡山県大会の開催

【１．趣旨】

中四国９県の文化交流を通じ、文化活動の発表機会の拡充と

文化意識の一層の高揚を図るとともに、圏域の歴史と風土から

生まれた伝統文化を受け継ぎながら、新たな文化を創造するこ

とを目的として、中四国９県の合議により、平成４年度から毎

年、各県持ち回りで「中四国文化の集い」を開催している。

【２．事業の必要性・目的】

岡山県では、これまで平成９年度、２１年度、２２年度(国民

文化祭に合わせて実施)に開催されており、４巡目の開催を令和

８年度に予定している。

近年の開催テーマが伝統芸能、郷土芸能が主となっており、

少子・高齢化によりこういった分野の継承が課題となっている

中、岡山県で県内外の団体の披露の場を提供し、出演団体同士

の交流を図ることで、新たな担い手を育て、今後の文化振興に

つなげる。

【５．直近の開催県】

Ｒ４ 高知県

高知県立県民文化ホール(R4.10.10)

Ｒ５ 広島県

上野学園ホール(R5.10,8)

Ｒ６ 島根県

島根県民会館大ホール(R6.11.4)

Ｒ７ 香川県

レクザムホール(R7.11.23)

【３．開催概要】

開催日：令和８年１０月２４日(土) リハーサル

令和８年１０月２５日(日) 公演

会 場：岡山芸術創造劇場ハレノワ中ホール(８０７席)

入場料：無料

出 演：各県１団体、開催県２団体の計１０団体

【４．事業費】

委託料：５，４６３千円
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 環境文化部スポーツ振興課 

重点事業の名称 晴れの国︕スポーツパスウェイ事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ９ 生きがい・元気づくり支援プログラム 

現
状
、
課
題
・必
要
性 

【現状・課題】 
・少⼦化や学校部活動の地域展開など、スポーツ環境の変化に伴い、⼦どもが様々なスポーツに触れる機会が減少するとともに、競技⼒の伸びの鈍化も懸念される。 
・国⺠スポーツ⼤会等の選⼿に対して競技⼒の強化を図る⼀⽅、競技団体指導者の⾼年齢化が進んでいる。 

（JSPO公認スポーツ指導者登録者数（岡山県） 40歳未満21.1％、40歳以上78.9％（R7.9月現在） 
・令和６年の国⺠スポーツ⼤会総合成績は目標である10位台を達成しているが、近年15〜20位あたりを推移している。 

(天皇杯順位R3︓16位、R4︓16位、R5︓20位、R6︓15位) 
 

【必要性】 
・ジュニア期におけるスポーツとの出会いは、生涯にわたり心⾝ともに健康で文化的な生活を営む基盤の１つであることから、⾃⾝の運動能⼒を客観的に把握する機会を設ける

とともに、スポーツとのマッチングを創出する必要がある。 
・全国⼤会等でのアスリートの活躍には、練習環境等の整備とともに心⾝に係るサポート体制は重要である。 
・有能なアスリートが社会⼈として競技を続⾏するために、アスリートを受け⼊れる協⼒企業の開拓をするとともに、学生対象の就職研修会等を開催することで、将来県内の指

導者として、次世代の選⼿発掘に関わる⼈材を確保する。 

事
業
内
容 

１ 晴れの国︕スポーツパスウェイ事業《 18,980 千円 》 
 
（１）拡充スポーツとの出会い創出《 9,219千円 》終期︓R10      

・９歳〜12歳までの⼦どもを対象に、⾃⾝の⾝体能⼒の測定を⾏い、⾃分の特性に合ったスポーツとの出会い（体験会等）を支援する。 
・能⼒測定は、環太平洋⼤学スポーツ科学センターの最先端の研究機器を活⽤した分析により、能⼒値の変化やスポーツへの興味関心等の調査・研究を⾏う。 
 

（２）アスリートのパフォーマンス向上・環境整備《７,758 千円 》終期︓R10  
・中央競技団体との連携 

    県内競技団体と中央競技団体とを連携させ、県内選⼿の強化及び県内指導者の指導研修の実施等に係るサポートを図る。 
・国⺠スポーツ⼤会等への専門家派遣・環境整備 

    練習環境等の整備を図るとともに、国⺠スポーツ⼤会等にアスレティックトレーナー等を帯同トレーナーとして派遣し、出場選⼿の⾝体的メンテナンスに係る
サポートを⾏う。 

 
（３）競技と社会⽣活の両⽴《 2,003千円 》 終期︓R10  

・アスリート受⼊れ企業の開拓 
    仕事と競技活動の両⽴が図れる労働条件や職業環境が提供可能な企業等の登録を促し、労働条件・練習環境の整備等が推進される企業等の増加を図る。 

245



 

 

 

  ・研修会・相談会の開催 
    本県への就職を希望する県内外のアスリート学生等を対象に、就職研修会等を実施する。 

事
業
効
果 

・ジュニア期の⼦どもたちが、⾃分に合ったスポーツに出会い、スポーツの楽しさを感じることで、競技の裾野拡⼤を図るとともに、生涯にわたってスポーツに関わろうとする資質を醸成
できる。 

・スポーツとの出会いからキャリア支援（指導者確保）までの循環を構築することにより、次世代のアスリート輩出につなげることができる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 生き活き成⼈男⼥の1週間に1日以上運動・スポーツをする
割合 45.5％(R6) 55％(R10) 9.5㌽ 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位︓千円) 14,838 18,980 17,980 17,980  

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源      
⼀ 般 財 源 14,838 18,980 17,980 17,980  

246



晴れの国！スポーツパスウェイ事業
岡山県

【 概 要 】

・スポーツに関する自身の特性を知り、スポーツへの関心を高めるともに、生涯にわたってスポーツに関わろうとする資質を醸成できる。（スポーツの裾野拡大）

【 現状・課題 】

・選手の競技力強化を図る一方、競技団体指導者の高年齢化が進んでいる。（JSPO公認スポーツ指導者登録者数（岡山県） 40歳未満21.1％、40歳以上78.9％）

② アスリートのパフォーマンス向上

地域の指導者の確保

● 得意を探そうプロジェクト（小４～小６）

● スポーツ環境の整備

① スポーツとの出会い創出

② アスリートのパフォーマンス向上

● 中央競技団体との連携

● 国スポ等への専門家の派遣（Dr、At）

体験会・競技会等の用具整備（一部団体負担）

③ 競技と社会生活の両立

運動の入り口

競技スポーツの入り口

③ 競技と社会生活の両立
● アスリート受入れ企業の開拓

● 研修会・相談会の開催

第１回スポーツ能力測定会夏

能力再測定

冬

得意を知る

～きみに合うスポーツを知ろう～

ｵﾝﾗｲﾝ講座（栄養・心理・体力）

第２回

希望でマッチング
地域展開につなぐ

スポーツ環境の整備

体力サポートのイベント
（年代平均と比較）
測定で能力が分かる ｽﾎﾟｰﾂの

意識調査

学びで知る

栄養学など
（子ども・親）

成⻑の把握

【［拡充］予算額：9,219千円 】

【予算額：2,758千円 】 【予算額：2,003千円 】

【 予算額：18,980千円 】

・少子化や学校部活動の地域展開など、スポーツ環境の変化に伴い、子どもが様々なスポーツに触れる機会が減少しつつある。

① スポーツとの出会い
（小学生）

指導者の確保

結果
①

結果②

部活動の地域展開
（中学生）

フォロー期間（希望者）
ｵﾝﾗｲﾝ講座

深く知る

・選手強化、キャリア支援（指導者確保）の循環を構築することにより、次世代のアスリート輩出につなげることができる。

【 事業の効果 】

【予算額：5,000千円 】

（中学生～社会人）

（社会人）

（小学生）（小学生～社会人）

（中学生～社会人）

体験会

調査・研究（能力値・スポーツへの興味関心等）個別に結果の振り返り
（優れた能力、スポーツ種目の傾向など）

フェスティバル体験会

県内多数の
競技団体が出展する
総合的な体験会

成⻑を知る
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 環境文化部スポーツ振興課 

重点事業の名称 おかやまトップクラブチーム応援加速事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ９ 生きがい・元気づくり支援プログラム 

現
状
、
課
題
・必
要
性 

 
【現状】 
・岡⼭旋風と評される県勢の活躍により、県⺠のスポーツへの関心が⾼まっている。 
・ファジアーノ岡⼭のJ1昇格後、ホームエリアチケットが完売、アウェイ⼈流が増加し、毎試合2,000⼈以上が来岡している。 
 
 
【課題・必要性】 
・スポーツを「する」「みる」「ささえる」⼈を増やすためには、トップクラブチームは核となる存在である。また、その活躍は、地域の一体感の醸成や、地域の活⼒の創出につな

がることから、「岡⼭旋風」と評されるなど、県勢が全国を舞台に大いに活躍する中、チームと県⺠や、県⺠同⼠の一層の交流を図る好機である。 
・アウェイ⼈流が増加し、毎試合2,000⼈以上が来岡するなど、トップクラブチームのホームゲームを契機とした、アウェイサポーターの誘客・周遊促進を図る好機である。 
・喫緊の課題である、結婚支援や県外との交流促進による関係⼈⼝の増についても、スポーツの魅⼒を活⽤することは効果的である。 

事
業
内
容 

 
１ 拡充おかやまスポーツフェスト事業《10,857千円》 終期︓R9  
   トップクラブチームのホームゲームを集中的に観戦できる期間を設定し、県⺠の観戦を促進する取組を実施。 
   チームと連携し、観戦スタンプラリーの実施、共通チケットの発⾏など、コラボイベントを実施。 
   「おかやま縁むすびネット」会員等を対象に、スポーツ観戦を通じたマッチングイベントを実施。 
 
 
２ 拡充いらっ祭おかやま事業《7,924千円》 
(１)中国ダービー事業《3,000千円》 終期︓R9 
   ファジアーノ岡⼭の中国ダービー（広島戦）におけるホーム＆アウェイの両試合で、両県・両クラブと連携した、誘客促進・情報発信事業を実施する。 
 
(２)いらっ祭おかやま事業《4,924千円》 終期︓R9 
   アウェイゲームに関東圏、関⻄圏からの誘客促進のための情報発信ブースを出展する。 
   アウェイサポーターに向けた、ＳＮＳ等を活⽤した情報発信を実施する。 

地元⾼校生が地域の一押しスポットを紹介する県内誘客・周遊促進企画を実施（ファジアーノ岡⼭×⾼校生のコラボ企画「One★Starプロジェクト」）。 
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事
業
効
果 

 

・県全体でのスポーツを「する」「みる」「ささえる」⼈の増加。トップクラブチームの応援の輪の広がり。 
・県外からの誘客増加や、それに伴う、県内周遊者の増加。 
・スポーツを核とした地域の一体感や活⼒の創出。 
・喫緊の課題である、結婚支援や県外と交流促進による関係⼈⼝の増。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1、2 生き活き県内で⾏われたスポーツ大会やスポーツの試合を観
戦した⼈の割合 24.6％(R6) 25.0％(R10) 0.4㌽ 

1、2 トップクラブチームのホームゲームにおける観客動員数
（第２次岡⼭県スポーツ推進計画） 265千⼈(R6) 267千⼈(R10) ２千人 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位︓千円) 9,179 18,781 18,781   

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源 9,179 18,781 18,781   
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お か や ま ト ッ プ ク ラ ブ チ ー ム 応 援 加 速 事 業 （ 拡 充 ）

現状 ・岡山旋風と評される県勢の活躍によるスポーツへの関心の高まり
・ファジアーノ岡山Ｊ１昇格後、ホームエリアチケット完売、アウェイ人流が増加し、毎試合2,000人以上が来岡

課題 ・ファジアーノ岡山のホームゲーム等を契機とした、アウェイサポーターの誘客・周遊促進、他競技への波及

②県外からの誘客への取組
[いらっ祭おかやま] （拡充）

（予算額：R7 2,378千円→R8 7,924千円）
・R7年度に新規実施
中国ダービーでの連携PR事業
アウェイ神⼾戦でのイベント

↓
継続：中国ダービー、神⼾
拡充：大阪・京都や関東圏の人気クラブチーム

・アウェイでPR→ホーム観戦+県内周遊
・SNSやインターネット等を活用し、試合＋岡山を
楽しんでもらう情報発信

・再来を促す情報提供

PR効果高

①トップクラブチームの誘客促進・応援機運醸成
[おかやまスポーツフェスト]（拡充）

（予算額：R7 6,801千円 → R8 10,857千円）
・同時期の複数チームのホームゲームに合わせて、
連動企画のイベントを実施

・サッカーJ1,バスケB.ONE参入等を契機とした
チーム間連携の強化

・「おかやま縁むすびネット」会員等を対象に、スポーツ観戦
を通じたマッチングイベントの実施

地元高校生が選ぶ
地域の一押しスポットを紹介

ファジアーノ岡山×高校生
コラボ企画
Oｎｅ★Ｓｔａｒプロジェクト

期待される効果 ・ライト層を含む県全体でのスポーツへの関心の高まりと応援機運の醸成
・トップクラブチームのホーム及びアウェイサポーターの来場やスポーツに触れる機会が増え、地域が活性化
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重 点 事 業 調 書 
担当部局・課名 環境文化部スポーツ振興課、文化振興課 

重点事業の名称 おかやま版 地域クラブ活動推進事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ９ 生きがい・元気づくり支援プログラム 

現
状
、
課
題
・必
要
性 

【現状】 
・令和7年度までの改⾰推進期間において、学校部活動の地域連携・地域移⾏（R7年度より地域展開）に取り組む市町村は増加してきた。 
・国は、新たに令和8年度から13年度までを改⾰実⾏期間と位置づけ、8〜10年度を前期、11〜13年度を後期として設定した。 
・これまで、県教育委員会と連携し、市町村を支援するとともに、受け皿である指導者の確保や資質向上に努めてきた。 
 
【課題・必要性】 
・令和７年度までに24市町村（岡山市以外）が取り組むとしているものの、一部の学校や部活動にとどまっている状況。 
・これまで、国の実証事業に取り組んできた市町では、活動費用(指導者謝⾦等)のあり方が課題。 
・改⾰実⾏期間内に地域展開等を確実に着⼿していくにあたり、推進体制の整備、指導者の確保等、様々な課題を解決する必要があり、対応に苦慮する市町村が一定数存在する。 
・令和８年度から、部活動の地域展開等の全国的な実施期間に⼊り、当該期間において、原則、全ての学校部活動において、休⽇の地域展開の実現を目指すとされ、前期で着⼿す

る必要があることから、スポーツ・文化関係団体、学校、地域の関係者等と連携し、その方策の検討や課題解決に向け、情報共有を図るとともに、地域クラブ活動の推進に向
け、国補助制度を活用し、市町村等を支援していく必要がある。 

・地域クラブ活動の推進に向け、地域の指導者確保や、適切な指導が⾏えるよう、指導者の資質向上を図る必要がある。 
 

事
業
内
容 

１ 市町村等支援事業《40,379千円》 
(１)情報共有《379千円》 終期︓R10 

① 県教委と連携し、市町村、関係団体等を構成員として、引き続き、連絡会議の場を設けるとともに、これまでの連絡会議（県主催）や実証事業（教育庁主催）で得られた課題等 
の解決策や市町村等への支援方策等の情報共有を⾏う。また、全市町村を構成員とすることで、成功事例等の横展開につなげる。       

② 県ＨＰ等へ県内の取組状況を掲載し、広く周知する。 
③ 地域クラブ活動団体の認定要件を設定する。 

 
(２)新規地域クラブ活動の推進《40,000千円》 終期︓R10 

市町村を通じて、地域クラブ活動に係る経費を補助し、活動体制を推進する。（国︓県︓市町村＝１︓１︓１） 
  ➀ 県ガイドラインの策定 
  ② 認定地域クラブ活動の活動費の支援 
  ③ 経済的困窮世帯の子どもたちへの支援 
  ④ 推進体制の整備 等 
 
２ 指導者の育成・登録促進等体制整備事業《4,388千円》 
(１)拡充研修会の開催《1,036千円》 終期︓R10 
  地域でのクラブ活動が円滑に実施されるよう、指導に必要となる知識を有した指導者を多く確保するとともに、指導者の資質の向上を図ることを目的とし、国のガイドラインを踏まえ

た研修会を実施する。 
① スタートコーチレベルに相当 
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競技経験者、指導希望者、大学生等、これから地域クラブ活動の指導者となり得る人を対象とした研修を実施する。 
② コーチ１レベルに相当 

中央から専門的な講義ができる講師を招き、すでに活動している指導者を中心に、さらなる資質の向上を図る研修を実施する。 
<内容> 
・コーチングについて ・ジュニア期の指導について ・ハラスメントの防止について 

     ・安心・安全な環境の整備について 等  
 
(２)指導者人材バンク「おかやまスポーツナビ」「マイニングおかやま」の充実《3,352千円》 終期︓R10 

・地域クラブの認定要件を踏まえた人材バンクの運営及び充実 
  ・登録促進に向けた啓発 
 

事
業
効
果 

 
・地域の実情に応じて、受け皿となる地域クラブ活動を推進し、子どもたちの休⽇のスポーツ・文化活動の充実を図る。 
・地域クラブ活動への推進に必要となるガイドラインや地域クラブの認定要件、各種先進事例等を県内市町村と共有し、県全体での取組を推進する。 
・地域指導者の人材バンク機能を充実させ、学校と地域との連携強化につなげる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1、2 
地域課題に応える取組の推進として学校との連携を⾏って
いる総合型地域スポーツクラブの割合（第２次岡山県スポ
ーツ推進計画） 

48.4％(R6) 50.0％(R10） 1.6㌽ 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位︓千円) 7,218 44,767 44,767 44,767  

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源 518 21,462 21,462 21,462  
一 般 財 源 6,700 23,305 23,305 23,305  
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おかやま版 地域クラブ活動推進事業

現状
課題

 令和７年度までに24市町村（岡山市以外）が取り組むとしているものの、一部の学校や部活動にとどまっている状況。
 これまで、国の実証事業に取り組んできた市町では、活動費用(指導者謝金等)のあり方が課題。
 地域展開においては、地域の指導者確保や、適切な指導が行えるよう、指導者の資質向上を図る必要がある。
 令和８年度から、部活動の地域展開等の全国的な実施期間（「改革実行期間（前期３年、後期３年）」）に入り、当該期間に

おいて、原則、全ての学校部活動において、休日の地域展開の実現を目指すとされ、前期で着手する必要がある。

方針 地域の実情に応じて、受け皿となる地域クラブ活動を推進する。

子どもたちの休日のスポーツ・文化活動の充実

R8
(2026)
年度

R9
(2027)
年度

R10
(2028)
年度

改
革
実
行
期
間
前
期

▶ 関係者間の情報共有

【連絡会議構成員】
市町村、
スポーツ・文化芸術団体等

・連絡会議の開催
・地域クラブ活動団体の認定

要件を設定

成功事例の横展開
➤➤➤すべての市町村が着手

・県ガイドラインの策定
・認定団体の活動費用

（指導者謝金等)を支援
・経済的困窮世帯の子どもたち

への支援 等

▶ 地域クラブ活動の推進

指導者の資質向上 ・ 裾野拡大

▶ 人材バンクの充実

▶ 資質向上研修会を実施

・人材バンクの運用
（登録手続き、有効期限の整理）

・市町村・関係団体等への登録勧奨

・国のガイドラインを踏まえ、内容更新
・スポーツ、文化芸術それぞれで実施

R11(202９)年度
改革実行期間
後期へ

【 中間評価 】

Ⅰ 市町村、関係団体への支援 Ⅱ 指導者の育成・登録促進予算額：40,379千円 予算額：4,388千円

【補助】
国1/3、県1/3、市町村1/3

【新規】
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重 点 事 業 調 書 

 

担当部局・課名 環境文化部スポーツ振興課 

重点事業の名称 サッカースタジアム調査・検討事業 

第４次生き活きプラン 重点戦略 Ⅳ 安心で豊かさが実感できる地域の創造 戦略プログラム ９ 生きがい・元気づくり支援プログラム 

現
状
、
課
題
・必
要
性 

【現状】 
・ファジアーノ岡山のJ1昇格後、全試合ホームエリアチケットが完売。アウェイの⼈流が増加し、毎試合2,000⼈以上が来岡している。 
・ファジアーノ岡山のホーム戦を観戦したくてもできない状況が生じていることなどから、新スタジアム整備を求める署名活動が⾏われ、50万筆を超える署名が県及び県議会に

提出された。 
【課題・必要性】 
・多くの署名が県に提出されたが、スタジアムの整備にあたっては、検討すべき多くの事項がある。 
・今後スタジアムについて議論・検討するためには、場所、規模、建設コストなど様々な観点でのデータ、情報が必要である。 

事
業
内
容 

１ 新規サッカースタジアム調査・検討事業《27,337千円》 終期︓R８ 
 ・協議体を設置し、整備の実現可能性等について、議論・検討を⾏う。 

・サッカースタジアム整備に関係する項目について、⺠間調査会社に委託し調査等を⾏う。 
  （調査項目︓場所、規模、建設コスト、建設資⾦の調達⽅法、建設・運営主体、運営収支予想、経済効果、交通需要予測、スタジアムに付加する機能等） 
  

事
業
効
果 

 

・整備の実現可能性や、県としての関わり⽅を議論・検討することができる。 

事
業
目
標 

事業 生き活き指標 等 現状値 目標値 差 

1 生き活き県内で⾏われたスポーツ⼤会やスポーツの試合を観
戦した⼈の割合 24.6％(R6) 25.0％(R10) 0.4㌽ 

1 トップクラブチームのホームゲームにおける観客動員数
（第２次岡山県スポーツ推進計画） 265千⼈(R6) 267千⼈(R10) ２千人 

事
業
費
の
見
積
も
り 

区   分 R7 予算額 R8 予算要求額 R9 見込額 R10 見込額 R11 以降見込額 

事業費(単位︓千円)  27,337    

財
源
内
訳 

国 庫      
起 債      
その他特定財源      
一 般 財 源  27,337    

254



サ ッ カ ー ス タ ジ ア ム 調 査 ・ 検 討 事 業 （ 新 規 ） （予算額：27,337千円）

現 状 ・ファジアーノ岡山Ｊ１昇格後、全試合ホームエリアチケット完売、アウェイ人流が増加し、毎試合2,000人以上が来岡
・ファジアーノ岡山ホーム戦を観戦したくてもできない状況が生じていること等から署名活動が行われ、県、県議会に提出

課 題 ・スタジアムの整備にあたっては、検討すべき多くの事項がある。
・今後の議論・検討のためには、場所、規模、建設コストなど様々な観点でのデータ、情報が必要。

サッカースタジアム調
査・検討（新規）
・協議体を設置し、整備の実現可能性
等について、議論・検討を行う

・議論・検討に必要となる、調査等を
実施
※調査項目：場所、規模、建設コス
ト、建設資金の調達方法等

フットボール専用スタジア
ムの整備を求める要望書、
署名の受取
・県サッカー協会やクラブ、サポー
ター等で構成する団体（代表：那須
岡山⼤学学⻑）が署名活動を６⽉26
日から９⽉30日の間で実施

・10⽉６日に署名５０万筆を知事、県
議会議⻑に提出

ファジアーノ岡山のＪ１
昇格
・Ｊ２昇格１６年で初のＪ１昇格
・Ｊ１昇格後、ＪＦＥ晴れの国スタ
ジアムの全試合ホーム席が完売

期待される効果 整備の実現可能性や、県の関わり方を議論・検討することができる。
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